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第Ⅰ章　背景と目的

第1節　箱庭療法について
　「箱庭療法は，ロンドンにおいてローエン

フェルト（Lowenfeld, M.）によって，1929年に，
子どものための心理療法の一手段として考案さ
れたものである。その後，彼女に教えを受けた
カルフ（Kalff, D.）は，ユング（Jung, C. G.）
の分析心理学の教えを導入して，スイスにおい
て，これを成人にも効果のある治療法として発
展させた」（河合，1969）。この方法は，棚に置
かれている玩具を適当に選び，砂の入った箱
に，何らかの表現をさせるものである。玩具で
は，「用意すべきものとしては，人，動物，木，
花，乗り物，建築物，橋，柵，石，怪獣などで
ある」（同上）。その動物において，「野獣と家
畜，鳥類，貝，魚，それに蛇や蛙は大変重要で
あるとしている」（同上）。

第2節　象徴的理解
　象徴について河合（1967）は，「ある比較的
未知なものを表現しようとして生じた最良のも
の，その他にはこれ以上適切な表現法が考えら
れないという場合である」としている。
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要　　旨

　本研究の目的は，箱庭におけるヘビの意味について検討することである。調査協力者は大学生お
よび大学院生の7名である。手続きとしては，調査協力者に箱庭の制作をしてもらった後，箱庭の
説明や感想などについてインタビューをした。さらに，制作された箱庭にヘビのミニチュアを追加
してもらった後，ヘビに関するインタビューをした。インタビュー内容は修正版グラウンデッド・
セオリー・アプローチを用いて分析をした。結果として13の概念が生成され，5のカテゴリーに分け
られると考えられる。（1）動物的側面，（2）人間との関わり，（3）神話や伝承との関わり，（4）神聖
化，（5）擬人化である。

　キーワード：箱庭　ヘビの意味　ミニチュアの追加
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　箱庭作品を心像としてとらえるうえで岡田
（1984）は，多かれ少なかれ作品は象徴化され
ており，象徴的理解が必要であるが，図式的な
象徴的理解に陥らないように注意が必要であ
り，むしろ，そのような象徴的理解に疑問をも
ち，それがどの程度普遍性があり，妥当性があ
るかを検討している。
　Vries, A. （1984）によると，ヘビは，すべて
の原初の宇宙の力を表すという曖昧性をもち，
神々との関連，邪悪，生命・治癒力，悠久・豊
穣・再生，大地・冥界，水，宝の番人，死霊，
男根，太母神などの象徴的意味をもつとして
い る。
　このことに加えて，「ミニチュア玩具が引き
出すイメージは多義的なものである」（弘中ら，
2002）ことから，ヘビのミニチュアは，他のミ
ニチュアと比べて曖昧性が強いと考えられる。
このことは，象徴的な理解をするにあたって，
様々な意味をもつ可能性の広がりと，それによ
る理解の困難さが生じると考えられる。

第3節　ヘビのイメージに関する研究
　岡田（1984）はSD法による動物イメージに
おいて「ヘビは『男性的，深い，動的，閉鎖的，
不安定な，暗い，不調和な，アブノーマルな，
さびしい，緊張した，不愉快な』感じがいだか
れ，印象深くて，否定的な動物としてイメージ
化されている」と分析している。
　西海（2018）のヘビに対する印象差異の研究
において，高等学校教諭や，保育士，野外イン
ストラクター，自然ガイド，野外安全管理指導
者などで構成された指導者層と比べて，「自然
生物に関わる業務には就いておらず，野外レ
ジャーも年に数回程度か，それ以下しか野外活
動を行わない者」と定義された一般層がもつヘ
ビに対する印象は，より利用できず，より男性
的で，より濁っていて，より荒々しく，より嫌
いで，より汚い存在と認識している傾向が認め
られたとしている。以上の研究から，箱庭制作
において，ヘビが選択されない可能性が考えら
れる。

　岡田・木村（1980）は，箱庭作品におけるヘ
ビの意味について検討している。「筆者らの
持っている作品及び他の治療者から借用した若
干の作品中から，ヘビが出現しているもの68

個を抽出し，分析対象とした」ものである。結
果は使用頻度，使用された領域，使われ方，ヘ
ビの意味，現れ方についてである。ヘビの意味
については「制作者による意味の説明からの分
類ではなく，筆者らが作品を見て，その印象か
ら推測，意味づけをして分類した」とある。考
察においては治療の実際と関係づけて考えてお
り，先導的な役割を持ったヘビと不気味なもの
のうごめきの存在としてのヘビの持つ意味が，
制作者の不安や恐怖の表現ではないかと考察し
ている。
　鑪（1973）は，夢を中心的素材として，ヘビ
のイメージがどのような人間の経験，情動性を
表現しているかを検討している。ヘビのイメー
ジについて，「生と死，秩序（定形）と無秩序（無
定形），柔軟さと硬さ，直線と円，不動と素早
さなど対立するイメージないし，表象をこれ程
豊富に，しかも見事にもつことのできる動物を
蛇以外に見出すことは困難であろう」と考察し
ている。

第4節　ヘビが箱庭で使用される事例について
　箱庭療法学会による機関誌，『箱庭療法学研
究』第1巻第1号（1988）から第35巻第1号
（2022）までの原著，研究報告，外国語論文，
資料のうち，事例論文から，写真を手がかりに
ヘビのいる箱庭を探した。
　その結果，事例は合計98名であった。内訳
は男性53名のうち，年中1名，年長1名，小学
生21名，中学生10名，高校生3名，大学生3

名，成人13名，および「少年」1名である。女
性は45名のうち，年長2名，小学生11名，中
学生4名，高校生3名，大学生8名，成人17名で
ある。なお成人は18歳から60歳代としている。

第5節　目的
　ヘビという象徴性が高いミニチュアの使用に
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ついて，実際に箱庭を制作してもらい，制作者
にインタビューをして，その意味や役割につい
て検討することを目的とする。

第Ⅱ章　方　法

第1節　予備調査
　調査の進め方や質問内容を検討するために予
備調査を行った。調査協力者は，関東の私立大
学の大学院生2名である。はじめに箱庭を自由
に制作してもらい，インタビューをした。次
に，調査協力者の目につかないように箱に入れ
ておいたヘビを見せて選択してもらう。そし
て，佐々木（2011）の研究手続きをヒントに，
ヘビのミニチュアを制作された箱庭に追加して
もらい，インタビューをした。その結果，ヘビ
のミニチュアには，色味や大きさのバリエー
ションが必要なことと，質問内容の検討が必要
であることがわかった。

第2節　本調査
第ⅰ項　調査機関と実施場所
　調査期間は2024年7月下旬から9月下旬で，
実施場所は東京国際大学臨床心理センター内に
ある，白い砂の入った砂箱とミニチュアが置い
てあるプレイルームで行った。

第ⅱ項　調査協力者
　本研究における調査協力者は，関東の私立大
学および大学院の学生7名（男性4名，女性3

名）である。第1章，第4節のヘビが使用され
る事例の割合から，男女差が大きく開かないよ
うにした。研究協力の募集では，調査者が口頭
での呼び掛けと募集要項の文書で示した。ま
た，箱庭の制作中，特にヘビのミニチュアを追
加する際に，不安や緊張などの不快な感情を喚
起される可能性も考えられるので，調査者は，
ヘビのミニチュアを扱うことを口頭で伝え，募
集要項の文書と同意書に明記している。同意し
た協力者には，調査を実施し，謝礼として
1,000円分のギフトカードを渡した。

第ⅲ項　手続き
　調査の始めに，調査の概要，得られたデータ
は研究目的以外に使用しないこと，個人が特定
されないよう配慮すること，制作中はいつでも
中止できることが記載されてある同意書を取り
交わした。
　箱庭を制作してもらう際，教示は「この砂箱
とミニチュアで好きなように作ってください。
出来たら教えて下さい」と伝えている。制作後，
箱庭の説明や感想について，インタビューをし
た。質問は「この箱庭について教えて下さい」，
「この辺はなんですか」，「作ってみてどうでし
たか」などである。
　次に，調査協力者の目につかないように，箱
に入れておいたヘビのミニチュアを見せて選ん
でもらい，初めに制作した箱庭に追加しても
らった。これは，調査協力者に，ヘビのいる箱
庭といない箱庭で比較をしてもらうことで，ヘ
ビについての気づきや，感じることなどが生じ
ると考えられるためである。追加する際には，
箱庭表現の変更を自由にしても良いとした。そ
して，ヘビの追加後にインタビューをした。質
問内容は，以下の通りである。
（1） ヘビを追加してみて，どんな感じがしまし

たか。
（2） 初めに作った箱庭と比較して，どのような

ことを感じますか。
（3） このヘビは何をしていますか。
（4） このヘビを選択した理由はなんですか。
（5） これらのヘビ（使用しなかったもの）を選

択しなかった理由はなんですか。
（6） 追加するものが例えばウマ（他の動物）で

あれば，ヘビと比較してどんな感じになり
ますか。

　さらに，箱庭が変化したと思われる表現につ
いてなど，質問を補足的に行った。インタ
ビューは半構造化面接で行った。

第ⅳ項　補足
　見た目や大きさといった，プレイルームに置
かれていないヘビのミニチュアは，調査者が紙
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粘土等で作成，用意をした。
　質問（6）において，ウマである理由は，岡
田（1984）のSD法で，「まとまった，豊かな，
のびのびした，動的，成熟した，開放的，大き
い，明るい，強い，充実した，調和した，積極
的，ノーマルな，愉快な」感じが抱かれるとさ
れ，ヘビとは反対の肯定的印象を示していると
考えられるためである。

第ⅴ項　分析方法
　インタビューでは録音をし，音声データを逐
語化している。データの分析方法は仮説生成の
ため，木下（2007）の修正版グラウンデッド・
セオリー・アプローチ（以下M-GTA）を用いた。
M-GTAは，データを分析者と切り離した位置
づけとして分析対象とすることで，分析プロセ
スを説明可能な形にする。切片化してラベル化
から始めるのではなく，データのもつ文脈を壊
さずに，意味の深い解釈を試みるという特性を
もっている（木下，2007）。
　分析でははじめに，インタビューから逐語化
した音声データから，分析の対象となる概念を
抽出していき，ワークシートにする作業を，調
査協力者1人ずつ行った。ワークシートには，
具体例となる音声データ，概念の定義，概念
名，理論メモを記入した。次に，既存の概念に
類似する音声データを具体例に追加し，新たな
概念の生成を行った。その後，生成した各概念
について検討し，類似した概念をまとめてカテ
ゴリーを生成した。最後に，概念やカテゴリー
関係から分析結果をまとめた。

第Ⅲ章　結　果

　分析の結果，13の概念と5のカテゴリーが生
成された。以下に生成されたカテゴリーと概念
の表（表1）とカテゴリー関連図（図1）を示
した。なお，調査協力者はAからGで示し，【】
はカテゴリー名，［］は概念名を表す。

　カテゴリー関連図は，カテゴリー同士の関
連，関係を示しており，矢印はヘビのイメージ
や意味をもつ流れや経緯として考えられる。以
下に各カテゴリーおよび概念についての結果を
述べる。
　【動物的側面】は，［噛む攻撃性］，［毒をもつ
強さ］，［隠れるもの］の概念でまとめている。
これら以外に，「最初，自然だけ置いてたわけ
なので，ヘビ置くまでは，まぁアヒルとかカエ
ルとかカメの数匹しかいなかったんですけど，
ヘビを何匹か置くことで，生命感じゃないです
けど，まぁ命あるものが置かれて，ちょっとだ
け生き生きしてる感じが，ちょっと出たんじゃ
ないかなとは思います」（C），「貝殻を卵に見
立てて，置いてみて，で，それを守る，温める
ペンギンを置いて，それを狙ってるヘビと，こ
れが草むらとかの中で，狙ってるイメージ」
（B），「山の方に白いヘビいると嬉しいなと
思ったので」（F），「これ（茶色のヘビ）は川
から上がってきて，この街をみるヘビ。これ
も，これ（白いヘビ）は海から出てきて」（E）
と概念にはならなかったが，ヘビの動物的側面
について語られた。
　［噛む攻撃性］は，インタビューでは，「ヘビ
はなんかあまり隙を見せないと，噛みついてこ
ないみたいな」（B），「ヘビは，ちょっと怖い，
噛まれるとか攻撃を向こうからしてくるのか
なぁ」（G），「なんか悪い人には噛みついたり，
天罰を与えたりして，良い人には別に何もしな
い」（E）などが語られ，比較的に多い結果と
なった。噛む攻撃以外に，巻き付く攻撃は，あ
まり語られなかった。［噛む攻撃性］は［毒を
もつ強さ］と関連し，【人間との関わり】にお
いては［存在としての恐怖］，［人間への攻撃］，
［嫌悪感］に影響すると考えられる。
　［毒をもつ強さ］は，インタビューでは，「す
ごい強い毒を持っているっていうお話じゃない
ですか，なんでまぁ場所を守るとしては，最適
かなって」（C），「好戦的だったり，毒持って
たりもするし，そのイメージがあるから。ワン
チャン動物も死ぬし，ヘビだったら」（G）な
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どが語られた。【人間との関わり】においては，
［存在としての恐怖］，［嫌悪感］に影響すると
考えられる。
　［隠れるもの］は，インタビューでは，「森の

中に潜んでるヘビで，なんか，なんだろ，警戒
してる」（E），「潜んで，一気にガッていくイ
メージだったので，この木の陰と草の陰から
狙ってるみたいな」（B），「こっちは森で（ヘ
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表1　生成されたカテゴリーと概念
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図1　カテゴリー関連図



̶ 7 ̶

箱庭におけるヘビの意味について

ビが）隠れるって感じがあるけど」が語られた。
調査協力者の箱庭では，茂みのミニチュアで隠
されるヘビの表現や，ヘビとその近くの木を関
連付けた語りがみられた。［隠れるもの］は［居
場所の分からなさ］に関わると考えられる。
　これらの【動物的側面】が【人間との関わり】
をもつことで，［存在としての恐怖］や［人間
への攻撃］，［嫌悪感］，［居場所の分からなさ］
が生じると考えられる。
　［存在としての恐怖］は，インタビューでは，
「いるかなぁ分かんない，畑に居ても良いかな，
怖いけど」（F），「パッと現れて，こう侵食す
る感じというか，恐ろしいっていうところか
ら，悪い事したら，やられる（笑）のイメージ」
（E）などが語られた。［存在としての恐怖］は
［人間への攻撃］，［嫌悪感］と関連すると考え
られる。
　［人間への攻撃］は，インタビューでは，「お
姫様，お嬢様がヘビに騙されたかなんかして，
殺されてしまった」（D），「ダメだった人は，
その金閣の前にいるヘビに食べられてしまう」
（B），「ここに来る人を警戒して，なんか，悪
そうだったら噛みつく」（E）などが語られた。
調査協力者の箱庭では，ミニチュアの白雪姫を
逆さまにして，ヘビによって殺される表現がみ
られた。
　［嫌悪感］は，インタビューでは，「なんかヘ
ビに似合うような感じだなぁって思って，なん
か不気味さが増したというか」（D），「あんま
り好きじゃない，ヘビが苦手なので，なんかこ
う，退けたいって感じ。」（E），「嫌だなって
（笑）。まぁ居てほしくはないですよね」（F）な
どが語られた。調査協力者の箱庭では［嫌悪感］
を表現したものとして，ヘビが端に置かれた。
　［居場所の分からなさ］は，インタビューで
は，「どこからでも出てくるし，どこに居るか
分からない」（A），「もうどこにいるのか分か
らない，パッと現れるから」（E）などが語ら
れた。また，居場所以外に，「あと顔，表情も
無いし，分かんない！どこに行くかも分かんな
いし，何考えてるかも分かんない」（A），「予

測ができない，感じ，何をするのか分からない
し，動き方も分からないし」（E）と語られた
が，概念にならなかった。
　これらの【人間との関わり】から，【伝承や
歴史との関わり】をもつことで，神聖な扱いを
される歴史として，宗教，神話に繋がると考え
られる。インタビューでは，「ヘビはキリスト
教のモチーフだなと思ったので」（A），「アダ
ムとイヴに出てきた」（D），「宗教的なやつで，
なんかどっかでヘビ，崇めてた気がするなぁ」
（E）などが語られた。調査協力者の箱庭では，
【伝承や歴史と関わり】をもつという直接的な
表現はあまりみられなかった。
　その【伝承や神話との関わり】から，【神聖化】
や【擬人化】が生じると考えられる。【神聖化】
は，［神聖なもの］や［白いヘビの神聖さ］の
概念でまとめている。
　［神聖なもの］は，インタビューでは，「ただ
ある神聖な神みたいなのが，この場合だと，ヘ
ビのみを神聖と認めて，あの，そこにただい
る」（A），「ヘビは，まぁあの，俗に神聖な生
物としての，言われてたりするので」（C），
「ヘビが神聖的なイメージもちょっとあった」
（E）などが語られた。調査協力者の箱庭では，
神聖な領域に置かれたヘビや，神社の守護神と
して置かれたヘビがみられた。
　［白いヘビの神聖さ］は，インタビューでは，
「白蛇はやっぱり日本側に置きたい，仏教っぽ
い感じがしたから」（A），「白いヘビは昔から
神聖とも言われてる」（C），「神の使いっぽい
じゃないですか」（F）などが語られた。また，
可愛いイメージや，守られるもの，居ると嬉し
いと思うことも語られた。調査協力者の箱庭で
は，白いヘビを神聖なものとして，マリア像や
仏像といった，他の神聖なものと一緒に置かれ
た。しかし，白いヘビを狡猾なものとして使用
したと思われる調査協力者もいた。
　【擬人化】は，［侵入］や［狡猾さ］，［神聖な
ものの守り］の概念でまとめている。［神聖な
ものの守り］は，インタビューでは，「キリス
トの像を恐ろしいヘビが守ってるって勝手に意
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味を見出して」（A），「神聖な場所としてそこ
にある。それを守るのがコブラたちみたいな」
（C），「この神社の横のヘビは神社を守ってる
感じ」（E）と語られた。調査協力者の箱庭で
は，［神聖なものの守り］の表現として，ヘビ
はキリスト像やマリア像，仏像，神社などの近
くに置かれた。
　［狡猾さ］は，インタビューでは，「頭良さそ
うだなってイメージがあって，あの果実を食べ
させたかもしれない，で，で，追放したってい
う，たぶん，ヘビの狡猾さってそこからなんだ
と思う（笑）」（D），「踏切はホントは渡っちゃ
いけないけど，なんかこう，（箱庭の砂の色に）
同化させて，白にして，なんか，しれっと渡る
みたいな（笑）感じです」（E），「狡猾で，ズ
ルいってイメージがありますけど…」（F）と
語られた。
　［侵入］は，インタビューでは，「人の身体の
中に入り込んじゃうっていうことも，あるかも
しれない（笑）」（D），「大きすぎちゃうと，な
んか，う～ん，もっと侵食されて，攻めてきた
ヘビになってしまいそう」（E）と少ない語り
だが概念としている。調査協力者の箱庭では，
トンネルの中に入ろうとするヘビとして表現さ
れた。
　これら以外に，概念にならなかったが【擬人
化】と思われるものとして，悪と関わるヘビが
挙げられ，インタビューでは「やっぱりヘビっ
て，なんかやっぱり悪者のイメージ」（D），
「男の子ごころでいうと，悪魔の使いっぽくて
カッコいいみたいな」（F）と語られた。

第Ⅳ章　考　察

　はじめに，各カテゴリーおよび概念につい
て，ヘビの生態，箱庭の事例や研究，民族誌な
どをふまえて考察をする。
　【動物的側面】について，アフリカやジャン
グルといった自然がテーマで，他の動物とヘビ
が共に使用されている箱庭の事例としては，老
松ら（1991），木村（2001），田中（2002）が挙

げられる。岡田・木村（1980）の研究において，
単なる動物としてのヘビの意味が，自然がテー
マの箱庭で多くの動物と共に使用されている，
水を飲むなどの生活環境，生き方などの生態に
基づく表現からきているならば，【動物的側面】
はその意味と重なる部分があると考えられる。
これらの事例と研究から，箱庭におけるヘビはそ
の生態が反映される可能性があると考えられる。
　生態の1つとして，［噛む攻撃性］の語りは
比較的に多く，イメージしやすいかもしれな
い。箱庭の事例において，ヘビが噛む表現をし
たものは，辻（2012），吉岡ら（2011）が挙げ
られる。高田（1993），田中（1990），野口（2020）
の事例では，ヘビが襲うもの，攻撃するものと
して表現されている。これらのことから，攻撃
的な表現としてヘビが使用される可能性がある
と考えられる。
　次に，ヘビが噛むことは［毒をもつ強さ］に
繋がると考えられる。これはインタビューの語
りのみで，調査協力者の箱庭で毒を表現したも
のはみられず，『箱庭療法学研究』（1988から
2022）においても，ヘビの毒を表現したものは
確認できなかった。
　箱庭では表現されなかったが，ヘビのもつ毒
のイメージは人間に恐怖や強さのイメージを与
えると思われる。荒川（1996）は「とくに現実
に猛毒のコブラまでもが護法の神となり，王権
のシンボルとなった」と述べている。吉野
（1999）によると，毒で敵を倒す強さは，縄文
人がヘビを信仰まで高めた要因の一つと考察し
ている。このことから［毒をもつ強さ］は，【人
間との関わり】のなかで，毒をもつヘビが力の
あるものとしてイメージされると考えられる。
この強さのイメージが【神話や伝承との関わり】
をもつことで，【神聖化】に繋がると考えられる。
　そして［隠れるもの］では，敵に見つからな
いようにする生態や，冬眠する生態などからイ
メージされると考えられる。ヘビが隠れる表現
をした箱庭の事例は，岩岡（2010），高野
（1988），大重ら（2007）が挙げられる。これら
のことから，ヘビが隠されたり，埋められたり
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などで使用される可能性があると考えられる。
　【動物的側面】である噛みつきや，毒による
死傷のイメージは【人間との関わり】のなかで
［存在としての恐怖］に繋がると考えられる。
ヘビと恐怖の繋がりにおいて，川合（2024）の
視覚的な研究では，霊長類のヘビに対する素早
い脅威反応は，ヘビ特有の鱗が関係していると
いう。このことから，箱庭における精巧な作り
のヘビのミニチュアは，恐怖のイメージだけで
なく，恐怖そのものの反応を引き起こす可能性
が考えられる。ヘビが恐怖のものとして表現さ
れた箱庭の事例では，生島（2020），織田（1996）
が挙げられる。
　その恐怖となる背景の1つとして［人間への
攻撃］が挙げられる。インタビューでは，人間
が殺されることや，食べられること，噛まれる
ことが語られた。箱庭の事例において，人間が
ヘビに食べられる表現をしたものは，織田ら
（2003），尾上（2015），荻原ら（2013）が挙げ
られる。これらのことから，人間を食べる表現
としてヘビが使用される可能性があると考えら
れる。
　次に恐怖の対象であり，人間が攻撃されるこ
とから［嫌悪感］に繋がると考えられる。箱庭
の事例より，クライエントがヘビの［嫌悪感］
について語られているものとして榎戸（1993），
伊藤（2005），坂井（2018）が挙げられる。［嫌
悪感］は，岡田・木村（1980）の研究において，
不気味なもののうごめきの存在としてのヘビの
意味に類似すると考えられる。事例と研究から
嫌悪感の表現として，ヘビが使用される可能性
があると考えられる。
　インタビューにおいて，ヘビの嫌悪感があり
ながらも，ポジティブな語りがみられた。「私
自身ヘビがあんまり好きじゃない，ヘビが苦手
なので，なんかこう，退けたいって感じ」と
語った調査協力者は，箱庭の全面にヘビが置か
れ，「なんか良い感じに置けて，結構こう置け
ると思わなかったです（笑）」と語った。また，
「たとえ大丈夫だとわかってても，わかってて
も，生来無理なものはやっぱありますよね」と

語った調査協力者は，白いヘビに対して，「色
ですかね，珍しいもの好きなので，白いヘビっ
て縁起も良いし，やったぁって感じですね」と
語った。
　これは，ヘビがミニチュアなので扱うことが
できることや，ヘビのミニチュアが多種多様な
ので，それぞれの役割や意味に違いが生じると
考えられる。ヘビを2種以上使った調査協力者
は，異なる役割や意味を与えていた。また，箱
庭の砂によるリラックス効果や，守られた枠
（木村，2019）によって安心，安全に表現でき
たことも考えられる。
　そして，ヘビの恐怖と攻撃は，人間との距離
の近さから生じると思われる。これは，「マム
シ類は小型であるため攻撃範囲は30 cm程しか
なく，かなり近づかなければ咬まれることはな
いが，実際にはかなり多くの人が咬まれてお
り，これは目の前にいても気づかない」（田原
ら，2024）ことから考えられる。このように［隠
れるもの］の生態が［居場所の分からなさ］，［人
間への攻撃］に繋がると考えられる。
　インタビューでは，居場所以外に表情，思
考，雌雄の判別，動きの予測の分からなさにつ
いても語られた。それらの分からなさは，ヘビ
が身近な存在ではないことから考えられる。そ
のため，ヘビに対する分からなさのイメージ
は，距離のある存在としての意味をもつ可能性
が考えられる。意識から離れている意味として
は，無意識的なものが挙げられる。
　ヘビが無意識的なもの，またはそれと関わる
ものと解釈されている箱庭の事例として，三宅
（2022），太田（2011），吉末（1990）が挙げら
れる。
　Jung, C. G.（1999）は，「自己自身を表すも
のが竜や蛇によって脅かされるということは，
獲得された意識が本能的なこころ（ゼーレ），
すなわち無意識によってふたたび呑みこまれる
という危険を指し示している」と述べている。
Vries, A.（1984）によれば，ヘビは，理解し難
い本能の領域や，原始的で本能的な無意識を表
すとしている。
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　以上の【人間との関わり】から生じるヘビの
イメージが，【伝承や神話との関わり】に影響
すると考えられる。インタビューでは比較的多
く語られ，ヘビの【伝承や神話との関わり】は
大きいように思われる。小島ら（1991）は，「世
界の諸民族には，蛇に関するいろいろな民俗が
知られている。（中略）大部分は人類が文芸や
宗教のなかにえがきあげてきた蛇である」と述
べている。
　Warburg, A.（1988）によると，ヘビの冬眠，
脱皮，素早い動き，毒牙，人間の目に捉えられ
ることが少ないこと，ファルスという特性が文
学や芸術に，恐怖と和解をもたらす存在として
登場するという。
　そのような【伝承や神話との関わり】から【神
聖化】に繋がると考えられる。箱庭の事例にお
いて，春日（2012）では，クライエントは「蛇
は生きているけど，祀られている」と語られて
いる。蛇を祀る神社として，佐太神社，出雲大
社では，漂着したウミヘビが奉納され，龍蛇と
して崇められる。さらに，「蛇窪大明神とも称
される上神明天祖神社（東京）ではシロヘビを
神の化身であるとして崇めている」（茂木，
2018）。
　［白いヘビの神聖さ］について，長谷川（2012）
の研究では，制作者によって「スッと表れた白
ヘビも，朽ちたマリアよりずっと崇高であり，
嘘がなく，そして邪悪である。」と語られてい
る。白いヘビが特別な扱いをされる背景とし
て，神社の他に，「山口県岩国市およびその周
辺地域にはアオダイショウの白化型個体群が生
息し，地元の信仰の対象とされ，1924年に国
の天然記念物『岩国のシロヘビ』に指定された」
（上手ら，2012）ことから考えられる。さらに，
伊藤（2008）の研究によると，永遠と純潔は白
を連想させる傾向にあることから，神聖さと繋
がるかもしれない。
　以上の【神聖化】は，岡田と木村（1980）の
研究において，宗教的なもの，聖なるものへの
志向としてのヘビの意味に類似すると考えら
れ る。

　【伝承や神話との関わり】は【神聖化】だけ
でなく，【擬人化】にも繋がると考えられる。
ヘビが守るという【擬人化】は【伝承や神話と
の関わり】において，アレスの泉を護る大蛇の
物語（安田，1994）などが挙げられる。調査協
力者の箱庭と語りから，［神聖なものの守り］
がみられた。
　箱庭の事例で塚田（1991）は，「左下の神社
をヘビやトカゲ，ムカデが守っているかのよう
にとり囲んでいる」と箱庭の説明をしている。
尾上（2015）では，クライエントは「ピラミッ
ドは4匹のヘビが守っていて，他の町の人が来
たら1,000円で中に入らせてくれる。」と語られ
ている。
　神聖なもの以外を守るヘビとして，調査協力
者は「このグルグル巻きのヘビはこっち側の街
を，なんか見守ってる」と語ったものが挙げら
れる。箱庭の事例において，KIM（2007）では，
クライエントは「竜，骸骨の戦士，ヘビ，護衛
は鐘の守護者です」と語られている。
　これらの事例から，何かを守る表現としてヘ
ビを使用する可能性があると考えられる。この
ことは，ヘビの［噛む攻撃性］や［毒をもつ強
さ］，［人間への攻撃］といった攻撃的な側面が，
守る役割に繋がると考えられる。
　守り以外の【擬人化】としては，［狡猾さ］
が語られた。【伝承や神話との関わり】におい
ては，エデンの園の物語が考えられる。
Clébert, J. P.（1989）によれば，ヘビは動物の
中で最も狡猾であり，最も美しいものであった
という。
　調査協力者Eは「踏切はホントは渡っちゃい
けないけど，なんかこう，（箱庭の砂の色に）
同化させて，白にして，なんか，しれっと渡る
みたいな（笑）感じです」と語られた。この内
容は［狡猾さ］に当たると思われる。この語り
は規則に従わない側面だけでなく，周囲の色に
同化させる能力という2つの側面をもつと考え
られる。
　谷川（2012）は，古代人が蛇を「可畏（かし
こ）き神」と呼んだのは，邪悪な毒をもつもの
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が，同時に叡智を備えているという背反する属
性に対する，畏敬の念の表現としている。この
ことから，ヘビが［狡猾さ］のイメージをもつ
背景として，否定的な側面と，知恵や能力と
いった賢い2つの側面をもつことから考えら
れ る。
　［侵入］についてインタビューでは，侵入さ
れて攻めてきそう，人の身体の中に入り込むと
語られた。これらの語りは，人間的意味合いが
含まれた侵入のイメージと考えられるため，
【擬人化】としている。少ない語りでありなが
ら概念としているのは，ヘビの長い身体によっ
て箱庭内の領域を越える表現や，隙間にヘビを
通す表現の可能性から，他のミニチュアと比べ
てヘビは，侵入の表現をさせやすいミニチュア
と考えられるためである。
　【伝承や神話との関わり】においては，ヘビ
が美男子に化けて女性のもとに通い続けて，女
性にヘビを身籠らせる（八田ら，2010）などの
物語が挙げられる。
　ヘビが侵入的な表現をした箱庭の事例は，岩
岡（2010），渋谷（2011），塚越（2015）が挙げ
られる。侵入は，岡田・木村（1980）の研究に
おいて，侵入，湧き出した感じで，問題を暗示
したヘビと類似していると考えられる。事例と
研究から，箱庭における侵入の表現として，ヘ
ビが使用される可能性が考えられる。
　概念化されなかったが擬人化と思われるもの
では，悪と関わるヘビについて語られた。伝承
や神話では，悪の蛇王アジ＝ダハーカは「古代
イランの神話における最大の悪者」（大林ら，
2005）などが挙げられる。ヘビのイメージと悪
が結びつくのは，【人間との関わり】における
［存在としての恐怖］，［人間への攻撃］，［嫌悪
感］から考えられる。
　箱庭の事例におけるクライエントの語りとし
て，菅（1991）では「世界に悪が広がったとこ
ろ」，吉田（2002）では「悪玉がヘビたちを操っ
ている」とある。

第Ⅴ章　結論と課題

　本研究において，箱庭におけるヘビの意味は
多義的であることがわかった。また，それらは
概念として生成され，カテゴリーとしてまとめ
ることができた。象徴化されたヘビを理解する
際に，箱庭でどのように使用されており，それ
は制作者の何を反映しているのかを，【動物的
側面】，［嫌悪感］，【擬人化】などから考えるこ
とで，仮説に繋がるかもしれない。しかし，具
体例の少なさによって概念にならなかったもの
や，語り，表現されていないものがある可能性
から，具体的な意味が増え，概念やカテゴリー
が変化する可能性が考えられる。
　本研究の課題として挙げられるのは，ヘビを
扱うことを事前に伝え，制作された箱庭に追加
するという，実際の箱庭制作の手続きとは異な
ることだと考えられる。このことから，箱庭の
事例や研究をいくつか挙げているが，制作過程
の違いを考慮したい。また，調査協力者数が不
足していると感じられ，事前にヘビのミニチュ
アを扱う告知による影響もあると考えられる。
　これらの課題を解決するには，自由に箱庭を
制作した後，ヘビを使用した者のみを分析の対
象とすることだと考えられる。これにより，ヘ
ビを扱う告知や，ヘビを追加せずに済むという
実際の箱庭制作の手続きを踏めると思われる。
しかし，ヘビを使用しない可能性も考えられる
ので，大人数の調査協力者が必要になると予想
される。
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ヘビを追加する前と追加した後の箱庭の例

写真1　ヘビ追加前

写真2　ヘビ追加後



̶ 15 ̶

箱庭におけるヘビの意味について ̶  15  ̶

写真3　ヘビ追加前

写真4　ヘビ追加後
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写真5　写真4の拡大写真

資料1　箱庭の研究論文におけるヘビ

　『箱庭療法学研究』（1988から2022）における写真と本文から，ヘビを使用したと思われる箱庭の
事例を含めた研究論文について，著者と年号，タイトル，巻号とページにまとめた（表2）。2003年
から写真は全てカラーになるが，モノクロ写真において，調査者がヘビと誤認したものがある可能
性はある。
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表2　ヘビを使用したと思われる箱庭の研究論文
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資料2　ヘビがいる箱庭の事例研究のテキストマイニング

事例研究とテキストマイニングツールについて
　『箱庭療法学研究』（1988から2022まで）から，箱庭でヘビを使用した98名の事例研究の本文（ヘ
ビのいる箱庭について言及された本文）と考察（ヘビのいる箱庭の考察）を，テキストマイニングツー
ルであるKH Coder3.Beta.03iを使用して，共起ネットワーク図（図2から図3）として示した。
　なお，語を抽出する際に，特徴的ではないと思われる語を除いており，表3に総抽出語数なども
あわせて示している。本文と考察のテキストデータにおける語の「蛇」，「大蛇」，「大ヘビ」，「海蛇」
は「ヘビ」に，頻出すると思われる語の「鰐」は「ワニ」に統一している。

結果と考察
　本文と考察の共起ネットワーク図から，全体的な特徴や，ヘビと関わると思われる語について考
察する。
　本文の共起ネットワーク図（図2）では，箱庭のどこに何が置かれたかなどの説明が全体的な特
徴として考えられる。98人の事例から181の箱庭を9分割して，ヘビがどの領域に置かれたかを調
べたところ，67の箱庭が5の領域である中央に最も多く置かれており，約37％の割合であった。
　ヘビのいる箱庭に置かれるミニチュアは「木」，「恐竜」，「ワニ」，「ゾウ」，「橋」，「人」，「鳥」，
「鐘」，「石」が挙げられる（図2）。
　「木」はヘビの生息環境が関わると考えられる。「木」を「並べる」ことで森の表現に繋がり，そ
こにヘビを置くことで，不気味なもの，潜むものなどの意味をもつ可能性が考えられる。
　動物は「恐竜」，「ワニ」，「ゾウ」，「鳥」が挙げられる。「恐竜」と「ワニ」は，鱗，牙，噛みつく
イメージがヘビと類似していると考えられる。「恐竜」，「ワニ」，ヘビは，攻撃的なイメージから，
考察の共起ネットワーク図（図3）における「攻撃」，「戦い」に関わると考えられる。
　「ゾウ」の大きい身体，4足歩行，植物食という生態は，動物のミニチュアの中で比較的，安定感
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や安心感に繋がるかもしれない。ヘビのように，恐怖を感じられると思われる動物を箱庭で扱う際
に，ゾウは箱庭世界のバランスに繋がるミニチュアの1つかもしれない。
　「鳥」はヘビと対になる動物だと思われる。地を這う，空を飛ぶといった違いから，地と空の対以
外に，ヘビは鳥や鳥の卵を狙い，ヘビは猛禽類などの鳥に狙われることから，対立する関係だと考
えられる。箱庭で表現されたヘビと「鳥」の関係性は，箱庭を解釈するうえで注目できる視点かも
しれない。
　「人」とヘビの関係も注目できると思われる。「人」はヘビに対するネガティブなイメージがある
と考えられ，箱庭において，ネガティブなものと出会った際の表現を見ることができる可能性があ
る。また，「人」と「食べる」は繋がりをもち，「人」が食べられる表現ならば，箱庭制作者の不安，
恐怖の側面が関わると考えられる。
　動植物，人間以外に「橋」，「鐘」，「石」が挙げられ，無機物としてまとめられる。「橋」は「川」
を安全に渡ることができることから，川に潜むワニや，泳ぐヘビのような危険な動物が存在する世
界では，「橋」は安心，安全なものとして考えられる。また，「橋」が2つの領域を繋ぐ意味では，
本能的，動物的な側面との繋がりをもつものとして考えられる。
　「鐘」は，音を鳴らして何かを伝えるものだとすれば，箱庭制作者が伝えたいことや，伝えようと
する思いが「鐘」として表現されるかもしれない。ヘビと共に使用されることで，危険なものへの
警告，恐怖や不安の伝達など，様々な意味をもつ可能性が考えられる。また，「鐘」が箱庭制作者に
とって大切なものだとすれば，それを守るヘビとして使用する可能性がある。
　「石」は，箱庭では静的，重さのあるもの，価値のあるものなどとして使用されるかもしれない。
価値のある「石」とヘビの組み合わせは，ヘビが守るものとして使用される可能性が考えられる。
また，「石」の下にヘビを置くことで，表に出ていない箱庭制作者の内面や，プレッシャーに潰され
る側面など，様々な表現や意味が考えられる。
　以上のことから，ヘビと他のミニチュアの組み合わせや関係性により，表現と意味が多様になる
場合だけでなく，「恐竜」，「ワニ」などがもつヘビとの類似点から，意味が絞られる場合があると考
えられる。
　考察では，共起ネットワーク図（図3）から，箱庭の解釈に関する語が全体的な特徴として考え
られる。
　「母親」と「呑み込む」という語の繋がりは，否定的な母性から解釈されていると考えられる。ヘ
ビが卵などを丸呑みにする生態が，否定的な母性の解釈の背景に関わると考えられる。
　解釈の背景に関わる生態では丸呑み以外に，脱皮が考えられる。ヘビの脱皮による抜け殻と綺麗
な身体は，「死」と「再生」の繋がりに関わると考えられる。
　生態が機能するには動物的，本能的な「エネルギー」が必要であり，ヘビなどの動物の表現は，
箱庭制作者の内的な「エネルギー」として解釈されていると考えられる。
　内的な「エネルギー」は，攻撃的な側面に繋がると考えられる。「攻撃」は，箱庭制作者の攻撃的
な側面の1つとして解釈されていると考えられる。攻撃的な側面の背景には，箱庭に表現された「戦
い」，「恐竜」，ヘビの攻撃的なイメージが関わると考えられる。
　ヘビの攻撃的イメージや「戦い」は「混沌」に繋がると考えられる。「混沌」という解釈は，竜や
大蛇が「混沌」をもたらすという神話から考えられる。また，「混沌」と「心」は繋がりをもつこと
がわかる。ヘビが人間の生活圏内に侵入し，遭遇した場合，ほとんどの人間は驚きや恐怖を感じる
と思われる。その際，心の秩序は乱され，無秩序である混沌をもたらすヘビとして象徴されると考
えられる。
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　「混沌」は秩序へと変化する可能性をもつと考えられる。ヘビが嫌悪感，恐怖，不安をもたらすも
のだとすれば，それらに対処できるようになる可能性があると考えられる。「変容」は「象徴」と繋
がりをもつ語であり，ヘビの象徴的意味が「変容」に関わると考えられる。

図2　本文の共起ネットワーク図
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箱庭におけるヘビの意味について

図3　考察の共起ネットワーク図

表3　抽出語リストの詳細
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The purpose of this study is to examine the meaning of miniature snakes in sandplay. The 

research participants were seven undergraduate and graduate students. The participants performed 

sandplay and were interviewed about their descriptions and impressions of the sandplay. In addition, 

they were asked to add miniature snakes to the sandplay and were interviewed about the snakes. The 

interviews were analyzed using the Modified Grounded Theory Approach. As a result, 13 concepts were 

generated, which could be grouped into 5 categories; (1) animal aspects; (2) connection with humans; 

(3) relation to myths and folklore; (4) sanctification; and (5) anthropomorphism.

キーワード：箱庭，ミニチュアのヘビの意味，ミニチュアの追加
Keywords:  Sandplay, Meaning of miniature snakes, adding miniatures

Abstract

The Meaning of Miniature Snakes in Sandplay

Kazuya Shimpo
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要　　旨

　本研究は，放課後等デイサービスを利用する保護者インタビュー調査を通して，前思春期の子ど
もを持つ保護者の問題や課題を明らかにし，さらに事業内での心理職の専門性と多職種連携の課題
について明らかにすることを目的とする。
　KJ法を用いた分析結果から，A）【心理支援の期待と評価】，B）【支援体制と社会資源の課題】，C）
【前思春期の対人関係と社会的適応】，D）【発達と成長に対する親の不安】，E）【現代的リスクとメ
ディア環境】，F）【放課後等デイサービスの役割と意義】，G）【家庭環境と育児環境】，H）【保護者
を取り巻く環境】の8の大カテゴリが形成された。保護者の語りから抽出された大カテゴリを分析
すると，日常の観察に根差した複雑な感情で構成されており，それを丁寧に聴き取り意味づけるこ
とが支援の出発点となることが示された。
　結果として心理職は，発達理論に基づく実践的見立てを通して，子どもと家族の状態をアセスメ
ントし，支援の言語化と構造化を担う役割を果たすことが明らかとなった。さらに，支援の連続性
を確保するためには，医療・教育・福祉の多職種間における連携が不可欠であり，心理職はその媒
介者として機能することを求められることが示された。放課後等デイサービスはこうした実践が展
開される中間支援機関としての可能性を有しており，心理職の専門性とはナラティブな対話の積み
重ねから生まれるものであることが浮き彫りとなった。

　キーワード：放課後等デイサービス，前思春期，保護者インタビュー，心理職の専門性
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　　1－1－4　 事業所間比較にみる専門職配置

の差異と課題
　1－2　前思春期の子どもにおける発達理解
　　1－2－1　前思春期にみられる発達の特徴
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　3－6　本調査
　3－7　分析方法
第4章　結果
　4－1　分類された結果項目
第5章　考察
　5－1　 前思春期の子どもを持つ保護者の課

題と支援ニーズ
　5－2　心理職の専門性と支援実践の可能性
　5－3　 医療・教育・福祉における多職種連

携の課題と方向性
第6章　結論と今後の課題
　6－1　結論
　6－2　今後の課題

は じ め に

　放課後等デイサービス（以下，放デイ）は，
学齢期の障害のある子どもに対し，放課後や長
期休暇中の支援を提供することを目的として，
平成24年の児童福祉法改正法により制度化さ
れた。その背景には「心身障害児通園事業」か
ら始まる療育支援の歴史があり，制度の変遷を
経て対象年齢が18歳まで拡大された現在では，
保護者の就労支援や子どもの「居場所」として
の役割も担っている。また近年では，発達障害
の診断件数の増加に伴い，その支援のニーズが

急速に高まり，設置数も年々増加している。
　このような背景の中で，放デイには療育と生
活支援という異なる目的が混在することとな
り，支援の在り方や質について現在でも多様な
模索が続いている。その先行研究では，泉ら
（2023）が，今後の課題として，発達支援の活
性化，多職種連携，家族支援の強化を挙げてお
り，また井伊（2022）や山本（2015）は，制度
の整備や事業所運営の指針に関する論点を提示
している。こうした議論は，現場における支援
の質向上に向けて有益であるが，一方で心理職
が子どもの発達段階に応じた専門的支援を行う
意義に焦点を当てた研究はごくわずかとなって
いる。
　それを受け，筆者の先行研究（井上，2025）
では，児童発達支援を利用する保護者を対象に
インタビュー調査を行い，児童発達支援におけ
る心理職の専門性と多職種連に関する課題をま
とめた。その結果，心理職による支援が保護者
の不安を軽減し，子どもの発達特性を踏まえた
関わりを可能にすることが明らかとなった。そ
の後の実践を重ねる中，放デイを利用する保護
者から「思春期」や「前思春期」に関する相談
が増加しているという実感を持ち，その先行研
究を紐解くと，思春期における支援に関する文
献は比較的豊富である一方で，「前思春期」は
その入り口にあたる微細な変化が見過ごされが
ちであり，研究や支援の空白地帯となってるこ
とが推察された。
　前思春期は，「嵐の前に静けさ」とも言われ
るように，子どもたちの内面でさまざまな準備
的変化が起き始める時期である。外見的，行動
的な劇的変化も少ないことから，支援者や保護
者が重要なサインを見逃しやすい。しかし，こ
の時期だからこそ，心理職が子どもの内面を丁
寧にすくい上げ，発達に即した支援を行うこと
が重要であると推察するに至った。
　ゆえに本研究では，放デイを利用する「前思
春期」の子どもを持つ保護者へのインタビュー
を通して，心理職が果たすべき支援の在り方を
検討する。また，日常の中に潜む小さな変化を
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見逃さず，支援の空白を埋める取り組みとし
て，前思春期という発達段階の重要性と，心理
職による専門的支援の実践の可能性と多職種連
携の課題を明らかにしていくことを目的とする。

第1章　放課後等デイサービスと前思春期
の子どもたち

1－1　放課後等デイサービスの概要
1－1－1　制度概要と課題
　放課後等デイサービス（以下，放デイ）は，
2012年（平成24年）4月の児童福祉法により創
設された，障害のある学齢児を対象とした個別
給付型の福祉サービスである。主に放課後や長
期休暇中の時間帯に，生活能力の向上を目的と
した訓練等を提供することで，学校教育と相補
的に障害児の自立を支援し，安心・安全な居場
所づくりを推進している。
　この制度は，1972年（昭和47年）に始まっ
た「心身障害児通園事業」に源流を持ち，就学
前の早期療育を目的とした補助事業から発展し
てきた。1998年（平成10年）には「障害児通
園（デイサービス）事業」と改称され，対象が
学齢児にも拡大されることで，「就学後も継続
して療育を受けたい」という保護者のニーズに
対応する形となった。さらに，2006年（平成
18年）の障害児自立支援法施行時には「児童
デイサービス」として制度化され，対象も18

歳までに延長された。そして，制度開始以来，
急速に事業数を拡大し，2023年（令和5年）10

月現在では全国に20,122事業所が存在してい
る（厚生労働省，2025）。この増加の背景には，
設置基準の緩さ（10名程度の小規模運営や設
置場所，職員の資格要件等）も関係しており，
制度の利便性と合わせて社会的な注目を集めて
きた。
　しかしながら，この急速な拡大に伴って，運
営の質やサービスに関する課題が顕在化してい
る。マスコミや専門家からは，障害児に対する
専門的な療育とは言い難いサービスが提供され
ているケースや質のばらつきが大きい点につい

て繰り返し指摘がされており，例えば，一部の
事業所では療育の専門性が確保されておらず託
児的な内容にとどまっていることや施設の衛生
管理や安全性に不備があるなどの報道があった。
　このような背景から，2015年（平成27年）
には「放課後等デイサービスガイドライン」が
策定」され，質の向上が図られたものの，2021

年（令和3年）の「障害児通所支援の在り方に
関する検討会」では，発達障害の認知の広がり
や女性の就労率上昇といった社会的変化を踏ま
え，さらなる制度の見直しが必要とされた。
2024年（令和6年）の報酬改定では，基本報酬
が支援時間に応じて3区分に細分化され，専門
的支援加算や家庭支援加算の見直し，新たな加
算創設が導入されるなど，質と量に応じた支援
評価体制が整備され，制度の改善に向けた動き
がみられた。しかしながら，現在でも運営実態
と質の確保は引き続き重要な課題であり，今後
も継続的な制度整備とモニタリングが求められ
ている実態がある。

1―1－2　当事業所のサービスの概要と特徴
　本研究での調査協力者が利用する放デイ事業
所は，2005年（平成17年）に設立の特定非営
利活動法人が2020年（令和2年）よりA市で事
業を行っている施設である。2025年（令和7年
度）4月現在の職員数は施設長1名，副施設長1

名，主任1名と常勤3名，非常勤2名であり，
組織内の専門職は，児童発達支援管理責任者
（管理者兼任）1名，心理指導担当職員（以下，
心理職）3名，保育士2名，児童指導員2名で
ある。令和7年度4月現在，放デイ利用児童は
36名であり，当事業所は小学校1年生から中学
3年生までの利用がある。詳しい当法人・当事
業所の理念については，井上（2025）の先行研
究を参照されたい。
　次に，本研究の軸となる前思春期の子どもた
ちが利用している当事業所の放デイ事業の支援
プログラムについて概説する。本支援のプログ
ラムは，健康・生活，運動・感覚，認知・行動，
言語・コミュニケーション，人間関係・社会性
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といった複数の領域にわたり，包括的かつ個別
的な視点で構成されており，児童の健やかな成
長と社会的適応力の向上を目指している。以下
に各領域の要点をまとめる。
　① 生活・健康面においては，児童が健康的な
生活リズムを構築できるよう，日常生活の
状況を丁寧に把握し，それに応じた支援ス
ケジュールを調整する。また，不登校や要
支援・要保護の傾向が見られる児童につい
ては，学校，こども家庭センター，児童相
談所等との連携を図りながら，生活状況や
家庭環境を踏まえた支援を行う。

　② 運動・感覚面では，視空間認知や感覚調整
のためのトレーニングが実施される。具体
的には，ビジョントレーニングを中心とし
た手先の動き，バランス運動，運筆練習，
ボール遊びなどを通じて，身体と視覚の協
応，集中力の持続，左右確認や力加減の調
整など，多様な身体感覚へのアプローチを
行っている。

　③ 認知・行動の支援では，学習補填および基
礎的なリテラシー能力の育成，ルール理解
や衝動のコントロールが主眼とされてい
る。学習支援では宿題のフォローや苦手分
野の把握，視機能への配慮を含む教材選定
が行われる。また，衝動性の強い児童に対
しては，保護者との連携のもとでクールダ
ウンの技法（深呼吸，数を数える，その場
を離れる等）を導入し，必要に応じて身体
拘束を含む場合には厳格な条件と記録の上
で対応がなされる。

　④ 言語・コミュニケーション能力および人間
関係・社会性の育成においては，ソーシャ
ルスキルトレーニングプログラム「セカン
ドステップ」が導入されている。このプロ
グラムでは，写真や映像を用いた表情理解
や気持ちの言語化を行い，グループもしく
は個別セッションを通じて，他者理解，自
己表現，思いやりの表出を促進する。ま
た，ディスカッションやロールプレイを用
いたトレーニングにより，対人関係に必要

なスキルを実践的に習得する機会が設けら
れている。

　さらに上記の支援に加えて，保護者支援とし
て，児童の特性理解を深めるための情報共有や
相談・助言の機会を提供するとともに，必要に
応じて併行通所の検討など，家庭と地域社会と
の連携を視野に入れた支援体制が整えられてい
る。また，継続した支援の質の向上と専門性の
維持・発展を図るために，職員に研修制度が設
けられている（採用後3か月以内の研修および
年2回以上の継続研修が義務付けられている）。

1－1－3　 利用する子どもたちの特性と
ニーズ

　これまで，放デイの制度的背景や当事業所に
おける実践について述べてきた。本節では，実
際にサービスを利用する子どもたちに焦点を当
て，その発達特性や支援のニーズについて検討
する。
　放デイの主な利用対象となる子どもたちの発
達特性の一つに，発達障害が挙げられる。発達
障害は，自閉スペクトラム症（ASD），注意欠
如・多動症（ADHD），学習障害（LD）などの
神経発達症群に分類され，それぞれに異なる特
性を持つ。ASDの子どもは，対人関係の困難
さやこだわりの強さ，感覚の過敏さなどを示す
ことが多く，日常生活や集団生活への適応に困
難を抱えやすい。また，ADHDの子どもは不注
意や多動・衝動性が目立ち，学習活動や対人関
係において支援が必要になることがある。これ
らの特性は，外見上の違いが分かりにくいため
に誤解や偏見を受けることもあり，自己肯定感
が低下しやすい。（宮，2017）。
　次に，知的障害や情緒障害のある子どもたち
が挙げられる。知的障害のある子どもたちは，
認知や言語，社会適応行動の発達に遅れがみら
れ，日常生活における基本的な動作や判断に支
援が必要になることが多く，情緒障害のある子
どもは，情緒の不安定さや強い不安感，対人恐
怖，抑うつ的な傾向などを示すことがある。ま
た，上記した知的障害や発達障害を有する子ど
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もたちは，適切な支援を受けられない場合に
「二次障害」を併発するリスクがある。二次障
害には，不登校や情緒不安定，反抗的態度，さ
らに自己否定感や対人回避といった心理的な問
題が含まれる。このような特性を抱える子ども
たちに対して，放デイでのサービスは，特性に
応じた個別的対応や安心できる関係を構築し，
心理的なサポートを提供することが望まれる。
また，家族や家庭とは異なる「第三の場」とし
て，子どもが安心して過ごし，社会的スキルを
養う機会を提供することで，二次障害の予防に
もつながるとされている。例えば，放課後等デ
イサービスの利用における保護者ニーズの検討
に関する研究では，保護者が子どもの特性に応
じた支援を求めており，放デイがそのニーズに
応える役割を果たしていることが示されている
（松下，2024）。
　このように，放デイを利用する子どもたち
は，発達特性に応じた多様な支援のニーズを
持っており，こうした子どもたちに対して，
サービスの中で日常生活スキルの習得支援，学
習支援，対人関係の促進，そして社会とのつな
がりを育む機会の提供が行われている。また，
子どもが安心して自己を表現できる「居場所」
としての役割も重要であり，特に思春期に向か
う子どもたちにとっては，自立に向けた準備
や，自尊感情の育成といった心理側面の配慮が
不可欠である。このように，放デイは，単なる
生活支援にとどまらず，子ども一人ひとりの発達
課題に応じた個別的かつ包括的な支援を展開し
ており，その柔軟な支援体制こそが，子どもた
ちの発達を促進する土台になるといえるだろう。
　ここまで，放デイを利用する子どもたちの発
達特性と，それに応じたニーズについて検討し
てきた。知的障害や発達障害を有する子どもた
ちは，対人関係や学習面，情緒の安定など，さ
まざまな領域において個別の困難を抱えてい
る。そのため放デイでは，画一的な支援でな
く，一人ひとりの特性とニーズに応じた柔軟な
支援が求められている。また，支援の内容は年
齢や発達段階によって変化し，特に思春期を迎

える子どもたちにおいては，心理的な揺れや将
来への不安が強く現れることがある。しかし，
なかでも重要であるのは思春期に向かう「前思
春期」の時期であると思われる。この理由とし
ては，この時期は身体的には思春期の入り口に
差し掛かる一方，心理的・社会的発達が大きく
揺らぎはじめる過渡期であり，自己肯定感の形
性や他者との関係性の変化など，思春期以降に
続く発達課題の土台が形づくられる重要な時期
だからである。
　しかしながら，支援現場や研究においては明
確な発達的変化が見られる思春期に注目が集ま
りやすく，その前段階である前思春期は支援
的・理論的な焦点が当たりにくい傾向がある。
ゆえに，前思春期における子どもの内面に焦点
を当て，早期に適切な支援を行うことが，前思
春期以降の健やか成長にとって極めて重要であ
るといえよう。

1－1－4　 事業所間比較にみる専門職配置
の差異と課題

　これまでに，本事業所の特徴や地域における
ニーズについて概観してきた。しかし，他事業
所との比較を試みると，いくつかの課題が明ら
かとなる。先述のとおり，放デイは設置基準さ
え満たせば開設が可能であるため，配置される
専門職の構成は事業所ごとに大きく異なる。と
りわけ機能訓練担当については，特定の資格職
に限定されておらず，心理士，作業療法士，理
学療法士のいずれでも従事可能である。ゆえ
に，事業所間では，機能訓練担当の配置や役割
の差異によって，特色が顕著に表れる傾向が
あ る。
　山本（2017）は，K市内における放課後等デ
イサービス55事業所を対象としたアンケート
調査を実施し，その現状と課題を整理している
が，これ以外に地域全体を対象とした研究はき
わめて少ないのが現状である。加えて，この研
究では事業所ごとのサービス内容までは網羅さ
れていないため，どのようなサービスの枠組み
があり，いかなる現状や課題が存在するのかを
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把握することは困難であった。
　当事業所の場合，その位置づけを考察する際
に，筆者が参加した地域の事業所懇談会におい
ての談話から見いだせることがあった。そこで
は，本事業所に心理士が多数配置されている点
に他事業所の職員から強い驚きが示された。こ
のことから，本事業所は心理職が配置されてい
る事業所として極めて大きな強みを持っている
ことも明らかとなった。他方，同一地区の他事
業所では心理士の配置は稀であり，代わって作
業療法士の配置が目立った。また，社会福祉法
に基づく任用資格である児童指導員の配置も広
くみられた（専門職の兼任もあり）。児童指導
員資格は，大学において社会福祉学や心理学等
の指定分野を修了することで取得できる任用資
格であるが，国家資格ではなく，厳密には専門
職資格と位置づけることは難しい。
　こうした状況から，「心理士配置型」「作業療
法士配置型」「児童指導員配置型」といった類
型化を試みることは可能であろう。しかし，同
じ類型に属していたとしても各事業所のサービ
スの実態はさらに多様であり，画一的に比較す
ることは困難であると推察された。したがっ
て，事業所ごとの特色を個別に比較検討する必
要があり，さらに地域間でどのような専門職が
配置され，どのようなサービスが展開されてい
るのかを統計的に明示することも，事業所に従
事する専門職の課題として位置づけられるだ
ろ う。
　このような中であえて比較するならば，本事
業所は心理学的観点からのアセスメントを強み
とする一方で，作業療法士などの専門職による
機能訓練の実施については弱さを抱えていると
いえる。しかし，現時点において事業所間の位
置づけを明確に定めることは容易ではない。し
たがって，本事業所においては，心理職が多数
配置されているという特性を最大限に活かし得
る支援内容を考察し，その独自性を明確に言語
化していくことが今後の課題となろう。そのた
めにも，心理職として重要なキーワードである
前思春期および思春期心性をテーマとした心理

的アプローチを検討する意義があると考えられ
る。そして，これこそが心理職が多数配置され
ている本事業所における際立った強みを示すと
ともに，検討の独自性を際立たせる要素となる
だろう。

1－2　前思春期の子どもにおける発達理解
1－2―1　前思春期にみられる発達の特徴
　前思春期とは，概ね小学校中学年から高学年
頃（おおよそ9歳～ 12歳）に該当する時期を
指し，第二次性徴の始まりや，心理・社会的変
化の兆しが現れ始める発達段階である。この時
期の子どもは，一見すると比較的安定している
ように見えるが，内面的には大きな変化を迎え
つつある。そのため，支援者にとってはこの
「変わり目の時期」に特有の兆候や傾向を的確
に捉えることが求められる。
　身体的には，男女ともに第二次性徴の初期段
階に入り，身長の伸びや体型の変化，体臭や体
毛の増加といった変化が見られる。これに伴
い，子ども自身が「自分の身体」や「他者の違
い」に対して敏感になりやすく，恥ずかしさや
不安といった感情を抱く傾向がある。これらの
身体的変化は，自己意識の高まりと密接に関連
しており，心理的にも「自分はどう見られてい
るか」といった視点が強まる傾向にあり，
Harter（2012）も身体変化に伴う自己評価の揺
らぎが，前思春期の自己意識の敏感さと深く関
連していると指摘している。
　心理的側面では，自我意識の発達が著しい時
期であり，自己認識の深化とともに，自己評価
の揺れが見られる。周囲の評価を強く気にする
ようになり，成功体験や失敗体験が自己否定感
に直結しやすい。また，感情のコントロールが
不安定になることもあり，些細なことで落ち込
んだり，反抗的な態度を取ったりすることがあ
る。これらの一連の行動は一見すると「問題行
動」に見えるが，実際には自立への過程でもあ
り，成長の一環として理解されるべきである。
　社会面では，友人関係が質的に変化し，単な
る遊び仲間から「理解し合う存在」へと移行す
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ることが多い。排他的なグループ形成やいじめ
の問題が起こることもあり，他者との関係性に
おける悩みが顕著になる時期でもある。また，
家庭内では親からは心理的な自立を志向するよ
うになり，「親離れ」の兆候が見え始める。一
方で，心の奥底ではまだ親への依存や甘えたい
欲求も残っており，そのアンビバレントな感情
が，家庭内での葛藤を生むことも少なくない。
　支援現場においては，こうした前思春期特有
の変化が，学業不振，感情の爆発，不登校傾
向，対人関係のトラブルといった形で現れるこ
とがある。しかし，これらは単なる「問題」で
はなく，成長への通過点であるという視点を持
つことが重要である。前思春期は，その後に訪
れる思春期の嵐に向けて，子どもたちが自分の
中の「軸」を育て始める時期でもある。その意
味で，支援者にとっては，子どもたちの変化を
敏感に捉え，必要なときに寄り添う姿が重要で
あるといえるだろう。
　このように，前思春期の子どもたちは身体
的・心理的・社会的に多層的な変化を経験して
いる。こうした変化は，しばしば表面的な行動
だけでは把握しきれないため，その背後にある
発達的過程を見立てる必要がある。そのために
は，発達心理学や精神分析学な理論的視点から
の専門的な検討が必要であると考えられる。
　例えば，認知の発達という観点からは，
Piaget, J.の理論における「具体的操作期」か
ら「形式的操作期」への移行，あるいは
Vygoysky, L.S.の「最近接発達領域（ZPD）」は
内面化の概念が，子どもたちの思考の質的な変
化を理解する手がかりとなるだろう。一方で，
情緒や対人関係，無意識の心的葛藤といった側
面は，Frued, S.のやErikson, E.H.をはじめと
した精神分析学の視点から照らし出すことがで
きる。加えて，Sullivan,H.S.が提唱した「チャ
ムシップ」や「ギャングエイジ」といった現象
は，内的発達と外的関係性の相互作用として理
解されるべきであろう。このように，各学派で
の理論はそれぞれ異なる視点を提供している
が，前思春期の多面的な理解においては，これ

らの理論を相補的に捉え，発達の全体像を浮か
び上がらせることが重要である。次節からは，
こうした前思春期の子どもの姿を，発達心理学
と精神分析学の概念から整理し，発達課題や適
応の過程について概観していく。

1－2－2　発達心理学からみた前思春期
　前思春期は，身体的成長のみならず，認知
的・社会的発達が大きく進展する時期である。
この時期の子どもは，他者との関係性の中で自
己を見つめ直し，内的な不安定さや感情の揺ら
ぎを抱えながら発達していく。そのため目に見
える行動や状態だけでは捉えきれない深層にあ
る発達的な意味や力動を読み解く理論的視点が
必要とされるだろう。
　発達心理学における代表的な理論家である
Piaget, Jは，スイスの発達心理学者で，子ども
を自らの内的構造に基づいて認知的発達を遂げ
る存在として描き，知能の発達を段階的に進行
する認知構造の変容と捉えた。彼の理論では，
前思春期の子どもが，具体的操作期から形式的
操作期への移行段階に位置づけられている。
　具体的操作期の終盤にある子どもたちは，数
量・長さ・重さなどの保存概念や，分類・系列
化といった理論操作を具体的対象に適応する能
力を身につける（Piaget, 1955）。また，形式的
操作期の入り口に立つ子どもたちは，「もし～
ならば」という仮定的な思考を通じて，抽象的
な問題への論理的操作を行う力を獲得し始める。
　Piagetは，発達を自律的かつ構造的な自己生
成的プロセスと捉えた。この視点は，前思春期
に見られる「自分なりに考えようとする態度」
や，「友人関係における公平さや理論の探求」
などに示される新しい思考の萌芽を理解する上
で有効である。また，発達を社会的・文化的な
相互作用の中で形成されるものとして捉える
「文化社会的発達理論」を提唱したロシアの心
理学者のVygotskyの発達理論も確認しておいた
ほうがよいだろう。彼は，子どもの発達を，社
会的相互作用を通じた内面化の過程として捉え
た。その中でも特に知られるのが「最接近発達
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領域（Zone of Proximal Developmennto: ZPD）」
の概念である（Vygotsky, 1933）。この概念は「一
人ではできないが，他者の援助によって遂行可
能な発達的領域」であり，子どもが新しい能力
を獲得するうえでの「伸びしろ」として理解さ
れる。
　Vygotskyの理論に基づくと，前思春期の子
どもは，単なる認知的発達だけでなく，大人と
仲間との対話や協働を通して，自己理解や価値
観の形成に向かっていく存在と捉えられる。他
者の支援が課題の達成へと導くという点は，子
どもの支援に従事するものとして十分に理解し
ておく必要があるだろう。

1－2－3　精神分析学からみた前思春期
　一方で発達理論の展開は精神分析学の貢献も
大きい。無意識的欲動として，広義の性的な色
彩をもつ心的エネルギーでもあるリビドーを仮
定したFreud, S.は，このリビドーが未分化の
状態から分化していくことでパーソナリティは
発達すると考え，乳児期のリビドーは自分に向
けられ，そのリビドーが向けられる身体部分に
着目し，心理性的発達理論を提唱した（Freud, 

1905）。この精神分析的な発達理論において，
前思春期は一般的に「潜伏期」として位置づけ
られる。彼の理論において，エディプス葛藤の
収束とともに性的リビドーが一時的に抑圧さ
れ，情緒的には比較的安定した時期とされてい
る。しかし，その静けさの背後には，内的な葛
藤や防衛機制の変化，対象との関係性の再構成
といった，きわめて複雑な心理的な動きが潜ん
でいるとされる。
　Freudの理論を継承しつつも，発達課題を生
涯発達の枠組みで捉えなおしたErikson（1950）
は，社会との関係性の中で形成される「同一性」
の発達を重視した。彼は前思春期を「勤勉性vs 

劣等感」という心理社会的課題に焦点を当てて
理解した。この時期の子どもは，学校や社会で
の中で学び，仲間との交流を通じて自己の能力
感を高めようとする。成功体験が積み重なるこ
とで，自己肯定感が形成され，勤勉性が自我の

中で強化され，反対に失敗や挫折が多くなる
と，劣等感が生じ，自己評価が低下する危険性
がある。このように，前思春期はただの準備期
間ではなく，社会的自己感の発展において決定
的な役割を果たす時期であるといえる。
　そして，このような，自我の主体的な機能や
社会的文脈の重要性に着目した理論的展開は，
Sullivan（1953）による関係論的視座に引き継
がれ，「チャムシップ」や「ギャングエイジ」
といった概念を生み出した。「ギャングエイジ」
とは年齢的にだいたい9歳～ 12歳頃を指し，
子どもたちが同年代の同性の集団（仲間集団）
を作り，強い帰属意識を持つ時期であり，家庭
以外の人間関係の中でのルールや協力，競争を
学ぶ。この「ギャングエイジ」に続く形で
「チャムシップ」が登場し，より親密で個人的
な一対一の友情関係のことをいう。同性の親友
との深い絆が特徴的であり，この時期に「他者
を信頼する」という体験が自己概念やアイデン
ティティの形成に大きく関わるとされている。
　このように，Freudに始まる心的発達理論は，
Eriksonによって社会的文脈の中に置かれ，さ
らにSullivanによって対人関係へと展開されて
きた。この精神分析学的な発達理論からは，前
思春期という時期は，とりわけ内的葛藤と同時
に，外的関係性を通じた自己形成がより重要な
発達課題となることが見て取れる。
　このような各学派の理論に基づいて前思春期
の発達過程を多面的に捉えることは，子どもの
行動や対人関係の背景にある心的過程を把握
し，アセスメント力を向上させるうえで有効で
ある。また，発達の全体像を統合的に理解する
ことは，心理職としての専門性を支える基盤と
なるだろう。

第2章　目　的

2－1　本研究での目的
　放課後等デイサービス（以下，放デイ）は，
発達特性のある学齢期の子どもに発達支援や居
場所を提供する福祉サービスであり，制度化か
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らの歴史は浅い。そのため，心理職の役割や専
門性の発揮は依然として模索的な段階にある。
なかでも「前思春期」とされる発達段階は，外
見的な変化が乏しい一方で内面的な変化が進行
する重要な時期でありながら，支援が十分に検
討されてこなかった領域である。特に放デイを
利用する子どもは，発達特性ゆえに環境適応や
対人関係に特有の困難を抱えやすく，心理職に
よる発達段階に即した支援の必要性は高い。
　筆者は先行研究において児童発達支援事業を
対象に，保護者インタビューを通じて心理職の
役割や課題，多職種連携の実際を検討した（井
上，2025）。本研究はその延長として，放デイ
に通う前思春期の子どもの保護者を対象に，心
理的支援へのニーズとその可能性・限界，さら
に当事業所の地域間での位置づけや特徴を浮き
彫りにし，学校等他機関との連携について考
察・検討ことを目的とする。

第3章　方　法

3－1　調査対象
　研究者の所属先である放課後等デイサービス
に通所する，小学3年生と小学4年生（9歳，
10際）を持つ保護者（約3名）。

3－2　調査場所と時期
　所属先事業所内での面談室を利用。調査日，
開始時間は保護者の都合に合わせて設定した。

3－3　調査手続き
　当事業所の施設長，主任に本研究の概要を説
明し，その後職員会議にて全体に概要を伝え
た。結果，無作為に調査協力者を選出するこ
と，謝礼等で利用者の間に差を出さないことを
条件に本研究の承諾をいただき，事業所から承
諾書，研究協力同意書に署名をいただいた。加
えて，職員会議でインタビューガイドの確認と
調整を行った。その後，予備調査として保護者
1名にインタビューを行い，本調査を実施した。

3－4　予備調査の概要
　本調査に先立ち，当事業所の放課後等デイ
サービスを利用している児童の保護者1名に対
して，同様のインタビューを実施した。予備調
査の結果，「前思春期」という時期に関するイ
メージが保護者にとって必ずしも明確ではな
く，「思春期」と比較して発達段階の特徴が捉
えにくいため，即答が困難な場面が見受けられ
た。また，「思春期」に関しては一般的な理解
があるものの，「前思春期」に対する認知や語
りの蓄積が少ないことが確認された。
　この結果から，本調査においては「前思春期」
と「思春期」の時期的な定義や特徴について，
必要に応じて簡潔な説明を加えることが望まし
いと判断された。なお，インタビュー項目自体
に大きな改訂は加えないものの，回答が困難な
場合には「思春期」に関するエピソードや印象
を手がかりとして自由連想的に語ってもらう形
式を取り入れ，「前思春期」に関する語りを促
す工夫を加えることとした。

3－5　インタビューの内容
　研究協力者が，自らの言葉を用いて自由に話
せるよう話の流れを遮らないよう注意を払い以
下の質問を行った。
　① 心理職は職場で何をしている人と思いますか。
　② 放課後等デイサービス（事業所）にはどの
ような経緯があっていらっしゃいましたか。

　③ 前思春期を通過する時期での放課後等デイ
サービスでのニーズはありますか。

　④ これからお子様が思春期を迎える中での不
安はありますか。

　⑤ 上記の質問を踏まえ，心理職へ期待するこ
とは何ですか。

3－6　本調査
　調査対象者は，現在，放課後等デイサービス
を利用している3年生，4年生（9歳，10歳）
の子どもの保護者とした。承諾された保護者に
は口頭での説明を加えながら承諾書，研究協力
同意書，インタビュー調査参加承諾書に署名を
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いただき，スケジュール調整を行った。またこ
の調査対象者は無作為抽出で選出されたが，承
諾をされた保護者は筆者の担当児童の保護者と
なり，十分にラポールが形成された関係性と
なっている。調査協力者は，筆者の研究経験に
基づく機縁法によって行った。調査期間は
2025年1月から3月である。
　研究協力者3名にインタビューガイドに基づ
き半構造化面接を行った。時間は30分程度，
インタビューはプライバシーが守られる事業所
内の個室で行い，研究協力者の了解のもと IC

レコーダーで録音した。

3－7　分析方法
　筆者の先行研究（井上，2025）を参考に，以
下の手続きを取りながら分析を行った。
1） ICレコーダーに録音した内容をすべて文字
に起こし，筆者が逐語録を作成した。

2） 筆者がそれぞれ抽出した文章を読み込み，
文章セグメントを抽出した。

3） 筆者と調査協力者がそれぞれ抽出した文章
セグメントを検討した。内容が一致するも
のは採用し，一致しないものについては両
者で検討した上で採用するか否かを決定し
た。採用された文章セグメントには通し番
号を付けた。

4） 抽出された文章セグメントは，意味内容の
類似性に基づいて分類し，それぞれ表札を
付帯した。その際，全ての表札と文章セグ
メントの記述を総覧し，表札との整合性を
確認した。

5） 全ての表札を意味内容の類似性に着目して
さらに分類を行った。これらの一連の分類
作業は，3段階わたって実施され，その後，
表札間の関係性を探り図解化を行った。

　結果の整理にあたって，1段階目で分類され
たものを小カテゴリと呼び＜　　＞で示す。2

段階目で分類されたものを中カテゴリと呼び
［　］で示す。3段階目で分類されたものを大
カテゴリと呼び【　】で示す。
　 以下，結果に示す。

第4章　結　果

4－1　分類された結果項目
　逐語録から合計83の文章セグメントが抽出
された，1段階の分類で46の小カテゴリが形成
され，2段階目の分類で11の中カテゴリが形成
された。3段階目の分類では，A）【心理支援の
期待と評価】，B）【支援体制と社会資源の課
題】，C）【前思春期の対人関係と社会的適応】，
D）【発達と成長に対する親の不安】，E）【現代
的リスクとメディア環境】，F）【放課後等デイ
サービスの役割と意義】，G）【家庭環境と育児
環境】，H）【保護者を取り巻く環境】の8の大
カテゴリが形成された。
　表1は大カテゴリから小カテゴリの一覧であ
り，図1，図2は項目の内容と関係を空間配置
したものである。インタビューの一例は『』内
にイタリック体で表記した。またインタビュー
内において，個人が特定されそうな具体的な内
容については（）内で抽象度の高い語彙を使用
した。

　A）心理支援の期待と評価
　【心理支援の期待と評価】は［心理職への理
解と期待］および［心理職との関係性・信頼感］
の2つの中カテゴリに分類された。小カテゴリ
数は全体10で構成されている。
　［心理職への理解と期待］において最も多く
言及されたのは，＜専門性を活かした見立て・
助言＞であり，これは3名の保護者全員が言及
していた項目である。はじめは＜精神的なケア
の支援＞や＜心理職＝カウンセリングという認
識＞という印象で語られていたが，行政機関や
児童発達支援事業所の利用を通じて，＜検査や発
達の理解を担う存在＞として心理職を再認識する
に至っている。こうした経験を通して，＜子ど
もの特性を理解するスタッフの重要性＞につい
ての理解が深まっていく過程が示された。
　［心理職との関係性・信頼感］に関しては，
事業所の利用を通して＜心理職がいる安心感＞

̶  10  ̶



̶ 39 ̶

放課後等デイサービス事業における前思春期の子どもへの専門的支援―前思春期の子どもを持つ保護者へのインタビュー調査からの一考察―

や＜心理職への評価＞が形成されていくプロセ
スが語られていた。「心理さんがいる放デイの
方が安心」という意見や，「放デイに行ってい
るので学校のカウンセラーさんは必要とは思わ
ないですね」といった意見からは，心理職の存
在が安心感や信頼につながっていることが伺
え る。
　一方で，「心理職がいない」と感じる環境に
ついては，＜心理職との関わりが希薄＞であっ
たり，＜心理職の直接的な接点の少なさ＞が
あったことが語られている。「心理さんがいた
かもしれないけれど…いろいろな職種の方がい
らっしゃるんで，そんな深くはしゃべってない
気がします」といった語りからは，専門職が複
数配置されている一方で，心理職との関わりが
十分でなかったことが浮かび上がった。また，
「ほかの放デイでは心理さんっていらっしゃら
れなかったのかな」といった語りからは，そも
そも心理職が配置されていない事業所が存在す
る実態も明らかとなった。
　以上のことから，心理職に対する印象は一様
ではなく，安心感や信頼といった肯定的評価が
語られる一方で，関わりの希薄さや配置の不在
などから生じる否定的・消極的な印象も併存し
ていることが示された。すなわち，心理職の存
在は期待と信頼を集める一方で，その配置状況
や関わり方次第では十分に機能していないと捉
えられることもあり，その意味で心理職に対す
る印象には二面性があることが明らかとなった。

　B）【支援体制と社会資源の課題】
　【支援体制と社会資源の課題】は，中カテゴ
リは［支援体制や環境への不安・要望］であり，
小カテゴリは全体で8つから構成されている。
本インタビューの中で最も多く語られた内容で
あった。
　＜制度や情報不足による支援の遅れ＞に関す
る語りでは，「幼稚園に入る前から大変そうだ
なっていう。どういう幼稚園に通わせればいい
のかとか，またその頃はまわりに児童発達支援
に通ってる知り合いの方もいなかったし，実際

通っているママさん達は早い段階で身体的な発
達の遅れが出てる子が多かったので，それとは
ちょっとまた違う感じだったので，なんか大丈
夫なんじゃないかっていう意見も多かったの
で」や，「たしかにグレーな感じの様子だった
から，利用するのが遅くなっちゃった」といっ
た声が寄せられた。これらの語りからは，子ど
もの発達状態に対する適切なアセスメント不足
や，利用可能な社会資源に関する情報の乏しさ
が明らかとなり，いわゆる境界領域や発達障害
傾向を持つ子どもを持つ保護者が，必要な支援
にアクセスする機会を逃す一因となっているこ
とが浮き彫りとなった。
　また，「就学相談には間に合わなくて。だか
らもっといろいろなところからのサポートがあ
れば正直ここまで不安な感じでもなかったのか
なって。私自身のサポートを含めてですけど」
といった発言からは，行政が主催する公式な相
談会へのアクセスが遅れた経験が語られてお
り，＜医療機関や行政との連携の難しさ＞が浮
き彫りとなっている。こうした連携不全によ
り，保護者が失望し，支援機関に対する信頼を
損なう様子も確認できた。
　さらに，＜医療・学校・心理支援間の連携＞
に関しても具体的な言及があった。特に興味深
い意見として「放デイ専用の病院なんてできた
らいいなって，あまり大きい病院にいく必要が
ない子どももいるじゃないですか…忙しそう
じゃないですか，大きい病院は。小さいところ
は発達は少ないし」といった発言があり，保護
者が実際には医療の利用にも積極的な姿勢を持
ちながらも，体制や社会資源の未整備に対して
不満や限界を感じている実態が浮かび上がった。
　また，「学校がなにも動いてくれないときに
相談できたらなって」と語られるように，＜心
理支援がない／あっても効果を実感できない＞
とする認識が，保護者の支援利用への消極性に
つながるプロセスも確認された。このような場
合，保護者は＜話を聴くだけでなく解決策を求
める声＞を挙げており，子どものアセスメント
が現在進行形でなされること，さらにそこから
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導かれる具体的な助言が求められていることが
示唆された。
　一方で，学校の教員による＜関係機関の助言
＞が語られる場面もあったが，インタビュー全
体を通して，関係機関からの助言が「役に立っ
た」と明確に評価されている事例は非常に少な
かった。
　以上の結果から，【支援体制と社会資源の課
題】においては，制度や連携への不満，支援へ
のアクセスの難しさといったネガティヴな意見
が多数を占めており，ポジティブな評価はごく
わずかであることが明らかとなった。これは，
現行の支援体制が保護者の期待や実際のニーズ
に十分に応えきれていない現状を如実に反映し
ているといえる。

　C）【前思春期の対人関係と社会的適応】
　【前思春期の対人関係と社会的適応】は，中
カテゴリは［対人関係の課題］であり，小カテ
ゴリ数は3つと少ないものの，前思春期という
発達段階および児の特徴を踏まえた話題が目
立った。
　本カテゴリでは，その中カテゴリの名称が示
すように，今後の学齢期における対人関係に関
する悩みが中心となっており，社会的適応の可
否について語る保護者の姿が確認された。＜友
人関係におけるスムーズなコミュニケーション
能力＞に関しては，「複雑になってくる友人関
係のサポートは，なかなかもう親だとできない
ので，複数人の小学生が集まっているところ
で，どう動いていくとスムーズなコミュニケー
ションを取れるのかなっていう」語りや，「5

～ 6年生ってちょっと難しい子も増えるような
イメージですけど…会話が噛み合わない可能性
とかも」といった語りがあり，前思春期に向け，
心身の発達が複雑化する段階を意識しつつ，会
話の文脈の流れから発達特性に基づいた保護者
の見立てが確認された。
　一方で，前思春期に典型的とされる身体的変
化やセクシュアリティに関する話題は全く触れ
られておらず，主として交友関係におけるコ

ミュニケーション能力に関心が集中していた。
このことからも，保護者が子どもの発達特性を
理解しつつ，周囲の子どもたちもまた心身の変
化を経験する中で，わが子がどのように社会に
適応していくかという具体的な文脈に焦点を当
てていることが見て取れる。すなわち，一般的
な前思春期の発達課題よりも，自身の子どもに
即した個別的な課題としての対人関係に関心が
向けられていることが浮き彫りとなった。例を
あげるならば，「今の子どもの課題っていうの
が友達付き合いとか，先生とのコミュニケー
ションの向上だと思うので，具体的にどういっ
た関わりをしていったらいいのかとか，学校生
活でどういう能力を伸ばしていったらいいのか
とか」という意見からも明らかなように，集団
内でのコミュニケーション能力の育成に対する
強い関心と期待が保護者の語りから読み取れる。
　以上の結果から，保護者は自身の子どもの発
達特性を的確に捉え，今後の対人関係や社会的
適応における課題を具体的に見据えながら支援
の在り方を模索していることが明らかとなっ
た。このような姿勢は，個別性に根ざした理解
と支援を可能にするという点で肯定的に評価で
きる。一方で，身体的変化やセクシュアリティ
といった一般的に前思春期に生じる発達課題に
ついては言及がほとんど見られず，こうした側
面が見過ごされる可能性も示唆された。

　D）【発達と成長に対する親の不安】
　【発達と成長に対する親の不安】は［発達差・
成長への不安］および［前思春期・思春期に対
する親のイメージと不安］の2つの中カテゴリ
に分類された。小カテゴリ数は全体11で構成
されている。
　［発達差・成長への不安］では＜他児との発
達の差の意識＞や＜思春期に向けた心身の成熟
度への不安＞など，他児と比較したときのわが
子の発達的な成熟度や発達課題の達成が主な不
安としてあることが明らかとなった。例を挙げ
ると，「何が不安かって言われたら，周りの子
どもたちとの精神的な成熟度の差というか，な

̶  12  ̶



̶ 41 ̶

放課後等デイサービス事業における前思春期の子どもへの専門的支援―前思春期の子どもを持つ保護者へのインタビュー調査からの一考察―

んかうちの子だけ幼いまま，周りが成長して
いって，差が出来ているような気がしていて。
幼いとからかわれたり。」という語りがあり，
学年が上がり，皆が思春期へ向けて発達する中
で保護者自身の子どもだけが取り残されないか
という不安や，成熟差からのいじめへの発展へ
の不安が示唆されている。この中では＜身だし
なみ・生活習慣が整わないことへの懸念＞も語
られており，他児の差に敏感になる保護者像が
伺える。加えて，＜子どもが1人で活動する不安
＞も語られている。「低学年の頃はどこでも親
がついていけたので，助言もしやすかったし，
私自身もわかりやすかったんですけど，なかな
かもう親同伴で過ごす機会も減ってきているの
で…」という語りがあり，低学年ではない中学
年・高学年の時期に入り，一人で考え行動する
場面も増える中で，子どもの特性を理解した支
援やフォローが受けられるのか，また子どもが
自立して行動する中でフォローなしで社会に適
応できるのかという不安が示唆されている。さ
らに，「もう不安なことが多すぎて。もう全
部っていうか」という，＜子どもが思春期へ向
かうことの不安＞を前思春期時期から抱えてい
る保護者像も見受けられた。また，「前思春
期っていうのはどれくらいの時期なのですか」
という語りからは，思春期ではどのような変化
が起こるのかを理解はしているが，前思春期で
の発達段階をうまく把握できていない部分から
不安が想起されてしまうことも推測された。
　［前思春期・思春期に対する親のイメージと
不安］では，＜親子間の喧嘩増加の不安＞や
＜親子間のコミュニケーションの減少＞，＜思
春期＝親離れのイメージ＞という，いわゆる典
型的な思春期時期に生じるとされる不安が語ら
れている。また，一方では＜前思春期の子ども
への保護者の介入の難しさ＞を感じており，
「子どもの困りごととか，悩みごとにうまく気
づいてサポートできるのかな」や「もし学校に
行きたくないって言ってきたとき，どこまで根
掘り葉掘り聞いたり，どういうサポートの仕方
があるのか」という語りがあり，子どもの自立

が進む過程において，保護者がどの範囲まで関
与・支援すべきかについての懸念が現れていた。
特に不登校といった具体的な困難に直面した際
の支援やケアの在り方について，現在から模索
している姿があり，多感になってくる時期だか
らこそ関わり方が難しくなってくることを予測
する様子がうかがえた。またこの前思春期時期
のクライシスを予測するために＜保護者自身の
体験からの課題予測＞があったことは注目に値
する。「男の子は違うのかもしれないですけど，
女の子は特にグループ化してきて，小学校高学
年の時期から出てきたなって」という語りがあ
り，「もうだいたいこう誰とでも遊ぼうってい
ういう時期でもなくなってくると思うんですよ
ね」，「特定のグループといいますか，それでな
んとなくそれこそ，空気を読まなきゃいけなく
なってくるというか」と保護者自身の前思春期
時期を想起しつつ語る場面が見られた。その語
りは単なる回想にとどまらず，当時の体験を参
照ながら子どもの課題を予測する試みにつな
がっていたが，最終的には「では，具体的にど
うすればよいのか」という不安に収斂していく
様子が確認された。

　E）【現代的リスクとメディア環境】
　【現代的リスクとメディア環境】は，中カテ
ゴリは［デジタル社会における懸念］であり，
子どもが成長するにつれてますます身近になる
インターネット社会や現代のデジタル環境にお
けるトラブルに巻き込まれることへの不安が，
保護者の語りから浮かび上がった。小カテゴリ
数は3つと少ないものの，注目に値する重要な
カテゴリである。
　保護者は子どもの発達特性を踏まえつつ，イ
ンターネット社会におけるリスクを予測し，先
回りして懸念を抱いている様子が見られた。例
をあげるならば，「今ってスマホが普及しすぎ
てて，なんかちょっといじめも陰湿すぎるとい
うか，なんかちょっとレベルが違う感じがしま
す，昔と比べると」や，「海外にも売られたり
もしているみたいで，正直他人事ではないな
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と。だって10年後はありえる話ですし，
ちょっと旅行行ってくるって，拉致られたりす
るかもしれない」，「ネットゲームからはじまる
のかな…」といった語りがあり，ネット社会に
おける犯罪やいじめといった現代的なリスクに
対する具体的かつ切実な不安が語られていた。
　これらの語りは，前思春期・思春期における
発達課題が時代とともに変化していることが推
察でき，近年の社会環境に応じた新たな危機が
生じていることがうかがえた。その一例とし
て，インターネットを介したトラブルがあり，
これは本カテゴリの特異性を際立たせる重要な
要素である。
　また，子どもが心身ともに成長し，自らの判
断でデジタルメディアを操作し始める段階に入
ると，保護者による介入や管理が困難になって
いく現実も示唆された。ゆえに，家庭内におい
て，保護者がサポートしていた領域が徐々に子
ども自身の責任領域へと移行していくプロセス
において新たな不安が生じていることが推察さ
れた。
　このように，本カテゴリでは，前思春期にお
ける不安が単に身体的・心理的な発達に起因す
るものにとどまらず，現代のデジタル社会がも
たらす構造的なリスクと密接に関連しているこ
とが浮き彫りとなった。

　F）【放課後等デイサービスの役割と意義】
　【放課後等デイサービスの役割と意義】は，
中カテゴリは［安心の場としての放デイ］であ
り，小カテゴリは3つで構成されている。
　保護者からは，放デイに対するニーズとし
て，＜安心の場としての放デイ＞，＜子どもが
相談できる場所という放デイ＞，＜親以外の信
頼できる大人の必要性＞が語られた。これらの
語りからは，前思春期において親の介入が難し
くなることを見越した視点が含まれていること
が示唆された。たとえば，「親との会話も減っ
てくるし，親じゃなくても信頼できる大人，友
達がいる，いて自分がなんか不安に思ったりだ
とか，困ったときに意見をもらえる場所とし

て，存在してくれているとありがたいなってい
うのはありますね」や，「あと逃げ場というか，
ここに来たら楽しいっていう。それがやっぱり
一番なんで，安心できる場所であってほしい。
それが一番かな」といった語りからは，親の関
与が難しくなる前思春期の時期における放デイ
への期待が明確に読み取れる。また，こうした
ニーズの背景には，親子間の距離が生じること
を予測し，それを補う社会的資源としての放デ
イの意義を捉えようとする保護者の姿勢がうか
がえた。
　さらに，「別にいいんですよ，コミュニケー
ションが減っても。そこで他に，あの子と関わ
れる人がいれば。例えば，お友達，先生だった
り，親とのコミュニケーションが少なくなって
も，別のところで心を開いて話せる環境があれ
ば…なかなか交友関係でも，そういう感じが見
受けられないので，自分の中に気持ちを抱え込
まないかなっていう不安はあります」という語
りからは，保護者が思春期に差し掛かる子ども
の内面に思いを馳せ，孤立や情緒的な抱え込みに
対する懸念を抱いている様子が明らかとなった。
　以上の結果により本カテゴリでは，子どもが
抱える不安を相談できる場所，安心して過ごせ
る場としての放デイの意義が一貫して語られて
おり，単なる療育的支援の場を超えて，他者と
の相互交流を通じた情緒的支えや，信頼に基づ
く相談機能が求められていることが浮き彫りと
なった。特に，居場所づくりの中核にコミュニ
ケーションの重要性が位置づけられていること
が明確となり，それがまさに保護者からのニー
ズとして強く求められていることを示すカテゴ
リとなった。

　G）【家庭環境と育児環境】
　【家庭環境と育児環境】は，［きょうだいの影
響］および［家族構成・変化による影響］の2

つの中カテゴリに分類され，小カテゴリは全体
4つで構成された。
　［きょうだいの影響］においては，保護者が
きょうだいの育児経験から得た影響や，子ども
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がきょうだいから受けた影響に関する語りが見
られた。たとえば，「毎回クラス替えがあって，
（きょうだい）が新たに（友達）を作れなかっ
たみたいっていうのもあるみたいなんですけ
ど，それをずっと引きずっちゃったんで…中学
入ってまたうまく回りはじめたかな」という語
りからは，＜きょうだいを通して見えてきた発
達課題の予測＞が，実際の経験に基づき可能と
なっていることが示された。しかし同時に，そ
うした経験により，わが子にも同様の困難が起
こるのではないかという不安が想起されている
様子もうかがえた。
　また，＜きょうだいから得た教訓や不安＞に
関しては，「また（きょうだい）からなんです
けど，（中学年）ではお友達とあまりわだかま
りなくすんなり遊んでいたんですけど，（高学
年）になったら急に友達が何を考えているのか
わからないって」との語りがあり，それが「じ
わじわきている」という形で下の子どもにも影
響しているのではないかという不安が表明され
ていた。このように，きょうだいの前思春期に
おける経験が，下の子への先取り的な不安とし
て語られている一方で，その経験から教訓を得
て育児に活かそうとする姿勢も見られた。
　さらに，＜きょうだいからの直接的な影響＞
に関しては，「考え方がちょっと大人っぽくな
る。あとは言葉使いをまねするとか，そういう
部分ですかね」との語りがあり，きょうだいの
存在が子どものパーソナリティ形成において一
定の影響を及ぼしていることが保護者の観察か
ら示唆された。
　以上から，［きょうだいの影響］には，きょ
うだいの経験を育児に活かそうとする保護者の
姿と，同様の困難がわが子に及ぶことへの不安
が共存していることが明らかとなった。また，
きょうだいの存在によって，子どもの状態をよ
り冷静かつ的確に観察しようとする保護者の姿
勢も確認された。
　次に，［家族構成・変化による影響］につい
てであるが，「ちょうど，下の子が生まれるタ
イミングもあったのでちょっと（行政サービス）

に通う間が開いちゃったのもあったり」という
背景から，「幼稚園では年長の最後の最後にな
るまで，すごく大きなトラブル，発達の遅れも
なかった。なので特に自発に通ってみたらって
こともなかった」といった語りがあった。これ
らの発言からは，きょうだいの出生や出産準備
といった家族内の変化と，サービス機関との連
携が難しくなるタイミングが重なることで，支
援へのアクセスが一時的に停滞するプロセスが
示唆された。特に，発達のグレーゾーンとされ
る子どもにおいては，家族の生活環境の変化も
相まって，「様子を見る」という対応になりや
すい傾向があることが読み取れた。
　以上の結果から，家族が有する環境的要因，
すなわち，きょうだいの存在や家族構成の変化
が，子どもの発達や保護者の育児意識に一定の
影響を及ぼしていることが示唆された。きょう
だいの体験や育児経験が教訓として活かされ，
より先を見通した対応が可能になるが，一方で
は，同様の困難がわが子にも生じるのではない
かという予期的不安を生む要因ともなってい
た。また，家族構成の変化や生活上のイベント
は，支援機関との連携や相談機会の一時的な停
滞を招くこともあり，発達のグレーゾーンにあ
る子どもに対する早期のアセスメントや支援ア
クセスの遅れにつながるリスクも内包してい
た。したがって，家庭環境は育児のリソースに
もなり得るが，同時に支援介入のタイミングや
方向性に対して慎重な配慮を要する側面を持つ
ことが明らかとなった。

　H）【保護者を取り巻く環境】
　【保護者を取り巻く環境】は，中カテゴリは
［保護者による能動的態度］であり，小カテゴ
リは4つで構成された。
　中でも最も多く語られていた小カテゴリは
＜保護者による子どもへの特性理解＞であり，
これは全ての保護者インタビューに共通して見
られた内容であった。これまでに示してきた各
カテゴリにおいても，多くがこの「子どもの特
性を能動的に理解しようとする」保護者の姿勢
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から派生していることが読み取れた。このよう
な能動的姿勢のプロセスは本カテゴリにおいて
も明確に表れており，内容としてはコンパクト
であるが，極めて重要な視点であることが示唆
された。たとえば，「なかなか集団での行動が
できない部分が目立ってきて，幼稚園からの脱
走とか，集団活動のときにうまく参加できなく
て癇癪を起したり，逃げ出したりする行動が以
前よりも目立ってきた」や，「それを大きく身
体で表現するようになってきた，嫌だってこと
を。周りがみんな一緒に動けるようになってき
て集団の中での行動が目立ってきたのかなって
思うところもあるんですけど」，「就学相談に
いったときに，普通級判定でなく支援級判定が
出たので，それが私の中で漠然とまだ不安な気
持ちがあったので。だけど，支援級にいくほど
でもないな」，「子どもの特性上…習い事とか考
えても体力面だとか。例えばそんな人数が多く
なくても言葉で指示を出されてもわからないん
ですよね」といった語りからは，保護者が日常
的な子育ての中で子どもの行動や反応を丁寧に
観察し，そこから特性を把握しようとしている
姿勢が浮かび上がった。
　これらの語りに共通するのは，そうした特性
理解が必ずしも明確な診断や評価に基づくもの
ではなく，「漠然とした不安」として存在して
おり，そこから＜保護者自らの情報収集＞へと
つながっている点である。たとえば，「小学校
に入るにあたってすごく不安が大きかったの
で，どこか細かくサポートしてくれるような，
塾なりなんなり。まだ全然（発達相談機関）に
通うことを勧めてもらってはいなかったので，
となると，どういうところでお話を聴いたりだ
とかサポートしてもらえばいいんだろうって。
インターネットで調べて」という語りからは，
子どもの将来に対する不安に対し，保護者自身
が積極的に行動している姿がうかがえた。
　また，すでに医療機関とつながっていた場合
には，＜関係機関からの紹介＞というかたちで
放デイを勧められたことも語られた。たとえ
ば，「（医療機関）の先生に診てもらっていて，

WISCとかしてお話したら，放デイを利用しな
がら様子を見ていくで大丈夫じゃないかって言
われて」と語られており，保護者自らが相談に
赴く姿勢が確認できた。
　一方で，「放課後デイサービスがあるってい
うことも1年生になったときに知った」という
語りもあり，能動的に動いたとしても情報や支
援にたどり着けるとは限らず，【保護者を取り
巻く環境】によって支援へのアクセスに大きな
差が生じることも明らかとなった。さらに，放
デイに通所できた場合でも，＜事業所ごとの支
援内容についての差異の理解への妥協＞が語ら
れ，「あずかりメインになっちゃったら，心理
なものがそこまで必要じゃない場合もあります
からね」といったように，児の特性を理解しな
がらも，子どもに適した支援が十分に得られな
い環境に直面している実態も示唆された。
　以上の結果から，本カテゴリにおける最も顕
著な特徴は，＜保護者による子どもへの特性理
解＞がすべての保護者から語られていた点にあ
る。保護者は，日常生活の中で子どもの行動や
反応を丁寧に観察し，そこから何らかの発達的
特性を捉えようとし，支援に向けた行動を起こ
そうとする能動的姿勢を示していた。しかし，
その理解のプロセスに伴って生じる不安は，明
確に言語化したり把握したりすることが難し
く，結果として専門的な見立てや支援を必要と
する姿勢が随所に見受けられた。
　こうした不安の解消に向けて，保護者は自ら
情報収集を行うが，その際に【保護者を取り巻
く環境】の影響を大きく受けることが示された。
すなわち，いくら能動的に行動しても，情報や
支援機関へのアクセスに到達できない保護者も
おり，支援格差の一端が浮き彫りとなった。ま
た，支援機関へのアクセスが実現した場合で
あっても，提供されるサービスと子どもの特性
との間にフィット感が得られないことがあり，
その際には保護者が状況を見極め，ある種の
「能動的な妥協」を選択する場面も見られた。
　このように，特性の理解から不安の生起，情
報収集，支援へのアクセス，さらにはその内容
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に対する受容・調整に至る一連の過程は，保護
者の能動的な実践の中核であり，支援実践を検

討するうえで重要なプロセスとして位置づけら
れることが推察された。
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第5章　考　察

5－1　 前思春期の子どもを持つ保護者の課
題と支援ニーズ

　本研究において，前思春期の子どもを育てる
保護者が抱える課題は，発達段階に特有の変化
に対する戸惑いと，それに伴う将来への漠然と
した不安，そしてそれらに対応するための情報
や支援の希薄さに集約されるだろう。特に【前
思春期の対人関係と社会的適応】のカテゴリで
は，保護者が「複雑になってくる友人関係のサ
ポートは，なかなかもう親だとできない」と述
べていたように，子どもが同年代の集団におい
てうまく適応できるかどうかに対する不安が繰
り返し語られていた。ゆえに保護者は，子ども
の対人スキルが求められる場面の増加と，それ
に伴って子どもが不適応を経験する可能性を直
観的に感じ取り，将来的な孤立や劣等感の形成
を懸念していることが推察できる。
　さらに，これらの語りは，単なる「心配」と
いう言葉で済まされるものではなく，生活の中
で子どもの姿を観察し続ける中で蓄積されてい
く質的情報に基づいている点が重要であると言
える。たとえば【保護者を取り巻く環境】にお
ける＜保護者による子どもへの特性理解＞で
は，「体力面だとか，言葉で指示されても分か
らない」「集団の中で癇癪を起こす」といった
具体的な場面の描写がなされており，保護者の
観察が表面的なものではなく，行動の背景や文
脈を読み取ろうとする努力に根ざしていること
が明らかである。
　しかし，そのような深い観察から生じる保護
者の不安は，しばしば「漠然としたもの」とし
てあり言語化が難しく，明確な対処行動に結び
つかないことがある。そのため，【心理支援の
期待と評価】のカテゴリに見られたように，「心
理さんがいる放デイの方が安心」「相談できる
人がほしい」といった語りからは，保護者は単
なる情報提供ではなく，自己の不安や疑問を言
語化・共有してくれるような支援者の存在を強

く求めていることが示されていた。これは，専
門職に対する見立て・助言のニーズにとどまら
ず，不確かな感覚や経験を「整理し，意味づけ
る」ための対話的プロセスを必要としているこ
とが推察できる。
　また【現代的リスクとメディア環境】におけ
る「ネットゲームからはじまるのかな…」や「今
のいじめは陰湿すぎる」といった語りは，社会
的文脈の変化が不安の背景にあることを示唆し
ている。前思春期の子どもを取り巻く環境は過
去とは大きく異なり，親自身が経験した発達課
題とは質的に異なるリスクが現れているため，
保護者にとって経験などによる情報が不十分で
あるという問題が生じている。したがって，心
理職や支援者が，発達理論に基づいた一般的な
枠組みと，個別の発達経過を接続する支援のあ
り方が求められることが示された。
　さらに，【家庭環境と育児環境】における
＜きょうだいから得た教訓や不安＞の語りに見
られるように，保護者は過去の育児経験から得
た知見を現在の子どもに活かそうとしつつも，
「同じことが起きないか」という予期的な不安
を抱えていることがうかがえた。このような不
安は，単に情報不足に起因するものではなく，
未来に起こるかもしれない「まだ起きていない
困難」を想像し続ける保護者の心的負担に根ざ
しているとも示唆できる。
　まとめると，前思春期の子どもを育てる保護
者の支援ニーズは，①特性への理解に基づく予
測的視点，②漠然とした不安の言語化支援，③
情報アクセスの格差の緩和，④子ども個人だけ
でなく環境全体を視野に入れた支援の再設計，
という複数の次元にまたがって存在しているこ
とが明らかとなった。心理職は，こうした複雑
な支援ニーズに対して，単一の対応ではなく，
継続的で対話的な支援モデルを用意することが
求められるだろう。

5－2　心理職の専門性と支援実践の可能性
　本研究における複数のカテゴリを通して浮か
び上がったのは，保護者が心理職に求める期待
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が単なる助言提供にとどまらず，子どもの発達
のプロセスを見立て，環境に応じて適切な関わ
りを調整できる高度な専門性への期待であると
いう点である。とりわけ【心理支援の期待と評
価】の中で繰り返された＜専門性を活かした見
立て・助言＞への信頼は，「検査や発達を理解
する存在としての心理職」への認識とともに，
保護者が心理支援に対して潜在的に高い価値を
見出していることを示している。
　たとえば，「心理さんがいる放デイの方が安
心」「心理職への評価がある」という語りは，
支援環境に心理職が関与していることそのもの
が，保護者にとっての心理的安全をもたらして
いるという構図を示している。一方で，「ほか
の放デイでは心理さんっていらっしゃられな
かったのかな」「いろんな職種の方がいらっ
しゃるので，そんなに深くはしゃべってない気
がします」といった語りは，専門職としての心
理職の存在感や関係性の構築が支援内容の実効
性に大きく関与することを逆説的に物語ってい
ることが明らかとなった。
　加えて【保護者を取り巻く環境】では，「発
達相談機関に通うよう勧められていなかったの
で，自分でインターネットで探した」「主治医
から放デイを紹介された」などの語りが確認さ
れ，心理職に辿り着くプロセスそのものが偶発
的かつ環境依存である現状が示唆された。これ
らの語りからは，保護者が心理職の専門性を
「必要としている」にもかかわらず，制度的・
地域的環境によってアクセスにばらつきが生じ
ているという支援格差が浮き彫りとなった。
　このような状況において心理職が果たすべき
役割とは，単に「支援を行う」存在にとどまら
ず，保護者の語りを通して子どもの発達状況を
把握し，そこから支援計画を構築する「発達の
翻訳者」としての役割であると考えられる。た
とえば，【前思春期の対人関係と社会的適応】
で語られた「会話がかみ合わない可能性」や「複
雑になってくる友人関係」への不安は，前思春
期における認知的変容や他者意識の高まりと
いった発達的変数と密接に関係している。ここ

で心理職が，Piagetの具体的操作期から形式的
操作期への移行，あるいはVygotskyの最近接
発達領域に基づいて，子どもの「できること」
と「支援が必要なこと」の区別を支援者全体に
可視化できれば，保護者の不安は単なる“心配”
から“理解”へと転換されるだろう。
　また，【現代的リスクとメディア環境】にお
ける「ネットゲームからはじまるのかな…」や
「今のいじめは陰湿すぎる」という不安は，発
達的自立と社会的孤立の狭間にある前思春期の
子どもにおいて極めてリアルな課題であること
が示唆されている。これに対して心理職は，
Eriksonの「勤勉性 vs 劣等感」「自我同一性 vs 

同一性拡散」といった発達理論を踏まえ，子ど
もが自己と他者との境界をどう築こうとしてい
るか，情動と社会行動がどのように結びついて
いるかを理解し，支援方法を調整することが求
められるだろう。
　つまり，心理職にとって重要であることは，
単に「発達段階を知っている」ことではなく，
理論的知識を媒介にして，目の前の子どもの語
りや行動，保護者の観察から臨床的意味を引き
出す応用的実践力である。保護者の発言はしば
しば曖昧で感情に満ちているが，それは単なる
主観ではなく，子どもの発達を理解するための
貴重なナラティブである。それを適切に読み解
くためには，発達理論を「使いこなす」知識と
感性の両立が必要である。
　このように，前思春期という発達的過渡期に
おいて，心理職が発達理論に根ざした見立てと
環境支援を行うことは，単なる個別支援にとど
まらず，保護者の語りを介した発達理解，そし
て他職種との共有を可能にする「支援の言語化」
を促進する点で，大きな意義を持つ。すなわ
ち，心理職が発達理論を熟知し，それを臨床的
に運用できることは，前思春期支援の質の向上
に直結する専門性であるといえるだろう。

5－3　 医療・教育・福祉における多職種連
携の課題と方向性

　本研究において浮かび上がった重要な課題の
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ひとつが，医療・教育・福祉の各領域における
多職種間の連携の脆弱さである。とりわけ，
【支援体制と社会資源の課題】の中では，保護
者が行政的・医療的な支援の場につながること
自体に困難を感じている実態が繰り返し語られ
ていた。たとえば，「就学相談には間に合わな
かった」「発達がグレーだと，“様子見”になっ
てしまう」といった語りに代表されるように，
保護者は子どもの発達に対して早期から違和感
や不安を抱いているにもかかわらず，支援機関
との接点が時機を逸してしまうケースが多い。
　また，こうした支援アクセスの遅延には，単
に保護者側の認識や行動の問題ではなく，行
政，特に多職種間の情報共有の連携不全という
構造的課題が横たわっている。実際，【心理支
援の期待と評価】では，「心理さんがいたかも
しれないけれど…いろんな職種がいて深く話し
た記憶はない」，「心理職との接点が少なかっ
た」という語りが複数見られた。これらは，心
理職が支援現場に存在していたとしても，連携
や役割の明示が不十分であり，保護者にとって
その存在が「支援の文脈」として機能していな
いことを意味している。
　このような状況において，心理職が果たすべ
き役割とは何か。それは単に一対一での臨床的
支援にとどまらず，多職種間の「翻訳者」，「媒
介者」として仲介的に機能することである。す
なわち，発達に関する専門的知見を，医師，教
員，保育者，放デイ職員などの多様な支援者に
とって理解可能な言語に変換し，支援の方向性
を統合的に整える役割である。
　とりわけ前思春期という発達上の転機におい
ては，支援が断片化されることにより，子ども
は生活する各環境において異なる期待や要求に
晒されることとなり，結果として二次的な不適
応を生じるリスクが高まる。特に発達特性を有
する子どもにおいては，その影響がより顕著に
現れる可能性が高い。例を挙げるならば，医療
機関では「様子を見る」方針が取られている一
方で，学校では「行動上の問題」として捉えら
れ，福祉機関では「家族の対応力」に焦点が置

かれるなど，各領域における支援観のズレが生
じやすい。このような支援の分断は，子ども本
人のみならず，保護者にとっても混乱や負担を
引き起こす要因となり得る。ゆえに，こうした
ズレを防ぐためにも，心理職は「子どもの発達
を軸に据えた統合的視点」を保持し，関係機関
の言語と方針をつなぎ合わせる仲介者としての
機能が求められる。
　また，【保護者と取り巻く環境】では，「能動
的に動いてもサービスにたどり着けない」「ア
クセスできてもフィットしない」といった語り
が示されたように，現状の支援体制は保護者の
自己努力に依存しており，制度的連携が機能し
ていない点が問題である。これを改善するため
には，心理職が地域の支援資源に精通し，保護
者の語りを起点とした支援方法のモデルを作成
し実践していくことが効果的と思われる。ま
た，定期的な多職種カンファレンスの実施や，
学校・放デイ・医療を横断する子ども支援会議
におけるファシリテーターとしての役割も期待
されるだろう。
　さらに重要なのは，心理職が発達理論に基づ
いて多職種連携を構築するという視点である。
発達支援は単に「困りごとへの対処」ではなく，
「発達課題への支援」として再定義されるべき
である。たとえば発達心理学での基礎的知識で
もある，Piagetの操作期の移行，Eriksonの「勤
勉性 vs 劣等感」といった理論的枠組みを用い
れば，関係機関がばらばらに行っていた対応
を，子どもの発達軸に沿って整序することが可
能になる。理論の共有は，支援チーム内での共
通言語を生み出し，多職種間の対話の質と深さ
を高めることにもつながるだろう。
　以上のように，前思春期という移行期におい
ては，心理職が「見立て」「支援」「連携」のす
べての場面において媒介的役割を果たすことが
重要である。支援が個別化される現代において
こそ，心理職は発達の全体像を見渡し，多職種
と協働する中で支援の統合を担う存在として，
その専門性を発揮することが期待される。
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第6章　結論と今後の課題

6－1　結論
　本研究では，放課後等デイサービス事業を利
用する前思春期の子どもを持つ保護者へのイン
タビュー調査を通して，①保護者が抱える課題
と支援ニーズ，②心理職の専門的支援の可能
性，③医療・教育・福祉における多職種連携の
課題という3つの観点から，支援の現状と専門
的支援の在り方を多面的に検討した。
　まず，前思春期における保護者の課題は，子
どもの社会的適応や対人関係に関する漠然とし
た不安に由来するものであり，単なる「困りご
と」ではなく，日常的な観察や体験を通して蓄
積された複雑な感情で構成されている。これら
の不安は明確な診断や支援対象にはなりにくい
ものの，支援の重要な出発点であり，こうした
語りを丁寧に聴き取り，意味づけていくこと自
体が支援の核心となる。
　この点において，心理職の果たす役割は決定
的である。心理職は，発達理論を実践的文脈に
応用し，保護者の語りを通して子どもの状態を
見立て，支援計画の中核に据えることが求めら
れる。その際，Piaget，Vygotsky，Eriksonら
の発達理論に基づいた見立ては，保護者の感覚
的な不安や現場の支援者の実感と共鳴しなが
ら，「今どのような発達課題があるのか」，「ど
のような環境調整が必要か」という問いに具体
性を与える。心理職がこうした理論的知見をも
とに支援の言語化と構造化を図ることで，支援
の質を大きく高めることができる。
　しかしながら，心理職の専門性が最大限に活
かされるためには，医療・学校・放デイといっ
た多様な支援機関との間の確固たる連携体制が
必要不可欠である。本研究では，支援機関同士
の連携不足や，心理職の存在が保護者に十分に
認識されていない実態が明らかとなった。連携
が希薄なままでは，支援の連続性や一貫性が損
なわれ，結果として支援の空白が生まれるリス
クが高まる。心理職は，多職種間の情報と視点

を接続し，子どもの発達を軸とした共通理解を
形成するための仲介的な機能としての役割が求
められる。
　これら3つの視点は，個別には異なる論点を
扱っているようでありながら，いずれも「前思
春期の子どもへの専門的支援」を実現するため
の不可分な構成要素である。保護者の語りを起
点とし，心理職がその不安や観察を理論的に意
味づけ，多職種と共有・連携していく一連のプ
ロセスこそが，支援の専門性を保証するもので
ある。
　放デイは，単なる「居場所」や「療育の場」
を超えて，子どもの発達段階に応じた支援を提
供し，保護者と専門職，関係機関とをつなぐ
「中間支援機関」としての可能性を持っている。
その中で，前思春期という発達上の転機にある
子どもたちへの支援をいかに構築していくか
は，心理職の専門性と多職種連携の質に大きく
左右される。ゆえに，本研究で得られた知見
は，今後の放課後等デイサービス事業における
支援体制の充実に向けた実践的・構造的な示唆
を提供するものである。
　最後に，本研究を通してひとつ明白となった
心理職の役割と専門性の発揮について述べる。
それは，発達途上にある子どもたちを支えるう
えでの役割が単なる一時的な介入にとどまら
ず，継続的かつ対話的な関わりの中で育まれる
支援実践にあるという点である。
　保護者が抱える不安や，子どもに関する直観
的な気づきは，断片的で感情を伴う語りとして
現れるが，その語りの背景には，生活世界に根
差したナラティブな文脈が存在している。心理
職は，この語りを一過性の訴えとして受け止め
るのではなく，継続的な対話の中で丁寧に紐解
き，保護者の語りと発達理論とを架橋する支援
者である必要がある。
　すなわち，心理職の専門性とは，保護者との
日常的な対話の蓄積から浮かび上がるナラティ
ブな背景を，心理学的知見と照らし合わせなが
ら，子どもと家族の状態をアセスメントし，個
別の支援計画を構築していくことであるといえ
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る。理論的枠組みだけでは把握しきれない現代
的な育児の困難や，保護者の言語にならない不
安と向き合うためには，この対話的・実践的プ
ロセスの継続こそが，心理職の本質であるとい
えよう。
　そして，このような支援実践が今後最も力を
発揮しうる場の一つとして，放課後等デイサー
ビス事業が位置づけられることが期待できるだ
ろう。心理職がこの場において，保護者や多職
種と共に語り，考え，つなぎ続けていくことこ
そが，前思春期に限らず発達の分岐点における
支援の質を高め，子どもと家族の成長を支える
専門的実践の礎となることとだろう。

6－2　今後の課題
　本研究により，前思春期の子どもを育てる保
護者の不安や支援ニーズの多層性が明らかとな
り，それに応答する心理職の専門性の重要性が
確認された。一方で，その専門性を現場で十分
に機能させるためには，以下のような実践的・
構造的課題が残されている。
　第一に，心理職が保護者に「心理職」として
どのように関与するかという基本的課題であ
る。心理職の存在が十分に認識されていない
ケースも多く，専門性の説明や関係構築におい
て，より能動的な姿勢が求められる。
　第二に，発達理論を活用した研修の体制整備
である。保護者や職員が子どもの行動を適切に
理解・共有するためには，心理職が理論を翻訳
し，共通理解を促進する役割を担うことが重要
となる。

第三に，医療・教育・福祉の外部機関との連携
強化がある。支援の断絶を防ぐために，ケース
会議の調整など，仲介的な機能を積極的に果た
す必要がある。
　加えて，研究自体に対する課題としては，
【現代的リスクとメディア環境】に見られるよ
うに，SNS依存やデジタル上のいじめなど，従
来の発達理論では捉えにくい新たな社会的リス
クが浮かび上がった。これらは今後の臨床・発
達理論の再検討を促すものであり，心理職の対
応の在り方も再考を迫られている。
　したがって，本研究で得られた知見をもと
に，引き続き保護者へのインタビュー調査を継
続し，特に放課後等デイサービスにおける支援
実践の質的向上に資するような，ナラティブ
ベースの支援構造の構築を試みること，そして
思春期の子どもたちが直面する“現代的リスク”
をどのように読み取り，支援現場で扱っていく
のかについて，保護者の語りから継続的に学ぶ
必要があることが課題として明らかとなった。
　最後に，今回の調査を通じて，本事業所の強
みは，筆者を含む心理職のみで構成されている
点にあることも明らかとなった。このことから
も当事業所の心理職に対して期待されている役
割は，アセスメントの充実および他機関・多職
種との連携である。心理学的知見に基づくアセ
スメントを保護者に還元するだけでなく，他機
関とも共有しながら，保護者や子どもを地域全体
で支援していくことが，本事業所において重要
かつ実践可能な取り組みであると言えるだろう。
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This study aims to identify the issues and challenges faced by parents of pre-adolescent 

children through interviews with parents who utilize after-school day services, and to clarify the 

challenges regarding the professionalism of psychological professionals and interdisciplinary 

collaboration within the organization.

Using the KJ method for analysis, the following eight major categories were identified: A) 

Expectations and Evaluations of Psychological Support, B) Challenges in Support Systems and Social 

Resources, C) Interpersonal Relationships and Social Adaptation in Pre-Adolescence, D) Parents’ 

Anxiety Regarding Development and Growth, E) Modern Risks and Media Environments, F) The Role 

and Significance of After-School Day Services, G) Family and Child-Rearing Environments, and H) [The 

Environment Surrounding Parents]. Analysis of the major categories extracted from parents’ narratives 

revealed that they are composed of complex emotions rooted in daily observations, and that carefully 

listening to and interpreting these emotions is the starting point for support.

As a result, it was clarified that mental health professionals play a role in assessing the 

condition of children and families through practical assessments based on developmental theory, and 

in verbalizing and structuring support. Furthermore, it was demonstrated that collaboration among 

multiple professions in healthcare, education, and welfare is essential to ensure the continuity of 

support, and that mental health professionals are required to function as mediators in this process. 

After-school day services have the potential to serve as intermediate support institutions where such 

practices can be implemented, and it was highlighted that the expertise of mental health professionals 

is born from the accumulation of narrative dialogue. 

Abstract

Professional Support for Pre-Adolescents 
in After-School Day Services

̶A Study of Interviews with Parents 
of Pre-Adolescents̶

Ryo Inoue
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第Ⅰ章　本研究の目的

　2018年，複雑性心的外傷後ストレス障害
（complex post-traumatic stress disorder：
CPTSD）が ICD-11の診断項目として採用され
た。筆者の勤務する児童福祉領域においても，
PTSDやトラウマインフォームドケアといっ
た，心的外傷に関連する用語がこれまで以上に
聞かれるようになってきた印象を持っている。
クライエントの状態に則した臨床実践を行う上
で，心的外傷の理解を深めることが求められて
いる。その一環として，本論では，心的外傷概
念の源泉のひとつであるジークムント・フロイ
ト（Sigmund Freud）の心的外傷理論をあらた

フロイトの心的外傷論の検討

―「心理学草案」まで―

今 　 村 　 知 　 晃

＊臨床心理学研究科 博士課程（前期）

̶  1  ̶

要　　旨

　本研究は，フロイトの初期のテキストを，外因性興奮と内因性興奮という二つの鍵概念をもとに
検討し，心的外傷の二つの型について論じたものである。本論は，フロイトの初期の心的外傷の概
念が，以下の二つの型に類別できることを示している。一つは，主に内因性の性的興奮の自己産出
によって生じる型であり，もう一つは主として侵害的な性的経験の想起によって惹起された性的情
動の迸出によって生じる型である。フロイトの誘惑論は後者に立脚しており，その後の精神分析の
歩みは前者を重視していくこととなる。本研究は，『ヒステリー研究』の諸症例がこの二つの型に基
づいて類別できることを示した。

キーワード： ジークムント・フロイト，心的外傷，『ヒステリー研究』，「心理学草案」，外因性興奮，
内因性興奮
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めて検討したい。
　フロイトの心的外傷論は，ヒステリーの心的
機制の究明のなかで展開され，その進展の過程
で重大な方向転換を通過している。それは，幼
少期の性的な外傷体験をめぐるフロイトの理論
的転回として我々に知られている。

　ヒステリーの諸症状は「外傷的に」作用
した体験へと立ち戻ることによってはじめ
て理解可能となること，そして，これらの
心的外傷は性生活に関連しているというこ
とは，ブロイアーと私が以前の出版物のな
かですでに言及している。（略）性生活と
なんらかの意味で関連し，ある痛ましい感
情が迸出されかつ抑え込まれることで病因
となるような体験が，人生のなんらかの時
期に生じるということだけでは，ヒステ
リーの原因としては十分でない。むしろ，
これらの性的外傷は早期小児期
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（思春期の
0 0 0 0

前の時期
0 0 0 0

）のものでなければならず
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，それ
0 0

らの内容は実際の性器の興奮
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（性交に類似
0 0 0 0 0

した諸過程
0 0 0 0 0

）を伴わなければならない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。
（Freud, 1896, p. 194. 傍点原著）

　「防衛－神経精神症再論」が発表された1896

年当時のフロイトは，幼少期の性的外傷が，後
年のヒステリーの病因であるという見解を公に
主張していた。そして子どもに対して性的濫用
を行う性倒錯者の中心に位置づけられたのは父

0

親
0

であった。フロイトはこれを，ヴィルヘル
ム・フリース（Wilhelm Fliess）宛ての書簡の
中で「父親病因論」と呼んでいる（Freud, 

1986）。1）

　ヒステリーの病因を幼少期の性的虐待（フロ
イトはこれを誘惑と呼んだ）に見出すフロイト
の理論的立場は長くは続かず，翌1897年以降
その見解は大きな修正を被ることになる。それ
はフロイトの臨床実践の帰結であるとともに，
フロイトの自己分析の帰結でもあった。フロイ
トは，1897年10月15日付の書簡のなかで，自
らのうちにも（フロイトの患者達と同じように）

「母親への惚れ込みと父親への嫉妬」を，言い
換えると「エディプス」を見出したことを報告
している（Freud, 1986）。そしてこれを契機と
してフロイトは，幼児性欲という概念を明確化
させる方向に進んでいく。いわば，親の倒錯か
ら子の側の（多形）倒錯のほうに重点を移した
のだ。そしてヒステリー患者の示す幼年時代の
誘惑（性的侵害）の想起は，空想という観点か
ら捉え直されていくことになる。

　当時はまだ数少なかった考察対象の中か
ら偶然にも私は，患者が語る幼少期の話の
うちに，大人もしくは他の年上の子供から
性的に誘惑されたことが主要な役を果たし
た症例を，意外なほど数多く入手すること
ができた。こうした（通常なら疑いようの
ない）出来事の頻繁性を，当時の私は，ヒ
ステリー患者が示す幼年時代の想起の塗り
替えを，本当に起きたことの痕跡と確実に
区別するすべをもたなかったために，過大
評価してしまったのである。しかしそうし
た経験を経る中で私は以降，誘惑されたと
いう空想の多くが，自己への性的活動（子
供のマスターベーション）の想起に対する
防衛の試みであることを学び知ったのであ
る。この解明がなされたおかげで，性的な
幼児体験における「外傷的」要素を強調す
る必要がなくなり，その結果，幼児性の性
的活動が（それが自発的なものであれ挑発
された結果のものであれ）性的成熟期以降
の性生活をあらかじめ方向づけるものだと
いう見解が残った。

（Freud, 1906, p. 417）

　ヒステリー患者が分析の中に持ち込む幼少期
の誘惑の表象は，事実の次元から空想の次元へ
と移しかえられた。ただ，フロイトはそれに
よって神経症の病因としての心的外傷という概
念自体を放棄したわけではない。他者からの性
的侵害というかたちではなく，幼児期の性の自
発的な活動自体が心的外傷へと至る道筋をフロ

̶  2  ̶
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イトは見いだしていく。

　早期幼児期の性は，ファルス期とともに
頂点に達し，このファルス期に下降に近づ
いていく。（略）男の子はエディプス期に
はいり，ペニスに対する手淫の活動を，同
時期に生じた母親へと向かう何らかの性的
活動の空想とともに開始し，それは，去勢
の脅しと女性にペニスがないのを目撃する
というふたつのことの相乗効果によって人
生最大の外傷を経験するまで続く。

（Freud, 1940, pp. 189-190）

　これはフロイトの晩年に書かれた「精神分析
概説」からの引用であり，フロイトの考える心
的外傷がどのようなものであるかがよく示され
ている。フロイトの理論における最大の心的外
傷とは，ファルスを中心的な源泉とし母親へと
向かう内発的な性的興奮が，外的な（そして系
統発生的な）禁圧に屈し，潜伏していくという
事態を指していた。ここでは心的外傷の強度
は，主として内因的なものの強さ，過剰さに
よって規定されている。誘惑説における性的な
心的外傷が他者からの（外からの）侵害によっ
て生じる心的外傷であるとするならば，エディ
プス・コンプレクスの没落において生じる心的
外傷は，内発的な性的活動の挫折によって生じ
る心的外傷であると言える。

　性的虐待，児童虐待という事実に真正面から
取り組んだジュディス・ハーマン（Judith L. 

Herman）は，フロイトのこの転回に対して，
以下のように述べている。

　ヒステリーの心的外傷説が廃墟と化した
中から，フロイトは精神分析を創始したの
であった。二十世紀の心理学理論の主流は
女性たちの現実を否認した，その上に築か
れたわけである。セクシャリティは依然問
診の中心的位置にあったが，現実に性関係
が持たれた虐待（搾取）的な社会的コンテ

クストは完全に消去されるようになった。
精神分析は内面における欲望と幻想の象徴
を研究する学問になり，体験の現実から解
離されてしまった。

（Herman, 1992, pp. 19-20）

　フロイトは，心的外傷および性的外傷の発見
者の一人であると共にその隠蔽者でもあるとい
うことで，現在の心的外傷論からは評価の対象
であり，かつ批判の対象でもある。
　心的外傷は他者からの侵害といった外的な作
用（とそれに対する反応）によるものか，それ
とも内から湧き起るものによって生じるのか
（この場合は外界の欠如や喪失，そしてそれを
もたらす禁止が問題となる）。精神分析学の展
開は主として後者を指し示し，それより前の，
そして現在のトラウマ理論は前者に立脚してい
る。もちろんここで行いたいのは外因か内因か
の二者択一ではない。例えば養育者からの虐待
は外からの衝撃であると同時に，内発的なもの
の制御不能でもある。外因を重視する立場も，
内因を重視する立場も，心的外傷をどちらか一
方に還元することでその全体を理解できるわけ
ではない。心的外傷の成立における外因と内因
の作用をともに把捉したいというのが，本研究
において筆者の目的とするところである。
　この二つの要因をともに理解する手がかりと
して，以下にフロイトの初期の，言い換えれば
上記の理論的転向に先立つ時期のテキストを改
めて検討していきたい。

第Ⅱ章　『ヒステリー研究』における
心的外傷

第1節　シャルコーの外傷性ヒステリー
　フロイトの心的外傷の概念は，ヒステリーの
症状形成の機制の探究と結びついている。そし
て，フロイトのヒステリー論は，ジャン＝マル
タン・シャルコー（Jean-Martin Charcot）の外

0

傷性
0 0

ヒステリーについての解明を引き継ぎ，そ
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れをヒステリー全体に拡張したという面を持つ
ものである。シャルコーは，ヒステリーの病因
そのものは「遺伝的素因」にあると考えた。外
傷性ヒステリーは，この素因

0 0

と，偶因
0 0

（または
誘因
0 0

）としての外傷的体験との組み合わせから
生じるとされる。

　ヒステリーの素因のある人が肩を殴打さ
れた。この軽い外傷，あるいは局所性
ショックは，この神経質な人に四肢全体に
及ぶ無感覚感と軽い麻痺の徴候を起こすに
十分である。この感覚の結果，患者の心に
麻痺するかもしれないという観念が起こ
る。一言で言うと，自己暗示によって未完
成の麻痺が現実的なものになる。
（Charcot, J. M. & Marie, P, 1892, p. 99）

　シャルコーは，催眠を用いた実験を通して，
ヒステリーの素因を持つ者はある種の刺激を受
けると特殊な催眠状態に陥り，その状態で与え
られた暗示にしたがってヒステリーと同じよう
な症状を示すようになることを見出した。そし
て，そこから外傷性ヒステリーについての理解
を導き出している。素因を持つ者が外的刺激に
よる「ショック」のため催眠類似の状態に陥り，
その状態で生じた自己暗示的な観念（表象）に
よって症状が形成されるというのが，シャル
コーの発見した外傷性ヒステリーの症状形成機
制であった。
　外傷（Trauma）という概念は，元来は身体
の傷をさす医学的な用語である。また外傷神経
症とは，鉄道事故などで生じた強力な機械的作
用によって神経系が器質的な損傷を受け，それ
によって発生した神経症のことであった。2）

シャルコーは，遺伝的素因という身体的な因子
を基礎としながらも，催眠研究を通じて暗示表
象による症状形成という心因的な理解に道をひ
らいた。そしてフロイトは，この道をさらに先
へと進んだのである。
　シャルコーの外傷性ヒステリーの概念におい
ては，身体的な目に見える傷も，仮定された神

経組織の微小な損傷も存在しない。（ただし，
遺伝的な素因は前提とされている）。このこと
は，ヒステリーの病因としての外傷という概念
を，身体の領域から心の領域へと移行させるひ
とつの契機となった。

　外傷性ヒステリーはすでに知られてい
た。われわれはその上に，遺伝性のもので
ないすべてのヒステリーは外傷性ヒステ
リーである，といった。

（Freud, 1986, p. 27）

　トラウマ性神経症において，些細な身体
的障害が病因として作用することなどあり
えない。実際の病因として作用するのは，
驚愕情動という心的トラウマ

0 0 0 0 0 0

である。これ
に類似したことであるが，私たちの調査か
らは，大多数のとまでは言わないまでも，
多くのヒステリー症状に，心的トラウマと
呼ばねばならないさまざまなきっかけのあ
ることが明白になった。驚愕，不安，恥，
心的苦痛といった苦しみをともなう情動を
呼び起こす体験であれば，それらはすべて
トラウマとして作用しうる。
（Breuer & Freud, 1895, p. 5. 傍点原著）

　神経疾患の遺伝に関するシャルコーの学説に
対しては批判的な態度をとったフロイトは，後
天的なものとしての外傷体験の病因的意義を高
める方向に向かう。そしてそのなかで，心的外
傷（心的トラウマ）という概念が病因としての
地位を獲得していくのである。

第2節　心的外傷の定義
　シャルコーも，またフロイトも，神経疾患を
専門とする医師および研究者であり，その外傷
の理解は，各々の神経学的な理論的前提と切り
離すことはできない。本節では，フロイトの提
唱したある神経学的な命題を取り上げ，それを
もとに彼がどう心的外傷を定義したかを見てお
きたい。その命題とは，神経系の興奮量の恒常

̶  4  ̶
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性の命題である。フロイトは以下のように考え
た（Freud, 1892, 1893, 1895）。
　人間がある心的印象（出来事）を経験すると
き，その人の神経系の中では興奮量

0 0 0

が亢進する
（Freudはこれを「感覚性の興奮の亢進」と呼
んでいる）。すべての人間のうちには，その健
康を維持するために，亢進した興奮量を減少さ
せるという努力が払われている（これが，恒常
性の命題の内容にあたる）。亢進した興奮量は，
運動性の反応（および言語表出反応）によって
放散され，除去される。心的印象によって亢進
した感覚性の興奮量のうちのどれぐらいが後に
残るかは，この反応に左右される。興奮量が大
きくなればなるほど，適切な反応も大きなもの
となる。心的印象に対する反応が十全に行われ
なかった場合，その印象の想起は，興奮量を，
言い換えれば情動

0 0

を保持することになる。ある
人が，ある出来事の印象によって亢進した興奮
量を反応によって除去できないとき，その出来
事がその人にとって心的外傷となるという可能
性が出てくる。
　健康な人間は，（反応による除去が不首尾に
終わったとしても）連想を用いた思考作業（他
の諸表象による修正，または抑止なしに連想が
なされる状態での再現による磨滅）によってあ
る出来事の想い出（ある印象の想起表象）に随
伴する情動を消失させることができる。ただ，
ある条件のもとにある印象は，反応による除去
も連想を通じた加工による解消も行われない。
（この条件については後述）。
　以上の理論的前提をもとに，フロイトは心的
外傷を次のように定義する。

　このようにして我々は，ヒステリーの学
説にとって使用可能な，心的外傷について
の一つの定義をも，手に入れることにな
る。神経系にとって，連想を用いた思考作

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

業によっても運動性の反応によっても
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（引
用者註：亢進した興奮量を）除去すること

0 0 0 0 0 0

が困難な印象はすべて，心的外傷となるの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

である
0 0 0

。

（Freud, 1892, p. 307. 傍点原著）

　また，心的外傷の成立は，症状形成の機制と
内的に連関している。なぜなら，反応によって
も連想によっても除去されなかった興奮量が，
症状形成のためのエネルギーとなるからだ。3）

（「暫定報告」4）においては）心的外傷となる出
来事は，「ヒステリー現象をはじめて呼び起こ
した出来事」である。そしてその出来事を想起
し，それに伴う情動をも喚起し，それらについ
て語り尽くすことが「除反応」として症状の解
消をもたらすというのが，症例アンナ・Oにお
けるブロイアーの発見であった。
　どのような条件が，出来事によって喚起され
た情動に見合った反応と連想を困難にするの
か。『ヒステリー研究』には二つの条件が挙げ
られている。ひとつは類催眠状態，もうひとつ
は防衛である。類催眠は，ブロイアーが自らの
臨床例（症例アンナ・O）に基づき，シャルコー
から引き継いだものである。それに対してフロ
イトは，自身の臨床経験からその条件を「意図
的な抑圧」，言い換えると「防衛」に見出した。

　つまりわたしの分析した患者たちは，彼
らの表象生活のなかに相容れない出来事が
生じた時点―表象であったり感覚であっ
たりするある体験が彼らの自我に肉迫し，
あまりにも苦しい情動を呼び起こすため，
それを忘却しようと決心した時点―まで
は心的に健康な状態にあったのである。患
者たちがその忘却を決心した理由は，この
相容れない表象と自分たちの自我との間の
矛盾を思考作業によって解消できるような
力が自らにあるとは思えなかったからで
あ る。
（略）患者たちはまた，期待どおりの非常
にはっきりとした態度で，防衛しようと努
力していた自分を，つまり出来事を「脇へ
押しのけ」，考えず，抑え込もうと意図し
ていた自分を，想い出すのである。

（Freud, 1894, p. 396）
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　したがって，本来的なトラウマ的瞬間と
は，自我と対立するある表象が自我に迫っ
てくるとき，自我がこの対立的な表象に対
して退去を命じる決断を下すときにある。

（Breuer & Freud, 1895, p. 191）

　これらのテキストのなかでフロイトは，（諸
表象の連合のもとに成り立つ）自我と，自我と
は相容れない表象との間に対立が生じ，そのよ
うな相容れない表象に対して「防衛」が行われ
る時点を「トラウマ的瞬間」（外傷的契機）と
呼んでいる。このようなフロイトの心的外傷の
理解は，さきに引用した心的外傷の定義をより
いっそう心の内側へと拡張したものとなってい
る。言い換えれば，外的な対象からの直接的な
作用（物理的刺激および感覚印象）という条件
からの離脱を含んでいる。例えばそれは，心的
外傷につながる出来事が，「表象であったり感
覚であったりする体験」と言われているところ
に示されている。さきに挙げた定義において
は，それに対して反応も連想もなされない印象

0 0

が心的外傷となるとされた。この印象という概
念はここでいう「感覚」とつながりの深い語で
ある。いっぽうで「表象」のほうは，感覚印象
の再生（想起）や欲望といった感覚以外の心的
活動をも含んでいる。また，もうひとつ，心的
外傷の理解について重要なことが言われてい
る。それは，何が心的外傷となるかということ
は，自我

0 0

との関係において規定されるというこ
とだ。主体における支配的な表象連合としての
自我と，ある出来事や表象とが相容れず，対立
し，脇へ押しのけられること。表象生活におけ
るこの対立の成立が，心的外傷の成立であると
言われている。
　出来事を（いわば知覚的生活から）「表象生
活」全体へと広げることでフロイトは，表象複
合間の対立や表象に随伴する興奮の転換，配転
といった「表象力学」的な観点から心的外傷を
規定することができるようになった。この拡張
は，フロイトの臨床の要請に応じたものである
と考えられる。以下にフロイトが，実際の臨床

のなかで何を心的外傷とみなしたかを具体的に
見ておきたい。

第3節　症例における心的外傷
　以下に取りあげるのは，『ヒステリー研究』
に挙げられたフロイトの防衛ヒステリーの諸症
例である。

―そこで，私がふたたび手で押さえる
と，さらにもっと以前の場面の想い出が浮
かび上がってきた。本来的にトラウマとし
て作用していたのはこの場面であり，そし
て，会計係長の場面がトラウマとして作用
したのも，この場面のせいなのである。
　その場面（引用者註：「会計係長の場面」
のこと。子どもたちにキスをしようとした
「会計係長」にたいして「父親」が激昂し
怒鳴りつけた。）からまたも数ヵ月前のこ
とである。ある親しい夫人が一家を訪問し
たとき，お別れに二人の子どもの口にキス
したのだった。そこに居合わせた父親はな
んとか自分を抑えて，その夫人には何も言
わずにすませたが，しかし，夫人が帰った
のち，その怒りは哀れな家庭教師に向かっ
て爆発した。彼は彼女に向かってこう言い
放った。―子どもの口にキスする者がい
たら，それはあなたの責任だ。（略）今度
こんなことが起こったら，子どもたちの教
育は別の者に任せることにする。―それ
は，まだ彼女が，自分は彼に愛されている
と信じていた時期であったし，その頃の彼
女は，最初のあの親密な会話がまた繰り返
されるのを心待ちにしていたのである。し
かし，この場面で彼女の望みは砕かれてし
まった。

（Breuer & Freud, 1895, p. 186）

　ミス・ルーシー・Rは，嗅覚を失うとともに，
「主観的な匂いの感覚」（幻嗅）に苦しんでいた。
彼女は，ある工場経営者の家で「家庭教師」と
して「二人の子ども」の世話をしていた。子ど
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もたちの母親は亡くなっており，その臨終のと
きにルーシーは，「全身全霊をもって子どもた
ちの面倒はみる，子どもたちを見捨てはしない
し，母親代わりになる」と母親に約束した。子
どもたちの「父親」である工場経営者の男は，
普段はルーシーに対して打ち解けた関わりをす
ることはなかった。だが，あるとき彼とルー
シーとの間で，子どもの教育がどうあるべきか
に関して「親密な会話」が交わされた。彼は「そ
のとき，ある特別な眼差しで彼女をじっと見つ
めた」。「この瞬間に，彼女は彼を愛しはじめ」，
自分が子どもたちの母親の位置につけるのでは
ないかという「望み」に心を浮き立たせるよう
になった。
　上に引用した場面は，子ども達の父親に対す
るルーシーの「愛」や彼に「愛されている」と
いう信念，子どもたちの母親の位置（彼の妻の
位置）につくという「望み」が打ち砕かれ，ルー
シーが自身の「思い違い」に直面した場面であ
る。5）言い換えると，ルーシーの性愛的な望み
と，現実認識との間に対立が生じた場面であ
る。ルーシーはこの場面を契機として，父親へ
の愛や父親からの愛の期待，（父親との関係に
おいて）亡くなった母親の代わりになるという
望みを「脳裏から払いのけようと決めた」。現
実認識と性愛的な望みとの間に対立が生じ，そ
の対立が「不快感」をもたらしたため，性愛的
な望みにまつわる諸表象が意図的に意識の外へ
追い出された。つまり抑圧が行われた。「トラ
ウマ的瞬間」とは抑圧がはじまる契機であり，
抑圧された表象が，（いわば心の傷となって）
病因として作用するのである。
　症例ルーシーの主症状である「主観的な匂い
の感覚」が成立したのは，（子ども達の父親が
ルーシーに激怒したトラウマ的な場面ではな
く）上の引用において「会計係長の場面」と呼
ばれている「補助的」な契機においてであった。
そこでは，会計係長による子ども達へのキス
と，それに対しての父親の激昂という，本来的
なトラウマ的契機と共通性をもった出来事が起
こり，それによってルーシーは「胸を刺される

ような思い」をする。場面の共通性が，性愛的
な望みが打ち壊されたさきの場面を想起させた
からである。「分離していた二つの心的表象群
がその瞬間に一時的に合流し」，不快感が生じ
る。自我はここでも抑圧を行い，今回は興奮量
が身体的な神経支配へと転換される。「会計係
長の場面」には葉巻の匂いが伴っており，その
知覚が，幻覚として症状化される。症状として
の主観的な葉巻の匂いは，この補助的な契機の
「想起象徴」であり，この補助的な契機の表象
は，本来的なトラウマ的瞬間である性愛的な失
望の場面と連合しているのである。

　ここでフロイトが描き出した心的外傷の具体
的な様相を，一つの型として捉え直しておきた
い。それは，外的現実と関係する面での自我と
内発的な性愛の望みとの間に対立や断絶が生じ
ることが，心的外傷の成立（防衛の成立）につ
ながっていくという型だ。
　この型は，その内部で亜型を設定することが
できる。ひとつは，今挙げた症例ルーシーにお
いて見られるものであり，いわば失望の型であ
る。もうひとつは，例えば『研究』のなかの症
例エリーザベトのなかに見出すことができる。
これは，ひとつの人間関係（例えば近親との関
係）と，別の性愛的な関係に向かう望みとの間
に対立があり，性愛的な望みが意識されること
自体が外傷的な契機となる，という型である。6）

　いずれにしろ，性愛に関する望みや考えが現
実認識や近親関係等の「自我に属する支配的な
表象群」と矛盾し対立することがトラウマ的契
機の構成要素となっている。ここでは（さしあ
たっては思春期以降の）性的な自発的表出をめ
ぐる対立や座礁が問題となっていることが見て
取れる。

『研究』には，また別の型のトラウマ的契機を
持つ症例が挙げられている。そのひとつは症例
カタリーナである。

一方，私にはこのあいだに彼女の症例が理
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解できるようになった。彼女が最後に一見
何気なく私に語ったことは，おじの部屋に
いる二人を見つけたあの場面での彼女の振
る舞いをみごとに説明しているからであ
る。その頃彼女は二系列の体験を引きずっ
ていた。彼女はそれらの体験を想い起こし
はしたが，理解していなかったし，またそ
れらの体験から何らかの推論を引き出すこ
ともなかった。性交する二人を見て，彼女
はこの新たな印象と，以前の二系列の追想
をすぐさま結びつけ，理解し始めるととも
に，しかし同時にそれに対する防衛を開始
したのである。そのあと短期間の仕上げの
時期，すなわち「潜伏期」が続き，さらに
そののち転換による症状が生じたのだっ
た。つまり，道徳的，生理的な嫌悪感の置
き換えとしての嘔吐が生じたのである。謎
はこれで解けた。彼女は二人を見たことに
対してではなく，その光景によって喚び覚
まされた想い出に嫌悪を覚えたのである。
そしてあらゆることを考慮すれば，この想
い出とは，夜中におじが彼女を襲い，そし
て彼女が「おじの体を感じた」ことにまつ
わる想い出でしかありえない。

（同上 , p. 204）

　18歳のカタリーナは，16歳の頃に「おじ」
と彼女のいとこのフランツィスカが「おじの部
屋にいる」ところ（言い換えると「性交する二
人」）を覗き見てから，不安発作に悩まされる
ようになった。カタリーナには，それに先立つ
「二系列の体験」があった。ひとつは，14歳の
時に彼女自身がおじから性的に迫られたという
事件に連なる諸体験である。その後彼女は何度
かおじから身を守らなければならなかった。も
うひとつは，彼女が「おじとフランツィスカの
あいだに何かあると気づく」ようになった複数
の出来事の系列である。フロイトは，「二系列
の性愛にかかわる体験はトラウマ的瞬間に，ま
たおじとフランツィスカを見つけた場面は補助
的瞬間に」該当する，とみなした。「性の発達

以前の時期に子どもが受けた印象」が，「性生
活に関する理解をもつように」なってから想起

0 0

され，それが「トラウマの力」を得た，という
のがフロイトのこの症例に対する理解であり，
このような過程は「性的なトラウマに基づくヒ
ステリーを分析するとかならず見出される」と
述べている。これはいわゆる「事後性」の機制
である（「事後性」については後述）。
　この事例は，「誘惑」の一例であり，子ども
に対する近親からの性的な侵害が問題となって
いる。フロイトは，1924年に，この「おじ」
は実はカタリーナの「実父」であったことを打
ち明けている。『研究』には，同じく「おじ」（こ
れも実は実父）からの性的侵害のためヒステ
リーを発症したローザリアの事例も挙げられて
いる。フロイトが1896年頃に前面に押し出し
ていくのはこの誘惑説であり，これはフリース
との文通において「父親病因論」と呼ばれている。
　『ヒステリー研究』の諸症例から，内発的な
性的表出が外界および自我と矛盾するという心
的外傷の型と，他者，とくに近親からの性的侵
害が心的外傷として作用する型との，二つの型
を取り出してみた。ここで試みに，前者を内因
を主とした心的外傷の型として，後者を外因的
なものにたいする反応を主とした心的外傷の型
として，位置付けておきたい。内因を主とする
心的外傷と，外因（にたいする反応）を主とす
る心的外傷とを理論的に設定したうえで，実際
の心的外傷はその両者の絡み合いとして捉える
ことができるのではないかというのが，本稿執
筆における筆者のモチーフのひとつである。そ
のため以下の記述においても，繰り返しこのこ
とについて触れていくことになる。7）

　思春期以降の性愛的な望みが心的外傷の契機
となる場合も，他者からの性的な侵害がそうな
る場合も，どちらも心的外傷は性に関わってい
る。フロイトは自身の臨床を通して，神経症と
性との結び付きについての確信を深めていっ
た。「性が心的トラウマの源泉としての役割を
果たしており，また『防衛』の動機となるのも，
すなわち，抑圧によって諸表象を意識から追い
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出そうとする動機となるのも性であって，性
は，ヒステリーの病因論において主要な役割を
演じているという考え方」を，『ヒステリー研
究』以降，フロイトは前面に押し出していくこ
とになる（Freud, 1985, p. ii）。

第Ⅲ章　外因性興奮と内因性興奮

第１節　 内因性興奮について（神経衰弱と不
安神経症）

　ここまでは，フロイトのヒステリー論のなか
に現れた心的外傷概念について検討してきた。
続いては，フロイトが神経衰弱および不安神経
症について論じているテキストをもとに，フロ
イトが性をどのように考えたかを検討したい。
このことは，フロイトの興奮量の概念を理解す
るうえでも，心的外傷概念の展開を捉えるうえ
でも重要である。
　フロイトは，1892年12月18日の日付を持つ
フリース宛の書簡に，翌年1月1日に「暫定報
告」が学術誌にて発表されることを書き記して
いる。「暫定報告」は，これまで見てきたよう
に，ヒステリーの症状形成と心的外傷との結び
付きについて論じたものである。フロイトは，
その書簡が書かれてすぐの時期に，同じくフ
リースに宛てて，神経衰弱についての二つの草
稿（「草稿A」，「草稿B」）を書き送っている。
フロイトはフリースとの関係において（神経症
の病因としての）性という問題について真正面
から取り組むことができたようだ。8）フリース
との交際は，フロイトの神経症理論が性を軸と
して展開されていくための場を保障したと同時
に，フロイト自身に性の自己分析を迫る舞台と
なっていった。

　神経衰弱が異常な性生活のよくある結果
であることは，周知のこととみなされてよ
い。しかし，私が提出し観察によって試験
したいと思う主張は，神経衰弱は総じて
ただ
0 0

性的神経症だけ
0 0

である，というもので
ある。

　（Freud, 1986, p. 27. 傍点原著）

　『ヒステリー研究』がシャルコーの外傷性ヒ
ステリーの機制の，ヒステリー一般への拡張で
あったことはこれまで見てきたとおりである。
同じようにフロイトは神経衰弱の研究におい
て，異常な性生活が神経衰弱を結果することが
あるという命題を，全ての神経衰弱は性的神経
症であるという命題へと転化，拡張している。
　神経衰弱（neurasthenia）は，1869年に，ア
メリカの内科医であるジョージ・ビアード
（George M. Beard）によって提唱された。ここ
では，アンリ・エレンベルガー（Henri F. 

Ellenberger）による要約を参照する。

　バード（引用者註：ビアード）によれば，
神経衰弱の基本症状は，心身消耗であり，
それは心身活動遂行力喪失に現われる。神
経衰弱患者は，頭痛，神経痛のほか天候や
雑音や光や他人が側にいることなど，あら
ゆる感覚的精神的刺激への病的過敏性，不
眠，食思不振，嚥下困難，分泌障害，筋肉
振戦を訴える。

（Ellenberger, 1970, pp. 281）

バードははじめ，神経衰弱とは神経系の燐
不足によると考えた。（略）晩年の論文で
はバードは神経衰弱の考え方を改めて，元
来個々人に備わっている神経エネルギー平
衡の障害としている。神経エネルギー源の
乏しい人もいれば神経力の百万長者もあ
る，とバードは述べている。予備力のほと
んどない人もあるが，大量の予備エネル
ギーを持つ人もある。（略）バードはこの
ような考え方の表現として収支対照表を好
んだ（註：収入は「予備力の量」と，支出
は「日常生活で消費を強いられている力の
量」と，それぞれ対応させられている）。
（略）大事なのは収入以上に消費しないこ
とである。神経衰弱者は赤字会計の人であ
る。まだ赤字を出しつづけると，“神経的
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に破産”する。
（同上）

　ビアードは，神経衰弱の多様な症状は，「神
経力」（nerve-force）の欠如に基づくものであ
るとみなした。9）そしてその原因を主に「強烈
な経済発展過程のさ中にあり，信仰の自由を
持った急速に成長しつつある若いアメリカ合衆
国民の生活様式の特殊性」に見出している。当
時のアメリカの生活様式が神経力を「消耗」さ
せると考えたのである。（「バードは，神経衰弱
を本質的にアメリカ的神経症と考えた」）。
　これに対してフロイトは，神経衰弱の「不可
欠条件」は「性的消耗」であり，その他の要因
は「誘因」に位置づけられるものとした。

　性的消耗はただそれだけで神経衰弱を誘
発し得るが，それだけではそのために十分
でない場合，それは神経系に，身体疾患や
抑うつ的情動や過労（毒物の影響）がもは
や神経衰弱を引き起こすことなしには耐え
られない程度に，素質を与える。しかし，
性的消耗がなければ，これらの要因のどれ
も神経衰弱を生み出すことはできない。

（Freud, 1986, p.28）

　エレンベルガーの要約からも窺われる通り，
神経衰弱は多様な症状を包摂している。フロイ
トによれば，その典型的な症状は「頭重感，脊
髄刺激，鼓腸と便秘を伴う消化不良」である
（Freud, 1895a）。また，ビアードの挙げた神経
衰弱の症状群には，不安に関連する症状も含ま
れていた。10）

　1887年11月の日付を持つフリース宛の書簡
（フリース宛の最初の書簡）には以下のような
記述がある。

　私は，初期の器質性疾患と神経衰弱性疾
患の間のしばしばあのように困難な鑑別に
際して，常にある特徴に頼ってきました。
それは，神経衰弱には心気症的変質，不安

精神病が欠けてはならないというものです
が，その不安精神病は―それが否認され
ようと認められようと―新しく現れてく
る感覚の過剰によって，それ故に錯感覚に
よって自らの正体を示すのです。

（Freud, 1986, p. 3）

　フロイトはのちに，ここで「心気症的変質，
不安精神病」と呼んでいるものを，不安神経症
という独立した疾患単位として打ち立て，神経
衰弱から分離していくことになる。
　以下では，フロイトが神経衰弱および不安神
経症をどのように理解したかを順にみていく。
　フロイトは，1892年に書かれた神経衰弱－
不安神経症論の草稿（［草稿A］）において，神
経衰弱の病因を4つ挙げている。ここでは，神
経衰弱と不安神経症とはまだはっきりとは分離
されていないように見える。

病因
0 0

一， 異常な満足による疲憊。典型：マス
ターベーション。

二，性機能の制止。典型：中絶性交。
三，これらの習慣に随伴する情動。
四， 理解できるようになる時期より前の性
的外傷。

（同上 , p. 25. 傍点原著）11）

　フロイトは神経衰弱（これは不安症状を伴っ
ている）の病因となる「性的有害因子」の典型
例を二つ取り出している。ひとつがマスター
ベーションであり，もう一つは中絶性交（膣外
射精）である。中絶性交は，より一般的なカテ
ゴリーとしての「夫婦オナニー，すなわち避妊
のための不完全な同衾」の一種である。この二
つの典型的な有害因子は，人間の人生の二つの
時期に振り分けられる。（男性の）マスターベー
ションは思春期における，そして中絶性交は
「結婚」に続く時期における主要な有害因子と
なる。
　また，フロイトは四つ目の病因において，児
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童期以前の性的外傷
0 0 0 0

についても言及している。
「理解できるようになる時期より前の性的外傷」
とは，例えば，「子守女，他の誰かによるマス
ターベーション」のことを指している。12）これ
は，のちの誘惑説へとつながっていく。
　中絶性交が神経衰弱（および神経衰弱とヒス
テリーの混合神経症）の病因となるという見解
は，わたしにはたいへん重要なものであると思
える。ここには，人と人との生殖関係が神経症
の病因となるという洞察が明確に示されている
からだ。13）

それよりはるかに頻繁に婦人の神経衰弱は
男性の神経衰弱から派生するか，あるいは
それと同時に生み出される。それはその場
合ほとんど常にヒステリーと混ざってい
る。これが女性によく見られる混合神経症
である。
　女性の混合神経症は，男性が性的神経衰
弱者としてポテンツの損害を被っている稀
ならぬ事例のすべてにおいて，男性の神経
衰弱から生じる。ヒステリーの混合は抑留
された性行為の興奮の直接の結果として生
じる。男性のポテンツが貧弱であればある
ほど女性のヒステリーは優勢となるので，
性的神経衰弱者は本来，彼の妻を神経衰弱
的にするというよりはむしろヒステリー的
にする。

（同上 , p. 29）

　このような夫婦間の同世代的な関係の図式
は，胎児期から乳児期にかけての養育者と胎乳
児との異世代間の関係として置きなおすことが
できるものだ。そしてそこにおいて改めて，
「理解できるようになる時期より前の性的外傷」
が問われなければならない（今村 , 2019）。

　フロイトはその臨床をとおして，フロイトの
いう性的有害因子が神経衰弱および不安神経症
の病因であるという確信を深めていく。そして
神経衰弱および不安神経症もまた，神経系の興

奮量の理論による理解と説明が試みられること
になる。
　不安神経症を一つの疾患単位として（神経衰
弱から分離して）取り出すにあたって，フロイ
トの見解の変遷を自身で述べているところ
（1894年に書かれた不安神経症論の［草稿E］）
があるので，それを要約してみる（Freud, 

1986, pp. 70-74）。
　神経症者の不安が性と関係していることはフ
ロイトにとって明らかなことだった。そして，
中絶性交が女性の不安神経症へと「どれほど確
実に」至りつくかということがフロイトの注意
を引いた。フロイトは初め，不安神経症の不安
は，性行為（中絶性交）の際に感じられた不安
の続きであると考えた（「女性においては妊娠
する恐れ」。「男性においては離れ業を仕損じる
心配」）。14）だが，これは「誤った道」であった。
この恐れや不安を感じる必要のない人達のあい
だでも，不安神経症が生じていたからである。
　また，「不安神経症は，性交の際に不感症で
ある女性を感じやすい女性とまったく同じよう
に襲う」という観察を，フロイトは重要なもの
であるとみなした。そしてここからフロイト
は，（不安神経症の）不安の源泉は，「心的なも
ののなか」ではなく，「身体的なもののなか」
にあるという見解を導き出した。「われわれは，
興奮の身体的蓄積が，つまり身体的な性的緊張
の蓄積が問題なのだと言いたいと思います」。
（以上，要約）。
　フロイトは，不安神経症の解明に向かうなか
で，興奮を心的興奮と身体的興奮と分けた。ま
た，「草稿E」においてフロイトは，神経系の
興奮をその原因（「源泉」）によって二つの種類
に区分けしている。

　しかし，なぜ蓄積に際して不安への変態
が？ここでわれわれは蓄積された緊張の処
理の正常な機制に立ち入らなければなりま
せん。ここでは第二の場合が，内因性興奮
の場合が問題になります。外因性興奮にお
いては事態は比較的単純です。その興奮の
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源泉は外部にあり，精神のなかに興奮の増
大を伝えます。そして，この興奮の増大は
その量に応じて処理されます。そのために
は，内部の心的興奮を同じ量だけ減少させ
るどんな反応でも十分です。
　その源泉が自分自身の身体のなかにある
内因性興奮の場合は事情が異なります（飢
え，渇き，性衝動）。ここでは特異的な反
応だけが，それが大きな消費によって到達
できるものであれ，問題の終末器官におけ
る興奮のそれ以上の成立を阻止するような
反応だけが役立ちます。われわれはここで
は，内因性緊張は，連続的あるいは不連続
的に増大するが，いずれにせよ，それが一
定の閾に達したときに初めて気づかれる，
と考えることができます。この閾を越えて
初めてそれは心的に利用され，一定の表象
群と関係を持つにいたります。そして，こ
の表象群が次いで緊張除去の手はずを整え
ます。つまり，身体的な性的緊張は一定の
値を越えると心的リビドーを呼び起こし，
この心的リビドーが次いで性交その他を実
行に移すのです。この特異的反応が生じ得
ないと，身体的－心的緊張（性的情動）は
果てしなく増大します。それは妨害となり
ます。

（Freud, 1986, p.72）

　身体の「外部」から「精神のなかに」伝えら
れた興奮は「外因性興奮」と呼ばれ，「自分自
身の身体のなか」に源泉を持つ興奮は「内因性
興奮」と呼ばれている。この「外因性興奮」と
「内因性興奮」という二つの概念の区分と対比
は，フロイトの心的外傷論を理解し整理するう
えでたいへん重要な概念区分である。内因性興
奮はのちに欲動という概念でもって論じられて
いくことになる。
　これまで見てきたところでは，心的外傷は，
外的な刺激－興奮の観点を軸に論じられてき
た。フロイトが感覚性の興奮の亢進という観点
から心的外傷を定義したことは第Ⅰ章第2節で

見たとおりである。また，「暫定報告」におい
ては，（シャルコーのいう）外傷性神経症の拡
張という文脈下にあることもあり，外因（外的
な出来事，体験）によって発生した「情動」（と
くに驚愕情動）が主に扱われている。これは，
外的刺激によって喚起された内因性の興奮，あ
るいは外因的刺激にたいする反応としての内因
性興奮を含んでいると考えられる。フロイトが
神経症の病因としての性への確信を深めていく
につれ，強力な外的刺激自体が病因としての心
的外傷をもたらすという考えはフロイトのなか
で成立しなくなっていく。フロイトが幼児期の
性被害が心的外傷となるという場合，外傷をも
たらす興奮の強度は（思春期以降の）内因的な
性的興奮が担うこととなる。

　内因性興奮は，自分自身の身体のなかにその
源泉を持っている。例えば性的な興奮の場合，
「性的に成熟した男性の体内において」は，「神
経終末を装備された精嚢の外壁への圧力」が身
体的な性的興奮の発生源のひとつとなっている
（Freud, 1895a）。

こう考えると，確かにこうした内臓の興奮
は，持続的に高まっていくのだが，一定の
閾値を超えてはじめて，大脳皮質にまで連
結された伝導路の抵抗に打ち勝って，精神
的な刺激として表出されることが可能とな
るのである。そうなると翻って，心的な領
域にある性的な表象群はエネルギーを付与
されリビード的緊張という心的状態が出現
する。そしてこの緊張状態は緊張状態の終
結を目指す圧力をもたらすのである。

（Freud, 1895a, pp. 434-435）

　［草稿E］およびいわばその完成稿である「不
安神経症」（Freud, 1985a）において，有名な
「リビドー」（全集版では「リビード」）という
言葉が，フロイトの理論的枠組みのなかで意味
づけられた用語として登場している。15）

　外因性興奮が身体と外界との関係において発
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生するのに対して，内因性興奮は身体自体の活
動として時間のなかで高まってくる。言い換え
ると性的な内因性興奮は「周期」性を持ってお
り，身体的な性的緊張が持続的に増加してい
き，それが「一定の値を越えると心的リビドー
を呼び起こし，この心的リビドーが次いで性交
その他を実行に移す」という一連の過程が周期
として反復される傾向を持つ。
　身体的興奮としての内因性興奮は，量的にも
空間的にもある境界を越えると心的な興奮とし
て諸々の表象と結び付く。この結び付きの身体
的な座は，心の器官としての脳（大脳皮質）で
あり，内因的な身体的興奮が大脳皮質の興奮と
なることで，大脳皮質の表象作用を喚起し，対
象の表象や行為（運動）の表象と結びついてい
く。ここでフロイトのいう「リビード」とは，
身体的な性的興奮と，その興奮の解消と結びつ
いた特定の対象や行為（性交）の表象とが大脳
皮質において関係付けられ，内因性の興奮が特
定の対象および特定の行為へと向かう「圧力」
となっている状態，あるいはその状態にある興
奮のことをさしている。言い換えれば，リビー
ドとは，心的な

0 0 0

性的興奮である。
　フロイトは，内因性興奮という概念を探求す
るなかで，身体的なものから心的なものへの
〈越境〉を図式化し得た。リビードという概念
は，身体内部に起因する興奮が，外界と身体と
の関係（感覚－表象―運動）という水平軸にた
いして，上行的，垂直的に交わっていくその交
わりにおいて成立している。
　このようにして成立した「リビード的緊張と
いう心的状態」は，その主体を性的な行為へと
うながす。

こうした心的な加重からの解放は，特定の
仕方でしか可能ではなく，その仕方を私は
特定行為
0 0 0 0

あるいは十全行為
0 0 0 0

と名づけること
を主張したい。この十全行為の本質は，男
性の性衝動については，複雑な脊髄反射作
用のうちに存しているのであって，それは
先ほどの神経終末の加重からの解放を結果

としてもたらすのである。さらに，この十
全行為の本質は，この反射を喚起するのに
必要な全ての心的な準備状態のうちにも存
するのである。十全行為以外の行為は何の
効果ももたらさないであろう。というの
は，身体的な性的興奮は，いったん閾値に
達した後では，持続的に心的興奮に変換さ
れるからである。その時点で存在している
全身体的興奮を終結させ，皮質下の伝導路
がその抵抗を回復するためには，神経終末
をそれに加えられていた加重から解放する
ための出来事がどうしても生じる必要があ
るのである。

（同上 , p. 435. 傍点原著）

　ここで十全行為という語で指し示されている
のは，満たされた性交，言い換えれば，中絶性
交（体外射精）や延引性交と対比される意味で
の「通常の性交」のことである。そして性的行
為が十全なものではなかった場合に，そのかた
ちに応じて，神経衰弱あるいは不安神経症が生
じる要因となる。神経衰弱においてはマスター
ベーションが，不安神経症においては例えば体
外射精や延引性交が，十全ではない

0 0 0 0 0 0

性的な行為
として，それぞれの疾患の病因となる性的有害
事象を代表している。
　神経衰弱と不安神経症とが分離されていくな
かで，興奮理論から見られた二つの疾患の機制
が，対極性をもつものであることが明らかと
なっていく。フロイトはそれを身体的な「興奮
の集積－貧困化」と言い表している。

さらに，過剰のマスターベーション―こ
れはそれについての理論によれば，終末器
官（E）の過度の負荷軽減およびそれと同
時に終末器官における低い刺激水準に行き
着く―は身体的性的興奮の生産に干渉
し，身体的性的興奮の永続的な貧困化に，
それと同時に心的性群の弱化に行き着く，
と仮定することができる。これは神経衰弱
性メランコリーである。
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（Freud, 1986, p. 95）

今やここで神経衰弱との類似性が明らかに
なる。神経衰弱においては非常に類似した
貧困化が，興奮が言わば穴を通って漏れ出
ることによって，生じる。しかし，ここで
は身体的性的興奮が汲み出されるのだが，
メランコリーの場合，穴は心的領域に
あ る。

（同，p. 101）

　メランコリーとのつながり，あるいはメラン
コリーとの対比において神経衰弱が論じられて
いる個所（1894年に書かれたメランコリー論
の［草稿G］）を引用した。マスターベーショ
ンと身体的性的興奮の貧困化とのつながりがこ
こにもっとも明瞭に記載されていると思われる
からだ。神経衰弱とは，身体的な性的興奮の貧
困化から生じる症状群である。（いっぽうメラ
ンコリーとは，ここでは「心的性群の弱化」で
あると考えられている）。そしてその貧困化は，
過剰のマスターベーションによってもたらされ
る。また，「過剰な遺精」も同様に，身体的な
性的興奮の貧困化をもたらす（Freud, 1986, p. 

41）。
　神経衰弱が身体的な性的興奮の貧困化のあら
われであるのに対して，不安神経症はその集積
（蓄積）が問題となる。

身体的な性の緊張が豊富に発生しながら，
それが（心的性の発達が不十分なために，
心的性の抑制が企てられたために（防衛），
心的性の衰退のために，あるいは，身体的
性と心的性の習慣的な疎隔のために）心的
処理によって情動になり得ないところで，
性の緊張は不安

0 0

に変わります。それには，
したがって，身体的緊張の蓄積と心的方向
への排出の阻止が必要なのです。

（同，p.73. 傍点原著）

　フロイトは，論文「不安神経症」において，

「不安神経症が出現する病因的な条件」につい
て男女別に以下のように列挙している（Freud, 

1895a）。

●女性の場合
処女不安あるいは思春期不安。新婚不安。早漏
であったり，性的能力が非常に減退している夫
をもつ女性の不安。夫が体外射精や延引性交を
行う場合。未亡人や自らの意志による禁欲者の
不安。更年期の不安。

●男性の場合
自らの意志による禁欲者の不安。（婚約期間中
であるため）性的興奮を最後まで充たせないま
まで終わった男性，あるいは，（性交渉の結果
に対する恐れから）女性を触るだけあるいは見
るだけで我慢している男性の不安。体外射精を
する男性の不安。老年期にある男性の不安。

●男性にも女性にも当てはまる場合
マスターベーションの結果，神経衰弱になった
人は，マスターベーションをやめるや否や，不
安神経症に陥る。過労や身心を疲弊させるよう
な営為を契機としているものがあり，たとえば
宿直後，看病後，さらには重い疾患後にも出現
することがある。

　これらの諸条件に共通している点のひとつ
は，「身体的な性的興奮が精神的に処理される
こと」が何らかのかたちで妨げられている，と
いうことである。
　身体的な性的興奮が性的表象群と結びつくこ
とで心的リビードとなり，そのリビードが性行
為へと向かうというフロイトの図式については
さきに見た。上に挙げた諸条件においては，こ
の身体的な性的興奮と，心的な表象群との間の
結び付きに不具合が生じ，リビード（心的な性
的欲望）となりえない身体的な性的興奮が不安
として表出される。例えば，「処女不安」の場
合は，「身体的な性的興奮と結びつく表象群は
まだ十分に発達していない」ため，身体的な性
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的興奮の亢進はいわゆる性欲として自己認識さ
れず，不安として体験される。
　中絶性交（体外射精）や延引性交においては，
パートナーのそれぞれが満足

0 0

に至るかどうかが
問題となる。言い換えれば，性行為が十全行為
としての意味を持つかどうかが問われることに
なる。

　体外射精はほとんど常に有害である。し
かし女性にとってそれが有害性を持つの
は，夫が思いやりを欠いた形で中断した場
合，すなわち，自分の射精が近いとみる
や，妻が最後まで興奮したかどうかを顧み
ずに性交を中断した場合のみなのである。
反対に，妻の側が

0 0 0 0

満足するまで夫が待って
いた場合には，妻にとってはその性交は正
常な性交を意味することになる。ところが
そうなると今度は夫が不安神経症に罹患す
るのである。

（Freud, 1895a, p. 426. 傍点原著）

　夫が早漏の場合も同様で，「早漏後すぐによ
り上手に性交をやり直すことができれば，女性
は神経症にならずにすむ」とフロイトは言って
いる。
　（夫婦間の）性行為において「満足」が妨げ
られることは，なぜ身体的な性的興奮が精神的

0 0 0

に
0

処理されることの妨げを意味するのであろう
か。身体的な興奮は，ある閾値を越えると心的
領域に入り込み，そこで表象と結びつく。この
表象
0 0

は，（主として）外因的興奮の質的側面と
しての感覚像およびその想起像のことを指して
いる（内因性興奮の増減は質としては快・不快
として表れる。これもまた表象のうちに含まれ
る）。外因性興奮の源泉は環界にあり，外因性
興奮はそのまま精神の興奮となる（この場合，
閾は身体における環界との接触面にあると考え
ることができる）。（感性的）表象とは，環界と
身体との関係が内化されたものであり，身体的
興奮が表象と結びつくことは，身体的なものが
内化された環界と結びつくことを意味してい

る。表象と結び付いた興奮は，内化された表象
が結びついている現実的環界との関係におい
て，充足的行為を実現することへと向かう。こ
こでは精神的であることは，知覚的であり，経
験的であることと重なっている。感性的対象と
の関係において行為することはフロイトにとっ
て精神に属する事柄であり，感性的対象との関
係において満足に至らないことは，精神的な処
理の不全を意味することになる。精神的な処理
への経路（言い換えれば感性的な対象との関係
における満足の経路）を妨げられた身体的興奮
は，身体的興奮として蓄積され，身体的経路を
通して不安として払い出されるとフロイトは考
えた。
　そしてこの払い出しの身体的なルートは，
「身体的―性的緊張が心的処理に達するときで
さえ，それが普通に歩む神経刺激伝達路」であ
る。不安神経症の徴候である「呼吸の促拍，動
悸，発汗，うっ血など」は，正常な性交におい
ても生じる。不安神経症の徴候は性的な行為を
控えることの「代理現象」であり，不安発作は
「性交の等価物である」というのが，フロイト
がこの時点で不安神経症に見出した意味と価値
であった。16）

　ここまできて我々は，フロイトのいう心的外
傷と，「性的外傷」（ここでは中絶性交等による
ものをさしている）との間に共通の構造を見出
すことができる。心的外傷も，ここでいう性的
外傷もどちらも，興奮の亢進を十全な行為とし
て実現できない場合に生じる。そして心的外傷
の場合は表象因の興奮の亢進が，そしてここで
いう性的外傷の場合には身体的・内因的な興奮
の亢進が，十全な行為としての実現を妨げられ
ることになる。「不安神経症はヒステリーの身
体面での双子の片割れ」と喩えうるものであり，
両者の相違は，神経症として表出される興奮
が，「不安神経症においては純粋に身体的（身
体的な性的興奮）であるのに対して，ヒステ
リーの場合には心的（葛藤によって惹起された
もの）であるという点だけである」とフロイト
は述べている。
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第２節　心理学草案における心的外傷
　フロイトが，神経系の興奮を外因性の興奮と
内因性の興奮とに大別したことは前節で見た。
フロイトの神経症論は，『ヒステリー研究』以
降，性的な内因性興奮を軸として展開してい
く。いっぽうで現在的な心的外傷論は，外因的
なものこそが心的外傷をもたらすとみなしてい
る。そしてまた，それが性の領域に限定される
わけでもない。さきにも述べたように，フロイ
トが性的なものに病因の中心を置いていくにつ
れ，外的刺激によってもたらされた心的外傷と
いう概念は，フロイトのなかで位置づけが困難
になっていくように見える。
　そこでここからは，外因的興奮および内因性
興奮についてフロイトが（性に限定されるかた
ちではなく，より一般的なかたちで）どのよう
に考えていたかを知るために，1895年に書か
れた「心理学草案」をやや詳しく見ていきたい。
「心理学草案」は，心理学的現象の神経学的基
礎付けを目ざしたものであり，公表されたもの
ではないが，フロイトのメタサイコロジーの最
初のまとまった記述として，後年フロイトが発
表した諸論文を理解するうえで大変重要な意味
合いを持っている。また，誘惑論と願望充足論
の両者が並び存していること，外的刺激に関し
ての詳しい論述があることなど，本論の主題に
適した資料となっている。「心理学草案」にお
けるフロイトは片足を神経学者の領域に置いて
おり，このフロイトの神経学者としての側面
が，フロイトの学説と現在の生理学的なトラウ
マ理論との架け橋となるという点でも，検討の
価値があるテキストである。
　フロイトは「心理学草案」のなかで，神経学
的な知識と臨床心理学的な洞察とをかけ合わ
せ，神経系の活動の図式を描こうと試みてい
る。フロイトの図式を理解する要のひとつとな
るものは，神経系の興奮の総体を「流れる量」
として把握するという着想である。神経系は一
定の方向を持っており，刺激によって増加した
興奮量を，その方向に沿って排出するというの
が，神経系の活動の基本的な形となる。フロイ

トはこれを「慣性の原理」と呼んでいる。この
典型となるのが反射であり，感覚によって増加
した神経系の興奮量を同じ量だけ運動器官へと
放散するというのが，フロイトによる反射の基
本的な図式となる。そして運動によって刺激源
から逃避することに成功すると興奮の亢進は止
み，神経系は刺激のない状態を回復する。
　この反射の図式は，（内外二つの刺激源泉の
うち）外界からの刺激の感覚的受容を起点とし
ている。刺激源泉が身体の外部にあるため，生
体は運動を介して刺激から逃れられる。いっぽ
う内因性刺激のほうは，刺激源が身体内部にあ
るため運動によって刺激源から遠ざかることは
できない。これは人間の欲求として表れる興奮
である。食行為なり，性行為なり，その刺激源
（身体器官）の条件に見合った特殊の行為でもっ
て環境へとはたらきかけることが必要となる。
フロイトは，この特異的行為の遂行のために
は，脳（脳灰皮質）に興奮量が「ストック」さ
れていなければならないと考えた。この脳灰白
質にストックされた興奮量の全体が，量的観点
からみられたところの「自我」である。

とはいえ神経系がこのようにストックする
仕方には，［慣性へ向かう］同じ傾向が，
Qを少なくとも可能な限り低く抑え，亢
進するのに抵抗するという，恒常に保つ努
力へと変様されて存続されていることが表
れている。

（Freud, 1895b, p. 7）17）

　ここでQを恒常に保つ努力と言われている
ものが，さきに見た神経系の興奮量の恒常性の
命題にあたっている。
　また，もう一つ重要な仮説がある。それは，
記憶に関するものである。フロイトは「記憶は

0 0 0

ψニューロン間の通道における
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差異
0 0

によって体
0 0 0 0 0

現される
0 0 0 0

」と考えた。18）フロイトによれば神経
単位であるニューロンは，それ自体が受容した
興奮をある方向に沿って放散する構造体として
神経系全体と同型である。ただ，上に見たよう
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に，（脳灰白質全体がそうであるように）脳灰
白質の個々のニューロンはまた，興奮量をス
トックしておくという，放散に抵抗するような
役割をも担っている。フロイトはこの矛盾を，
ニューロンとニューロンの間に接触障壁と呼ば
れる抵抗体を置くことで解いている。接触障壁
は興奮量の放散に抵抗するが，興奮量がある閾
値を越えると放散が行われる。そして一度放散
が生じると，接触障壁の抵抗値は何らかのかた
ちで低下し，次はより低い興奮量で放散が行わ
れることになる。いわば，一度放散が生じた道
は通りやすくなるのである。フロイトはこれを
通道の程度と呼び，この通道の程度の差異が，
記憶という心的現象の身体的基盤であるとみな
した。
　「心理学草案」においてフロイトは，外的お
よび内的な刺激源泉という基本的な分割に対応
するかたちで，人間と環界との接触の場面とし
て二つの根本的な場面を選びとっている。ひと
つは「充足体験」であり，その具体例として新
生児の哺乳場面が取り上げられる。もうひとつ
は「痛みの体験」である。痛みの体験の原型と
してフロイトが具体的に何を想定しているのか
は不明だが，こちらもまた原初のなんらかの対
人的関りを含んでいることが示唆されている。19）

充足体験は主として内因性の刺激
0 0 0 0 0 0

（いわゆる欲
動）の亢進と放散に関わっており，痛みの体験
においては外的刺激

0 0 0 0

に由来する過剰に大きな興
奮が神経中枢に向かって侵入するという事態が
生じている。また，充足体験は，内因性の興奮
の加算によって生じる欲望状態

0 0 0 0

において想起さ
れ，痛みの体験の想起は（本テキストにおいて）
情動
0 0

と呼ばれている状態を惹起する。

　フロイトは哺乳／授乳を介した欲望の成立を
次のように描き出している。
　不安神経症について論じた個所で見たとお
り，内因性興奮はまずは身体的興奮として（加
算というかたちで）蓄積され，それがある閾値
を越えると心的な興奮として脳灰白質へ流入し
ていくと想定されている。そして，内因性興奮

の亢進を停止するためには，その興奮の種類に
応じた特異的行為の遂行が求められる。性的興
奮の場合は性的な行為が，空腹の興奮の場合は
食べることが，特異的行為に該当する。
　母体から分離した人間の個体（つまり乳児）
は，ある種の特異的行為の遂行に関して，他の
個体である養育者からのはたらきかけに依存し
ている。乳児はまずは興奮量の亢進を「内的変
化」という形態で放散する。内的変化とは，具
体的には泣き叫ぶことである。新生児の産声
は，母体からの酸素供給の停止により急速に亢
進した興奮量を，肺呼吸と関連した経路をとお
して放散することである（Freud, 1926）。この
放散行為はそのまま酸素を取り込む特異的行為
となっており，酸素の取り込みによって急激な
内因性興奮の亢進は緩和する。これが内的変化
の原型である。空腹においては，泣き叫びとし
て表れる内的変化は十全な行為ではない。た
だ，泣き叫びは養育者の注意を乳児に向け，養
育者による特異的行為（この場合は授乳行為）
をうながす。

　手助けのできる個体が外的世界での特異
的行為の作業を無力な個体のために行って
やると，この無力な個体は反射の仕組みを
通じ，内因性の刺激除去に必要な働きを自
分の身体内部において造作なく遂行するこ
とができる。この反射的遂行をもってこの
全体が充足体験

0 0 0 0

を体現しているが，これは
個体の機能発達にとってきわめて決定的な
帰結を有している。すなわち三つのことが
系に起こる。一，〔反射により系で〕
持続効果のある放散がなされ，これによっ
てにおいて不快を生み出していた圧迫に
終止符が打たれる。二，〔系の〕外套部
において，ある対象の知覚に対応して一つ
（ないし複数の）ニューロンに備給が生じ
る。三，特異的行為に続いて誘発された反
射運動の放散情報が，外套部のほかの部位
に入ってくる。ついでこれらの備給と中核
ニューロンとの間に通道が形成される。
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（Freud, 1895b, p.30. 傍点原著）20）

　乳児は哺乳において，養育者（とくにその乳
房）を感覚しながら哺乳運動を行い，乳汁を摂
取する。この哺乳運動が放散活動となると同時
に，乳汁の摂取によって内因性興奮の産出は止
み，亢進していた系の興奮量の水準は低下す
る。興奮量の亢進としての不快は，興奮量の低
減としての快を経て，恒常性へと回帰する。こ
れが充足体験である。この充足体験は，記憶の
身体的基盤としての通道を残す。この通道は，
特定の知覚像（その想起像）と，特定の運動像
と，（特定の）内因性興奮の亢進との間の結び
つきを担う。哺乳の場合は，母（の乳房）の表
象と哺乳運動の表象，そして空腹によって生じ
る内因性興奮とが，外套ニューロンおよび中核
ニューロンの間の通道として結び付けられる。
この表象と内因性興奮との結び付きが欲望の成
立である。不安神経症においては，性的な欲望
（リビード）の成立が同じ構図のもとに論じら
れたのは第Ⅲ章第1節で見たとおりである。21）

　内因性興奮が加算され，再び閾値を越える
と，の内因性興奮の量は上昇し，充足対象の
想起像および充足行為の運動像は生気づけられ
る。これが「欲望状態」である。「欲望によっ
て生気づけられるのは，まずは対象の想起像の
ほうであろう」。

　私の考えでは，こうした欲望による生気
づけがまずは知覚と同じものを，つまり
幻覚
0 0

を生み出すということは疑いない。こ
れに続いて反射的行為が開始される場合，
幻滅が起こらずにはすまない【五二－五三
頁参照】。

（同，p. 32. 傍点原著）

（発達早期の）欲望状態における充足対象の想
起は，充足対象の幻覚を生み出す。フロイトは
この着想を，夢の理解から導き出した。夢は幻
覚的性質を持っており，また夢を分析すると夢
の目的が欲望成就であることがフロイトには明

らかになった。22）夢の持つこれらの性格は，欲
望状態における充足対象の想起の第一次的な形
態を引き継いだものなのではないかというの
が，フロイトの考えであった。
　ここには，フロイトの精神病理論における重
要な洞察が示されている。それを筆者なりに
言ってみれば，未成熟な精神における正常な過
程が，成熟した精神における異常な過程の原型
となる，というものだ。そして，未成熟な精神
と成熟した精神とをわける指標の一つは，個体
としての養育者のはたらきかけをどの程度前提
として精神過程が成り立っているかという点に
あることを，これまで見てきたフロイトのテキ
ストは指し示している。上記の「幻滅」は，亢
進した興奮量を反射的行為の経路ではなく内的
変化の経路でもって放散するように促す。そこ
で養育者が登場し，想起されたものを知覚的な
ものとして提示する。あるいは養育者は，乳児
が幻覚に応じて反射的行為を行なっている時点
で，乳児の哺乳行為を察知し現実の充足対象と
してはたらきかけるかもしれない。未熟な精神
における心身の過程は，養育者の注意とはたら
きかけによって調整され，制御される（このは
たらきかけが十全でない場合，乳児は欲求不満
の状態におかれる）。そしてこの乳児と養育者
との関係の構図は，より成熟した精神における
心的な一次過程と二次過程（後述）の重層的な
関係というかたちで，個体の心的過程全体の構
図として内在化されることになる。また，いわ
ゆる精神疾患の症状は，心的二次過程を司る自
我と，心的一次過程との間の何らかのかたちで
の関係不全に基づくものとして説明されていく
ことになる。

　次に，「痛みの体験」と，痛みの体験の再生
としての「情動」について検討したい。これは，
外的刺激によって生じる心的外傷
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

についてフロ
イトがどのような考えを展開しているかを検討
することを意味している。
　量的観点からみられた「痛み」とは，系を
通して過大な興奮量が心の器官としての脳灰白
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質に侵入してくることであり，痛みは脳のなか
に「稲妻が通り抜けたときのように，持続的な
通道を残すに違いない」とフロイトはみなした。
そして痛みの体験によって，「痛みを喚起する
対象の想起像」と，防衛表出としての身体運動
や情動表出としての内的変化（それらの運動像）
とが結びつく。23）

　敵対的対象の想起像が喚起されると，痛みの
体験が再生される。興奮量の亢進による不快が
生じ，身体運動や内的変化へと向かう流れ（放
散性向）が再び生まれる。これが，「痛みの体
験の再生」としての情動

0 0

である。
　敵対的対象の想起においては，痛みの体験に
おけるような過大な外的興奮は発生しない。で
は不快や放散性向をもたらす興奮の亢進はどこ
から迸り出てくるのか。それは身体の内部

0 0

から
である。

一定の充実を受けるとQを筋へと伝導す
ることで放散する運動性ニューロンが存在
するように，「分泌性」ニューロンが存在
するに違いない。これは，興奮させられる
と，に向かう内因性の伝導路に刺激とし
て作用するものを身体内部に発生させる。
つまりこの分泌性ニューロンは，内因性の
Qの産出に干渉することで，Qを放散す
るのではなく，迂回路を経て供給するので
ある。こうした分泌性ニューロンのことを
「鍵ニューロン」と呼びたい。（略）痛みの
体験によって，敵対的対象の想起像はこの
鍵ニューロンへの卓越した通道を獲得して
おり，そのおかげで今度は情動において不
快が迸出される。

（同，p. 32）

　フロイトはここで，外傷的体験の再体験（フ
ラッシュバック）の神経心理学的機制に関わる
ことを述べているとみなすことができる。身体
の内部にはたらきかける分泌性のニューロンに
ついてフロイトがどのような考えを持っていた
のか筆者にはまだ不明な点が多いが，現在的な

観点からは，いわゆる「ストレス反応」に関与
する領域であると思われる。24）痛みの想起は，
鍵ニューロンとの間の強力な通道によって引き
起こされた内因性の刺激産出

0 0 0 0 0 0 0 0

を介して，不快と
放散性向を反復する。過剰な外的興奮の記憶
は，記憶一般に関わる神経系の構築の変化のひ
とつのバリエーションであり，いわば身体が刻
印を保持している。
　欲望と情動という想起の二つの形態において
は，どちらにも内因性興奮が登場しているが，
その発生の機制は異なっている。欲望において
は身体に源泉を持つ内因性興奮が加算され，そ
れが閾値を越えて表象へと向かい想起が起こる
のにたいし，情動においては想起された表象が
連合を介して内因性興奮の迸出をもたらす。ま
た，フロイトは「内因性の刺激は化学的産出と
いう形態であり，その数は相当なものかもしれ
ない」と述べている（Freud, 1986）。欲望にお
ける内因性興奮と，情動における内因性興奮と
の間の質的な差異も考慮に入れられなければな
らない。

における自我は，その傾向からすれば全
神経系であるかのように扱うこともできる
のだが，ここまで展開してきたことからの
帰結として，において影響されない過程
が生じると，二つの場合に無力な状態に陥
り，損害を蒙ることになる。すなわち第一
には〔一〕，自我が欲望状態にあって対象
の想起に新たに備給し，ついで放散を生じ
せしめるときで，その場合，対象は現実で
はなく，空想表象に存在しているに過ぎな
いので，充足は起こりえない。はさしあ
たり〔現実と空想表象という〕この区別が
できないが，は，自分のニューロン状態
が類似していることに従って作業するほか
ないからである。
（中略）
（引用者注：痛みの体験の再生に伴う）不
快の迸出が有害であるのは少なくとも，敵
対的想起像の備給が外的世界からではな
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く，自身から（連合を通じて）生じると
きである。ここでもまたW（知覚）と想起
（表象）を区別する指標が問題となる。

（同，pp. 37-38）

　筆者には，自我を無力な状態に陥らせるこの
「二つの場合」を，心的外傷反応の二つの原型
として位置付けることができるように思われ
る。「幻覚にまで至る欲望備給」とそれに続く
「幻滅」の体験（これは環界に目を移せば，充
足対象の不在である）は内因性興奮を主とする
心的外傷の原型であり，痛みの想起における
「全幅の防衛支出を伴うような全幅の不快の増
長」は，外因的刺激によってもたらされた心的
外傷反応（この反応は内因性興奮の迸出によっ
てもたらされる）の原型である。そして筆者と
しては，第Ⅰ章第3節において論じた心的外傷
の二つの型は，内発的な欲望の型と外因的な情
動の型として，この二つの原型と（おおまかに）
対応付けることができるのではないかと考えて
いる。
　発達の早期段階においては，欲望状態は充足
対象の想起像を幻覚化する。このことはさきに
見た。痛みの再体験としての情動においても，
敵対的対象の幻覚および現実体験と同じ水準の
不快感，そして同じ強度の防衛運動が生じる場
合がある。フロイトは，ある想起の持つ幻覚お
よび情動を喚起する作用のことを，想起の「幻
覚喚起能」および「情動喚起能」と呼んでいる。
また，フロイトはこれらの想起の過程を「心的
な一次過程」と呼んだ。
　心的な一次過程においては想起と現実的知覚
は区別されない。心的な一次過程は「通道の強
迫」によって神経生理学的に基礎づけられてお
り，「ニューロン状態」の「類似」性（あるい
は同一性）が想起と知覚の等価性を生み出して
いる。
　では何が，（より成熟した精神において）想
起と現実的知覚との間に区別をもたらすのだろ
うか。フロイトによればそれは，自我のはたら
きということになる。神経―興奮量理論におけ

る自我は，系にストックされた内因性の興奮
とそれによって占められたニューロン群とから
なっている。内因性興奮のストック体である自
我が心的一次過程にたいして何らかの仕方で制
止的に作用することによって，想起は知覚的質
を獲得しないままにとどまることができる。そ
うフロイトは考えた。それでは，自我はどのよ
うにして心的一次過程を制止するのか。
　さきに見たとおり，興奮量がどの方向に流れ
るかを決定する第一次的な要因は，接触障壁に
おける通道の程度にある。そして，心的な一次
過程は，この「通道の強迫」に基づいている。
その上でフロイトは，この通道関係とは拮抗的
にはたらきうるような方向決定要因をも想定し
ている。フロイトはそれを「側方備給」と呼ん
でいる。自我は，この側方備給によって，心的
一次過程にたいして制止的にはたらきかけるこ
とができるというのがフロイトの想定であっ
た。

しかし我々は第三の強力な要因を知るよう
になった【三一頁】。隣接するニューロン
が同時に備給されると，二つのニューロン
間にある接触障壁が一次的に通道されたよ
うな効果を生み，そうでなければ一つの接
触障壁に向かったであろう経過

0

が修飾され
る。このように側方備給

0 0 0 0

はQ
0

経過に対す
0 0 0 0 0

る制止
0 0 0

である。
（同，p. 36. 傍点原著）

　隣接するニューロンが同時に備給されている
場合，（備給されていない場合に比べて）容易
に興奮量の遷移が生じる。自我とは，各ニュー
ロン間が同時備給の状態にあるニューロンの集
団であり，相互の備給によって相互に結び付け
られている。フロイトは自我ニューロン集団の
この結び付きのことを「拘束」（Bindung：結
びつき，拘束，結合）と呼んだ。
　この同時備給（側方備給）は，通道関係に基
づく経過である心的な一次過程を制止しうる。
痛みをもたらした敵対的対象の想起像（の表象
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に関与する皮質領域）は，内因性刺激の迸出を
もたらす鍵ニューロンとの間に強力な通道関係
をもっている。敵対的想起像に興奮が備給され
た場合，通道関係に従えばその興奮の流れは鍵
ニューロンへと向かい，大量の内因性興奮の迸
出，全幅の情動表出と防衛表出が生じる。その
ため，想起に対して，あたかも現実的知覚に対
するような反応が惹起されることとなる。だ
が，もし，敵対的対象の想起像を担うニューロ
ンと隣接するニューロンが同時に備給されてい
たとすれば，興奮の流れは（鍵ニューロンへ向
うのではなく）その隣接するニューロンに向か
うことになる。鍵ニューロンへの備給は回避さ
れ，内因性興奮の迸出は起こらない。

ここで次のように思い描くのは十分可能だ
ろう。自我は，敵対的な想起像への新たな
備給の到来に自我の注意

0 0

を向けさせる機制
の助けを借りて，必要に応じて増強されう
る豊富な側方備給により，想起から不快迸
出に至る【SE/GW　量的】経過を制止す
ることができるようになると。

（同，p. 37. 傍点原著）

こうして，注意によって備給されたあるW

【A/SE/GW　知覚ニューロン】は，そのこ
とでいわば自我に一時的に【A/SE/GW　参
入され】，いまやあらゆる自我ニューロン
と同様に同一のQ拘束に服するとイメー
ジできる。

（同，p. 80）

　自我が，知覚像および想起像に注意を向け
る。これは興奮量の観点から言うと，知覚像お
よび想起像にたいして自我が側方備給を行う，
ということに対応している。自我の側方備給
は，心的一次過程を制止する。痛みの再体験と
しての情動にたいする制止については上に見
た。また，フロイトは，幻覚に至るまでの欲望
備給の制止についても言及している。フロイト
によれば，これこそが自我の発生と関わってい

るということになる。
　フロイトは，初源の充足体験によって生じた
中核ニューロンと対象像および運動情報との連
合を「始原的自我」と呼んだうえで，この「始
原的自我の教育と発達」に関して以下のように
述べている。

自我はまず，〔一，〕知覚の側から一定の条
件が満たされない限り，運動像に備給して
放散が引き続き生じるようなことはしては
いけないことを学ぶ。さらに〔二，〕自我
は欲望表象を一定の度合い以上に備給して
はいけない，さもなければ幻覚によって欺
かれるだろうからということを学ぶ【三七
－三九頁】。自我がこの二つの制約を尊重
し，新たな知覚に注意を振り向けるなら
ば，求めている充足を手に入れる見通しが
立つ。こうして，欲望像〔二〕と運動像〔一〕
を一定の度合以上に備給することを自我に
阻む諸制約が，自我にQを蓄積する根拠
となっており，自我に対してそのQを一
定の限界まで，自らの到達圏内にある
ニューロンへと転移するよう強いているこ
とは明らかである。

（同，p. 82）

　これらの「諸制約」はどのように成立するの
か。フロイトは，想起による「運動性の放出」
によっては（現実的対象の欠如により）快が得
られず，「内因性の刺激迸出の持続が最終的に
不快を引き起こす」という想定を述べ，この
「不快の脅し

0 0 0 0 0

」が，「不快迸出につながるような
ニューロンは備給されない

0 0

」という制約を成立
させると考えた。（同時に，これが「機械論的
にはどのように記述されるのか，このことはも
ちろん私には挙げることはできない」と付け加
えている）。
　自我は，欲望状態においても，情動において
も，心的一次過程を制止する。この制止によっ
て何が生じるのか。ひとつは，これにより，知
覚と想起との区別が生じる。そうフロイトは考
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えた。もうひとつは，これによって「思考行為」
が成り立つことになる。フロイトのいう心的な
二次過程とは，知覚と想起との間の区別と，そ
の区別によって惹起される思考作用を含んで
い る。

自我が既に存在する時点で外傷（痛み体験）
―最初期の外傷（痛み体験）は総じて自
我から逃れているものだが―が起ると，
まず不快迸出が起こるが，しかし同時に自
我も活動していて側方備給を作り出す。想
起が反復して備給されると，不快も反復さ
れるが，自我の通道も既に存在しており，
経験の示すところでは，二回目の迸出はよ
り小さいものとなり，さらに反復されると
自我に都合のよい信号という強度にまで収
縮するに至る【前出三九頁。〔九三頁以下
も参照〕】。したがって，最初の不快迸出の
場合に自我による制止が脱落しないこと，
過程があとからの一次情動体験として経緯
しないことが重要なのだが，こうした事態
がまさに，ヒステリー性プロトン・プセイ
ドスの場合のように，想起が最初に不快迸
出のきっかけとなったときには成就される
のである。

（同，pp. 70-71）

　一般的な痛み体験においては，現実体験の時
点で自我がすでに存在しており，敵対的対象の
知覚像にたいして注意が向けられる。この場
合，敵対的対象の想起においても自我の注意
（側方備給）が作用し，不快迸出はより小さい
ものとなる。そして，情動反復を介して「自我
との関係ないし自我備給との関係が想起を支配
する」に至り，痛みの体験の想起は「飼い馴ら
された想起」となる。25）（ヒステリー性プロト
ン・プセイドスについては，次節で検討する）。
　ところでフロイトは，引用したテキストのな
かで，「最初期の外傷（痛み体験）は総じて自
我から逃れているもの」であると述べている。
であるならば，個体の発達の「最初期」に生じ

た痛み体験の場合は，想起による情動の反復を
とおして自我が一次過程を制止していくという
ことにはならないのではないか。

において中核ニューロンが充実される
と，引き続いて放散努力，つまり運動経路
に向かって放出される圧迫を生じるだろ
う。経験に従えば，こうした場合にまず取
られるのは内的変化

0 0 0 0

への軌道（感情の動き
の表現，泣き叫ぶこと，血管の神経支配）
である。しかし導入部で述べたように【六
－七頁】，こうした放散はどれも，内因性
の刺激の受容がそれでも持続していて，
の緊張が再び生み出されるので，負荷を軽
減する効果をもたないだろう。この場合，
刺激を除去することは，身体内部において
Qの迸出をしばらく取り除く介入によっ
てのみ可能となる。そしてこうした介入
は，外的世界に変化をもたらすこと（栄養
の供給，性的対象の近接）を要請するが，
それは特異的行為

0 0 0 0 0

として特定の経路を通っ
てのみ生じうる。人間という有機体は当
初，この特異的行為を引き起こす能力に欠
く。特異的行為は他からの援助

0 0 0 0 0 0

によって生
じるが，それは内的変化の経路による放散
を通じて，経験ある個人が子供の状態に注
意を向けることによる。

（同，p. 29. 傍点原著）

　人間は個体発達の初めにおいて「特異的行為
を引き起こす能力」を欠いている。ここには，
身体の未発達ということとともに，特異的行為
のための興奮量のストックとしての自我の未発
達という意味が含まれている。「心の生活の最
初」には一次過程以外はまだ存在しない（Freud, 

1920）。二次過程（思考過程）を可能にする自
我が未発達であるからだ。最初期の子どもは，
自らその一次過程を制止することができない。
内因性興奮の亢進にたいして「無力な」状態に
ある。「経験ある個人」（以降は養育者としてお
く）による子どもの状態への「注意」と「特異
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的行為」とが，子どもの内因性刺激を除去し，
その一次過程を制止する。
　環境としての養育者および養育者が提供する
環境は，最初期の子どもにとって外的刺激から
の保護（刺激保護）として作用している。自我
のはたらきに基づいて行為する存在である養育
者が，子の状態に注意を向け，子の心身の未発
達を補い，外的刺激からも内的刺激からも子を
保護することによって，子は自我の成立以前の
無力な時期を生き残ることができる。子が過剰
な外的刺激に見舞われた場合に，養育者がそれ
にたいしてどう振る舞うか，養育者がそれをど
のように保持，想起し，類似の状況においてど
う反応するか等が，子がその体験をどのように
保存し，想起するかに影響するものと考えられ
る。充足的対象としての養育者が虐待者（敵対
的対象）として現れることは，外的刺激からの
保護の破綻と，内的興奮の充足の挫折との両方
を含意している。これは二方向からの刺激の過
剰であると同時に，子にとって自我を代理する
もの（自我をもつものとしての養育者）の機能
不全である。心的外傷とは何か。これを筆者な
りに定義すれば，幻覚喚起能および情動喚起能
を保持した想起表象である，ということにな
る。そして幻覚喚起能および情動喚起能の強度
は，体験の強度によって規定されるだけでな
く，自我による制止の脱落によっても規定され
ている。外的あるいは内的な興奮の高まりと，
それにたいする自我のはたらき（注意および思
考作用，また特異的行為による興奮の低減）の
不全という構図は，無力な乳児と機能不全の養
育者との関係と同型の構造を持っている。さき
に筆者が心的外傷の二つの原型として位置付け
たものは，養育者の何らかの形での機能不全を
前提としている。そして，過剰な興奮量のうち
外からやってくるものが主であるか，内から発
するものが主であるかによって，心的外傷のあ
り方や表れ方が異なるものと考えられること
は，これまで論じてきた通りである。

第3節　症例エマ
　前節の最後に，フロイトのテキストに基づい
て筆者なりに取り出すことができた心的外傷の
定義とその原型についての考えを述べておい
た。ただ，これは，フロイト自身が心理学草案
のなかで述べている心的外傷の成立とは異なっ
ている。筆者は，「最初期の外傷（痛み体験）
は総じて自我から逃れている」というフロイト
の言葉をいわば拡大解釈し，「最初期」におけ
る自我の未発達と，その時期に自我としてのは
たらきを担う養育者の機能不全が，「最初期」
における過大な興奮量の体験を心的外傷体験と
するとみなした。いっぽうフロイトは，「最初
の不快迸出の場合に自我による制止が脱落」す
る場面として，（「最初期」ではなく）思春期（「性
的成熟期」）を取り上げている。

　（フロイトの分析治療を受けているヒステ
リー患者の一人である）エマは，「現在，一人

0 0

では
0 0

店に行けないという強迫のもとにある」。
その根拠として彼女は12歳の頃の想い出を挙
げた。彼女は一人で「何かを買いに店に行き，
二人の店員が笑い合うのを見て，何らかの驚愕
の情動に襲われて店から走り去った」というの
がその概要であり，ひとつ目の場面である。12

歳という年齢についてフロイトは，「性的成熟
期に入ってすぐ」という注釈を入れている。
　さらに探究すると，それ以前の8歳の頃の思
い出が見出された。ある食料店主の店に，彼女
はお菓子を一人で買いに行った。「その時に普
段は廉直な店主が衣服の上から彼女の性器をつ
まんだ」。これが二つ目の場面である。

　場面Ⅱ（食料店主）を併せるならば，場
面Ⅰ（店員）を理解できる。（略）店員の
笑いは彼女に，食料店主が自分を襲ったと
きに浮かべていたほくそえみを想い出させ
たのだと。さて過程は次のように再構成で
きるだろう。店で二人の店員が笑い

0 0

，この
笑いが（無意識に）食料品店の想い出を呼
び覚ました。状況はさらに類似点を持って
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いて，彼女はまたもや店に一人でいるの
だった。食料店主と共に衣服の上からつま
まれたことが想い出されたが，あれから彼
女は性的に成熟を迎えていた。想起は，
〔八歳〕当時には確かにできなかったこと，
つまり性的迸出

0 0 0 0

を喚起し，これが不安に変
換された。この不安と共に彼女は店員が襲
撃を繰り返すのではないかと恐れ，そこか
ら走り去ったのである。

（Freud, 1895b, p. 65. 傍点原著）

　12歳時の出来事（場面Ⅰ）は，いくつかの
類似点から，8歳時の出来事（場面Ⅱ）をエマ
に想起させた。8歳のとき，エマは「食料店主」
から性的な「襲撃」を受けた（性器をつままれ
た）。草案におけるフロイトによれば，この出
来事自体は当時のエマにとって心的外傷として
の意味合いを持っていない。8歳のエマは性的
成熟以前の時期にあり，性的迸出は生じないと
いうのがその根拠である。12歳の買い物の場
面で，場面の共通点から以前の性的襲撃を想起

0 0

したとき，エマはすでに「性的に成熟を迎えて
いた」。この想起においてはじめて性的襲撃に
たいする性的迸出が生じる。そしてエマは，そ
の迸出を現在の（12歳の場面の）知覚的体験
と（誤って）結びつけたのである。フロイトは
この「誤った結合」のことを「ヒステリー性の
プロトン・プセイドス」（誤った前提）と呼んだ。
ここでは8歳時の性的襲撃は，性的成熟後に想
起されることによって性的迸出を引き起こして
いる。言い換えれば，子どもの頃の性的侵害の
想起が「事後的」に心的外傷となったのである
（「事後的

0 0 0

にのみ外傷となった想起」）。性的成熟
以前に受けた刺激を性的成熟後に想起すること
によって，現実体験の場面においては生じな
かった性的迸出が想起においてはじめて生じ
る。「想起が最初に不快迸出のきっかけ」とな
るため，「最初の不快迸出の場合に自我による
制止が脱落し」，「過程があとからの一次情動体
験として経緯」するのだ。「性的成熟の遅れが

0 0 0 0 0 0 0 0

あとからの一次過程を可能にするのである
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」。

これが，なぜとくに性的な興奮だけがヒステ
リー症状を形成するかという問いに対するフロ
イトのこの時点での説明であった。そしてこれ
がいわゆる誘惑論

0 0 0

として展開されることになる。
　ここでは，これまで痛み体験の再生としての
情動をめぐって展開されてきた内因性興奮の迸
出の機制が，性の領域に適用されている。フロ
イトの言うところによれば，情動迸出の機制は
そもそも「性的迸出の様相」を念頭において想
定されたものであった。フロイトは痛みの体験
の再生としての情動が神経症の症状をもたらす
とは考えなかった。あくまで性的な内因性興奮
だけが，神経症の症状を形成することができる
とみなしている。

第Ⅳ章　まとめと課題

　フロイトは，神経系に流入する興奮量の全体
を，外因性興奮と内因性興奮とに二分した。神
経系の興奮理論から見られた心的外傷は，理論
的には，外因性の興奮の過剰に起因する心的外
傷と，内因性の興奮の過剰に起因する心的外傷
とに大別しうる。ただ，フロイトは，外因性興
奮の過剰自体が神経症の病因としての

0 0 0 0 0 0 0 0 0

心的外傷
を成立させるとは考えなかった。なぜならフロ
イトにとって，神経症は一般的に内因性の性的
興奮によって生じるものだと考えられたから
だ。初期のフロイトのテキストにおいては，内
因的な性的興奮によって高められた欲望と自我
との間の対立によって心的外傷が生じる場合
と，幼少期の性的侵害の想起が性的な内因性興
奮の迸出を引き起こし，それによって想起が事
後的に心的外傷となる場合という，心的外傷の
二つの型が見出される。どちらの場合も，内因
性の性的興奮と結びついた表象は自我による拘
束から切り離されている。心的外傷は，興奮の
過剰によって規定されるだけでなく，自我によ
る制止の欠如によってもまた規定されている。
この二つの条件により，想起において心的な一
次過程が生じることとなる。
　現在のトラウマ理論は，主として外因的な刺
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激にたいする反応という立場から心的外傷を捉
えようとしているように見える。現在的な心的
外傷論を外因性興奮と内因性興奮という二つの
興奮概念から捉え直すとどうなるかを検証して
いくことが筆者にとっての今後の課題のひとつ

である。また，実践的には，外因的なものへの
事後的な反応が苦悩や不適応を産んでいるケー
スにおいて，どのような臨床的な関りが求められ
るのかを探求していくことが，臨床をおこなう
者としての筆者にとっての課題のひとつとなる。

̶  25  ̶

注
 1） ただし，この時期に公刊された

0 0 0 0 0

論文のなかに
は，性的な加害者としての父親に明瞭に言及
した箇所はない．

 2） 鉄道事故を契機として生じたある種の症状群
は，それが「神経組織の微小分子の損傷に由
来する」ものであるという器質論的立場から，
ヘ ル マ ン・ オ ッ ペ ン ハ イ ム（Hermann 

Oppenheim）によって「外傷神経症」として
概念化された（大野，2001）．

 3） フロイトはヒステリーにおけるこの機制を
（興奮量の）「転換」と呼んだ（例えばBreuer 

& Freud, 1895, pp. 129-130）．
 4） 「ヒステリー現象の心的メカニズムについて

（暫定報告）」．フロイトとヨーゼフ・ブロイ
アー（Josef Breuer）との共著．1893年に発
表され，『ヒステリー研究』（Breuer & Freud, 

1895）にも収録されている．
 5） フロイトは，トラウマ的な場面におけるルー

シーの心の動きを以下のように再構成して
いる．

  彼はこんな些細なことで，しかも，何の咎
とが

もないのに，私を怒鳴りつけ，あんな脅し
まで口にするんだから，私の思い違いって
わけだわ．

  （Breuer & Freud, 1895, p. 187）
 6） そして今度もまた，彼女の全道徳的表象と

の葛藤に陥ったのは，性愛に関わる表象圏
だった．つまり，このときの恋心は彼女の
義兄に向けられていたのであった．そし
て，自分がまさにこの男に恋慕の情を抱く
などという想念は，姉の存命中もまたその
死後も，彼女にとって受け入れがたいもの
だったのである．

  （Breuer & Freud, 1895, pp. 259-260）
  

  　私は先に，この女性患者がおりに触れ
て，ほんのつかの間であるとはいえ，自分
の義兄への愛を意識的にも認識したことが
あったと主張した．たとえば，姉の臨終の

床のかたわらで彼女の脳裏に「今，彼は自
由になった．おまえは彼の妻になれる」と
いう想念がよぎった瞬間，彼女はそれを認
識したのである．（略）すなわちまさにこ
れらの瞬間こそ，「トラウマ的」瞬間と呼
ばねばならない．

 （同上，pp. 263-264）
 7） 心的外傷の類別の先駆的業績として，岡野に

よる陽性外傷と陰性外傷という分類が挙げら
れる（「刺激の過剰による外傷を陽性外傷
positive traumaとし，養育の欠損等による刺
激の過小による外傷を陰性外傷negative 

traumaと呼ぶ」．岡野，2009, p. 77）．本論に
おける外因性，内因性という概念は，岡野の
いう「侵襲破壊的」，「欲動興奮的」という概
念と重なるものである（同，p. 41）．

 8） クリス（Ernst Kris）は『フリースへの手紙』
に付与された「初版への序論」（Kris, 1950）
のなかでフリースに関して，「喉と鼻の疾患
の専門医として訓練されていた」フリースは，
「ある特別な関係が鼻と生殖器官の間に存在
する」と考え，そこから「人間の性生活一般
の問題」の探求へと向かっていった，と述べ
ている（Freud, 1986, pp. 506-507）．

 9） この「神経力」という概念を，フロイトは
（H e r b e r t  S p e n c e r，C h a r l e s  D a r w i n，
Hughlings Jacksonらの影響下に）神経系の興
奮量という概念に置きなおしている（今村，
2024）．引用個所からは，ビアードが既に，
神経力という概念を量的に，そして経済論

0 0 0

的
に用いていることが読み取れる．

 10） 近森（1999）は，ビアードが列挙した神経衰
弱の症状群の拡がりに関して以下のように述
べている．

  その症状はじつに多様であり，「アメリカ
神経病」では1ページ半にわたって不眠や
頭痛，耳鳴り，食欲不振といった身体症状
から，抑うつ感や各種の恐怖症といった精
神症状まで数十の症状を列挙している
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（Beard, 7-8）．
 11） このうちの「三，これらの習慣に随伴する情

動」は，神経衰弱および不安神経症の病因と
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

しては
0 0 0

のちに棄却されることになる．
 12） 神経衰弱－不安神経症論の［草稿B］（1893）

には以下の記述がある．

  思春期に始まった苦痛に満ちたヒポコンデ
リーの一例において，私は七歳時の暴行を
証明することができた．他の児童期の一例
はマスターベーションによる暴行に対する
ヒステリー反応として説明できた．

  （Freud, 1986, p. 30）
 13） ［草稿A］，［草稿B］においては，中絶性交（膣

外射精）や保留性交もまた，性的外傷
0 0 0 0

と呼ば
れている個所がある．

  結婚生活上の保留－［性交］－外傷
  （Freud, 1986, p. 25）

  同じ課題，すなわち無害な方法による妊娠
の制御を，第二期の性的

0 0

外傷が課する．
  （同上，p. 31. 傍点原著）

  　性的外傷という概念においても，外部から
の侵害に比重を置いたものと，内発的なもの
が満たされないことに比重が置かれたもの
と，二つの型を見出せる．

 14） これは，先に引用した［草稿A］における4

つの病因のうちの，「三，これらの習慣に随
伴する情動」に当る．

 15） リビドーという言葉はラテン語では，羨
望，欲望を意味する．

  （Laplanche ＆ Pontalis, 1976, p. 485）
 16） のちにフロイトは，不安を構成する身体の状

態の原型を出生の場面における新生児の状態
に見出す．いわゆる「出生の外傷」であり，
また「原不安」である．

  　すなわち不安は危険の状況に対する反応
として出現し，そのような状態が再び訪れ
るなら，いつも再生産される．（略）恐ら
くは出生の間，呼吸器官へと向かう神経支
配の方向が肺の活動を準備し，心臓の鼓動
は，血液の中毒を防止するため加速される．

  （Freud, 1926, p. 61）

  　出生における新生児の状態と，上述の性交

不全によってもたらされる状態とは，「過大
となった欲求の緊張を前に」した「自我の寄
る辺ない状態」として共通しているとフロイ
トは考えた（同，p. 68）．欲求緊張の過大な
亢進にたいして自我が無力な状態に置かれて
いる状況は，本論のいうところの内因性の

0 0 0 0

心
的外傷状況に該当する．いわゆる「現勢神経
症」としての不安神経症は，内因性の心的外
傷状況の現勢的な

0 0 0 0

反復という要素を含んでい
るとみなされる．

 17） Qは量（Quantität）の頭文字であり，Q

（キュー・エータ）は神経系内部の興奮量の
ことをさしている．

 18） フロイトは，神経系の構築を「それのみが外
的世界と関係しているニューロンの系（脊髄
灰白質）」と，「末梢との直接の結合は持たな
いが，神経系の発達と心的機能が結びついて
いる上層系（脳灰白質）」とに二分して捉え
ている．前者は（ファイ）系と呼ばれ，そ
の個々のニューロンはニューロンと呼ばれ
ている．後者は（プサイ）系およびニュー
ロンと呼ばれる．この系が記憶作用を担っ
ている．

 19） 知覚が提供する対象が主体と類似のもの，
すなわち同じ人間

0 0 0 0

であると想定しよう．こ
の場合の理論的関心もまた，援助を与えて
くれる唯一の力がそうであるように，そう

0 0

した
0 0

対象が同時に最初の充足的対象である
こと，さらには最初の敵対的対象であるこ
とで説明できる．こうした理由で，人間は
認識することを同じ人間において学ぶので
ある．

  （Freud, 1895b, p. 44. 傍点原著）

  「敵対的対象」とは，ここでは痛みを与える
対象のことを指している．

 20） （オメガ）は，系，系と並ぶ「第三の
ニューロン系」であり，「意識的な感覚

0 0 0 0 0 0

」の
産出を担っている．不快が質として意識され
るのは，系の興奮量の亢進に伴う系の備
給の増加による．

  　また，系は，外的刺激を受容する系と
結びついているか，身体内部と結びついてい
る（「内因性の伝導路から備給を受ける」）か
によって，二つのグループに分けられる．前
者は外套ニューロン，後者は中核ニューロン
と呼ばれている．

 21） のちにフロイトは，哺乳行為自体を食行為と
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性行為との重層されたものとして捉えなおし
ている．

 22） フロイトは1895年7月24日に最初の夢の分析
を完了した（Freud, 1986）．心理学草案が書
き始められたのは同年9月15日からであり，
最初に分析された夢である「イルマの夢」は
草案においても取り上げられている．

 23） 第一次世界大戦（1914-1918）以降，戦争神
経症の解明が求められるなかフロイトは，
「草案」において描き出された「痛み」の図
式を再び取り上げていくこととなる．例えば
「快原理の彼岸」のなかで，生体が外界の刺
激から自己を保護するための外部層を持つこ
とに触れ，この「刺激保護を破綻させるだけ
の強さをもった外部からの興奮」を，「外傷
性興奮」と呼んでいる．そして，災害神経症
や戦争神経症といった外傷性神経症を，「刺
激保護の大々的な破綻の結果」として捉える
ことを提唱している．ただ，ここでもフロイ
トの性神経症理論は徹底しており，外的刺激
としての「機械的振動」は内的興奮としての
「性的興奮の一つの源泉」であり，この性的
興奮が外傷的に働くことが神経症の発生に関
与しているという見解を述べている（Freud, 

1920）．
 24） 私たちは，危険が迫っていれば扁桃体に警

告してもらい，体にストレス反応を起こさ
せることができる．トラウマを負った人々
は，自分のトラウマ体験と関連した画像や

音，声，思考を提示されると，マーシャの
場合のように，たとえその出来事から一三
年も経過していても，扁桃体が危険を察知
して驚いて反応することを，私たちの研究
ははっきり示していた．この恐怖中枢の活
性化は，ストレスホルモンと神経インパル
スの連鎖反応を引き起こし，血圧を上げ，
鼓動を速め，酸素の摂取量を増やし，闘争
あるいは逃走に向けて体を準備する．

  （van der Kolk, 2014, p. 78）
 25） 「快原理の彼岸」においてフロイトは，外傷

性体験を再体験する夢を，「外傷となる印象
を心的に拘束するために反復強迫に従うたぐ
いの夢」であると言っている．外的な刺激を
受容する神経領域への過剰備給（「心理学草
案」における「自我の注意」．「快原理の彼岸」
における「不安という備え」）によって外的
刺激が拘束されなかったことが外傷性神経症
の原因であり，再体験の夢は「不安を?き立
てることで刺激制覇を後からやり直そうとし
ているのである」とフロイトは述べている．
そして，心の装置の拘束機能に反復強迫のひ
とつの根拠を見出している（Freud, 1920, pp. 

84-86）．
  　なお，現在のトラウマ理論は，夢における

外傷場面の反復等の再体験に回復過程として
の意義を見出せるとするフロイトのこのよう
な見解に疑義を呈している（van der Kolk, 

2014）．
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This study examines the early works of Freud based on the two key concepts of exogenous 

excitation and endogenous excitation and discusses two types of psychic trauma. This review shows 

that early Freudian concept of psychic trauma can be classified into two types: one is caused mainly by 

the self-production of endogenous sexual excitation, and the other primarily by the release of sexual 

feelings, triggered by memories of sexual violation experiences. Freud’s theory of seduction was 

founded on the latter, and later psychoanalysis would emphasize the former. This study finds that the 

cases in “Studien über Hysterie” can be classified according to these two types.

Key words:  Sigmund Freud, trauma, Studien über Hysterie, Entwurf einer Psychologie, 

exogenous excitation,  endogenous excitation

Abstract

An Examination of Freud’s Theory of Psychic 
Trauma: Until the “Entwurf einer Psychologie”
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日常的な解離体験に及ぼす影響
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＊臨床心理学研究科 博士課程 修了生
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要　　旨

　本研究は，206名の参加者（男性136名，女性70名）を対象に，直接的いじめ被害または仲間は
ずれの経験が，様々な心理的要因を介して日常的な解離体験に影響を与えるかどうかを検討するこ
とを目的とした。構造方程式モデリングの結果，直接的いじめ被害も社会的排除の経験も，不安感
受性，自尊心，感情調節困難を介して解離傾向を予測することはなかった。
　今後の研究では，追加的な心理的要因と因果関係の方向性の問題を検討すべきである。

　キーワード：いじめ被害，大学生，不安感受性，自尊心，感情調節困難，解離体験
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に与える影響
第Ⅵ章　本研究の限界点と今後の展望
第Ⅶ章　本研究の臨床的意義

は じ め に

　文部科学省（2013）によると，いじめとは，
「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する
学校に在籍している当該児童生徒と一定の人間
関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為（インターネットを通じ
て行われるものも含む）であって，当該行為の
対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じてい
るものとする。なお，起こった場所は学校の内
外を問わない」と定義されている。
　いじめといってもその程度には差が大きく，
いじめを受けた本人が「嫌がらせを受けた」と
感じる軽度なものから，犯罪行為として取り扱
われるべきと認められ，早期に警察に相談する
ことが重要なものや，直ちに警察に通報するこ
とが必要なものまで幅広い。

第Ⅰ章　いじめに関する研究動向

第1節　いじめが心理学的要因に与える影響
　いじめ被害を受けることによって生じる影響
には様々なものがあり，例えば，香取（1999）
では過去のいじめ体験がその後どのように影響
しているかについて，プラスとマイナスの両面
から検討する調査を行い，いじめの影響尺度の
因子分析を用いて，いじめが「他者尊重」や「他
者評価への過敏」，「精神的強さ」「同調傾向」，
「情緒的不適応」，「進路選択への影響」に影響
を与えることを示した。その他にも，腹が立
つ，不安や心配といった否定的な感情の発生
（竹村，2001），心身への影響（坂西，1995）や
人間不信（橋迫， 1999）を生じさせるなどと
様々なものが存在している。さらに，金子
（2020）では，大学生117名を対象に調査を行
い，「同調傾向」，「情緒的不適応」，「進路選択」
への影響を与えることを示している。その他

に，無視・仲間外れの被害者は仮想的有能感が
高く自尊感情が低いが，無視・仲間外れの無経
験者は仮想的有能感が低く自尊感情が高いとい
うことが示されている（松平，蘇，高木，前田 

2019）。同論文ではさらに，自尊感情が低いこ
とに起因する何らかの行動が相手の攻撃性 を
誘発し，暴力的ないじめの被害に繋がる可能性
が考えられることを示している（松平，蘇，高
木，前田 2019）。
　これらの文献が示しているように，いじめは
多くの心理的要因に影響を与えていることが考
えられる。特に。いじめは，様々な心理学的要
因の中でも自尊感情，不安，感情調節に作用
し，長い人生の中で対人関係や仕事，就学と
いった事柄に対して影響を与える。そして社会
生活に支障が出ることでストレスが生じるため
に解離といったさらなる問題を引き起こす可能
性が考えられる。次項では，いじめが自尊感
情，不安，感情調節，解離に与える影響につい
て詳細に述べる。

ⅰ．いじめが自尊感情に与える影響
　いじめと自尊感情の関係性については，金子
（2020）の研究では，いじめの同調傾向や他者
評価への過敏性が自尊感情に負の影響を与える
ことを示した（   = -.27＞p.05）。また，吉川
ら（2013）の研究では，いじめと自尊感情の関
係について，いじめの被害経験者は，いじめ被
害の経験がない者と比較して，自尊感情が有意
に低いことが報告されている。また，無視・仲
間外れの被害経験者は仮想的有能感が高く自尊
感情が低いが，無視・仲間外れの被害を経験し
ていない者は仮想的有能感が低く自尊感情が高
いことが報告されている（松平ら，2019）。ま
た，いじめ被害経験がある者の自尊感情が低い
ことに起因する何らかの行動が，いじめ加害者
の攻撃性を誘発し，暴力的ないじめの被害に繋
がる可能性が考察されている（松平ら，2019）。
また，男性の場合は，いじめ被害経験者はいじ
め被害を経験していない者と比較して抑うつ及
び不安が高い傾向が見られたことが報告されて
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いる（荒木，2005）。

ⅱ．いじめが不安感受性に与える影響
　いじめが不安感受性に与える影響について
は，福井ら（2012）の行った研究により，虐待
的養育環境で育った人の不安感受性と解離傾向
に正の相関が示されている。また，黒川（2010）
の研究により，「何人かの人に繰り返し仲間外
れにされること。」や「何人かの人に繰り返し
無視されること。」などの間接的いじめ被害を
経験したものは不安感情が高くなることが明ら
かとなっている。さらに，Rodriguez, et al 

（2020）が，子どもの不安感受性レベルが，内
面化問題と仲間内被害経験の両方の前兆となる
度合いを検討した。その結果，不安感受性は，
一学期および二学期において，子どもが評価し
た仲間被害と有意に正の相関を示した（一学期
r = 0.17，二学期r = 0.22）。また，他方でHu，
Chou，& Yen（2016）は注意欠陥・多動性障害
（ADHD）の青少年における行動的気質特性，
併存する自閉症スペクトラム障害（ASD），い
じめの関与と不安および抑うつとの関連を検討
する研究を行っている。その結果，いじめの被
害者であることが、不安の重症度と正の関連を
示した（   = 0.2， p < .01）。

ⅲ．いじめが感情制御困難に与える影響
　いじめが感情調節困難に与える影響について
は，大河原（2010）が「過剰適応的な『よい子』
の自分と，ネガティブ感情制御困難な『悪い
子』の自分との解離を特徴とする自己を構成し，
そして青年期以降には『複雑性PTSD』や解離
性障害へと発展していくことになる」と考察し
ている。また，大河原（2010）は，「学校場面
でいじめられていた生徒が学校でいじめにあ
い，不登校になった子どもが，適応指導教室と
いう安全な居場所を得たにも関わらず，今度は
適応指導教室内でいじめる側になり，激しくき
れたり暴力をふるったりするようになることも
あると，いじめ被害を受けたことによる感情制
御困難の高まりから，今度はいじめ被害者がい

じめ加害者になることもある」と述べており，
いじめ被害者が感情制御困難によって加害行動
といった問題行動を引き起こす事例についても
述べられている。

Ⅳ．いじめが解離に与える影響
　いじめ被害経験が解離に与える影響について
は，西松（2005）が解離症状を示す解離性同一
性障害者7症例と摂食障害者11症例を比較し，
解離と心的外傷の関係を検討する研究を行って
いる。その中であげられた症例のうち2症例は
発祥の契機がいじめ体験であった。また発祥の
契機こそ異なるが，心的外傷体験としていじめ
を経験していた症例が2つ存在している。その
他に，山口・織田（2017）の研究では，いじめ
がストレスフルなイベントの中で，死別や震災
に次ぐ高順位でのストレスイベントであること
が示されており，同研究内にて，過去のいじめ
体験を想起した際には解離の主効果が認められ
ている。

Ⅴ．いじめと解離の関係
　解離症群は心的外傷及びストレス因関連障害群
には数えられてはいないが，密接な関係があるこ
とが示唆されている（Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders, 5th ed, 2013）。 ま
た，ストレスフルな体験は人生の中で多く生じ
るが，その中でも，いじめ体験が強いストレス
フルなイベントであることが山口（2017）の研
究によって明らかとなっている。 また，心理
療法研究会（2010）は，解離を引き起こす要因
として「関係性のストレス」を想定しており，
関係性のストレスは極めて主観的，個別的で客
観的には見極められにくいものであるため，当
事者の主観にも注目する必要性を主張してい
る。柴山（2017）の取り上げた症例では，虐待
や性的外傷体験などは一切なかったが，小学校
から高校まで，いじめ被害を受けていた。その
結果イマジナリーコンパニオンを発現し，その
病的解離へとつながっていった。更に，後藤
（2006）の研究では従属変数を解離性傾向，独
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立変数をいじめ被害（有無）と空想傾向（高低）
とした2要因分散分析を行っている。その結
果，小4～小6の間にいじめ被害を受けた者の
主効果が有意となっている（F = 15.48, p < .1）。
また，小1～小3に受けたいじめ被害と空想傾
向の交互作用も有意となっている（F = 4.69, p 

< .01）。
　しかしながら，同じいじめを受けた者であっ
ても解離現象を引き起こすものと引き起こさな
いものがおり，いじめを受けることが直接的に
解離症状を引き起こすのではなく，いじめを受
けたことによってさまざまな心理学的要因に変
化が出ることで，解離症状を引き起こす可能性
が考えられる。さらに，いじめが日常的解離に
与える影響についてそのメカニズムを検討した
論文は存在しない。そこで，本研究では，過去
のいじめ体験が日常的解離に与える影響につい
て検討する。

Ⅵ． いじめが大学生の自尊感情，不安感受性　
感情制御困難に与える影響に関する先行
研究

　いじめが大学生の自尊感情，不安感受性，感
情制御困難に与える影響については，様々な先
行研究が存在している。いじめ被害が自尊感情
に与える影響については，金子（2017）が大学
生 117名を対象に，過去のいじめが現在の友人
関係と自尊感情に及ぼす影響について検討する
研究を行っている。いじめの影響尺度の各下位
尺度を独立変数，友人 関係の特徴を捉える各
尺度，自尊感情尺度を従属変数とする重回帰分
析を行った結果，いじめの否定的な影響の「情
緒的不適応」は価値観（   = -.37，p < .01），葛
藤解決効力感（   = -.45，p < .01）， 自尊感情（   

= -.31，p < .01）に有意な負の影響を与えてい
た。また，水谷・雨宮（2015）は，大学生208

名を対象に，過去のいじめ経験が自尊感情と
ウェルビーイング与える影響について研究を
行っている。その結果，直接的小学生の時にい
じめ被害を経験したものは自尊心を低下させ，
ウェルビーイングに影響を与えていると考えら

れている。さらに，長田・相澤（2021）は大学
生458名を対象に，いじめの長期的被害である
自尊感情の低下と体験への意味付けについて，
いじめ被害からの回復を検討する研究を行って
いる。その研究の中で，過去のいじめ被害が直
接に現在の自尊感情を低下させていることが明
らかとされている（r = -.18, p < .01）。
　いじめ体験が不安感受性に与える影響につい
ては，岡安・高山（2000）が宮崎市内およびそ
の周辺地域（宮崎郡内）の国公立中学校11校（計
199クラス）の1～ 3年生の生徒7,081名を対象
に行っている。その結果，抑うつや不安，自尊
心の低下，心身症，対人不安などの不適応症状
が現われることが明らかにされている。

第2節　いじめが日常的解離に与える影響
ⅰ．解離の定義
　解離とは，様々な人間により複数の定義が生
み出されてきているが，パトナム（2001）はこ
れらを要約し，「正常ならばあるべき形での意
識と体験との統合と連携が取れていないことを
一つの条件とする概念」と定義している。また，
Sevillano et al（2017）は「身体表現性症状と
転換性症状の両方が解離として理解される可能
性があることを考慮すると，解離はアクセス可
能であるべきプロセスの分離と定義される」と
語っている。現在，解離性障害と呼ばれている
心理現象は，当時は統合不全の名で考察されて
きた。統合不全について，松本（2012）は「私
たちが受け取る感覚事象が個々バラバラに散在
したままになっていて，一つのシステム（体系）
に統合されていない現象を示す」と説明してい
る。医学の分野では，Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders-5精神疾患の診断・統
計マニュアル（American Psychiatric Association, 

2013）によって「意識，記憶，同一性，情動，
知覚，身体表象，運動制御，行動の正常な統合
における破綻および /または不連続である。」と
定義されており，Table 1のような症状がある
と挙げられている。
　本研究では，上述のような重篤な解離症状で
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はなく，日常的に起こりうる解離である「日常
的解離」に焦点を当てて研究を実施する。次項

では日常的解離体験について概説する。
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ⅱ．日常的解離とは
　舛田（2008）は日常的解離のことを「意識・
記憶・同一性・知覚・ 運動・感情の遮断・喪失
が一時的・限定的なもの。本人に自覚があり，
それらの体験から自分の意志である程度戻るこ
とができる統制性のある解離」と定義した。ま
た、日常的解離体験は正常解離とも呼ばれてお
り、正常解離とは，授業中に空想をして授業が
聞こえていなかったり，読書やある作業などに
周りの音が聞こえないほど没頭するなど誰でも
体験しうるものであり，日常生活に支障をきた
さない程度のものである。日常的解離は日常生
活の中でごく一般的に存在している（王他，
2018；田辺・雨宮，2001）。具体的には，没入
体験，習慣的活動の自動化，イマジナリーコン
パニオンなどが知られている（心理療法学会，
2010）。しかし，病的な解離と比較すると日常
生活に悪影響がないといえるが，一方で，日常
的解離によってつらい思いをする人達も存在し
ており，不安の原因にもなっているケースも存
在する（心理療法研究会，2010）。 本研究では，
このように健康的な一般成人であっても起こり
うる解離体験について検討する。

第3節　 いじめが心理学的要因を介して解離
に与える影響

ⅰ． いじめが心理学的要因を介して日常的解
離に与える影響に関する先行研究

　いじめ被害と病的解離を取り扱った研究はす
でに多く行われてきている。例えば，後藤
（2006）の研究では，高1～高3にいじめ被害
を受けたものの空想傾向の交互作用が有意傾向
となっている（ 2 [1] = 3.14, p = .077）。更に，
同研究内にて単純主効果検定の結果，空想傾向
高群において被害経験者のほうが病的解離の人
数の割合が有意に多いことも明らかとなってい
る（ 2 [1] = 7.50, p < .01）。
　一方で，いじめと日常的解離体験を取り扱っ
た研究は行われていない。

ⅱ．モデル検証の臨床的意義
　本モデルを検証することにより，直接的いじ
め被害と仲間はずれ経験が自尊感情，不安感受
性，感情制御困難に影響を与え，その結果日常
的解離体験に対して影響を与えているのかを検
討する。これにより，いじめ被害体験がどのよ
うな心理的要因に対して影響を与え、最終的に
解離体験にどのように影響を与えているのかが
明らかになる。このようなメカニズムが証明さ
れることで、解離体験の軽減の為に介入可能な
心理学的要因を同定するための基礎的な知見と
なりうると考えられる。

第Ⅱ章　本研究の目的と意義

第1節　本研究の目的
　いじめ被害体験が解離傾向に対して影響を与
えていることは，先行研究によって明らかと
なっている。しかし、直接的な関係を明らかと
したものであり，いじめ被害体験がどのような
心理的要因に影響を与え，解離傾向を強めてい
るのかは明らかとされていない。
　そこで，本研究では，過去に受けたいじめ被
害体験が，影響を与えていることが確認されて
いる不安感受性，自尊感情，感情制御困難が日
常的解離体験に対して影響を与えているのでは
ないかについて明らかにすることを目的とする。

第2節　本研究の意義
　本研究では，過去に受けたいじめ被害体験が
心理的要因に対して影響を与え、最終的に解離
体験にどのように影響を与えているのかを明ら
かとすることで，過去に受けたいじめ体験の影
響に対する対処の方法が明らかとなるだろう。

第3節　本研究の仮説
　過去に受けた直接的いじめ被害経験または仲
間はずれ経験は，自尊感情の低下と，不安感受
性・感情制御困難の傾向を強めることを介して，
日常的解離体験を強める。
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第Ⅲ章　調査方法

第1節　調査協力者
　2022年4月から8月にかけて，首都圏の私立
大学に通学する大学生228名に対して，調査用
紙を配布し回答があった者を調査協力者とし
た。記入漏れや記入ミスあった者22名を除く，
206名（男性136名，女性70名，平均年齢19.43

歳，標準偏差1.28）を分析対象とした。

第2節　調査手続き
　2022年4月から8月までの期間に首都圏の私
立大学で実施された講義に参加した者に対し，
研究に関する説明をしたうえで質問用紙を配付
した。その後，同意をとれた者から講義終了後
に回収した。回収した質問紙の内容は，個人情
報が特定されない形に数量化し，統計解析を
行った。

第3節　調査材料
ⅰ．社会統計学的データ
　年齢，性別，トラウマ体験の有無について回
答を求めた。

ⅱ．いじめの被害経験（水谷・雨宮，2015）
　いじめの被害経験として，まずいじめに関わ
る苦痛を与える行為となるものでは，直接的攻
撃と間接的攻撃が考えられる。（Card, Stucky, 

Sawalani, & Little, 2008）これらを念頭におき
つつ，水谷・雨宮（2015）の研究を参考に，直
接的攻撃と間接的攻撃の両種類を含むいじめ全
般の被害にあたる「嫌なことをされたことや，
言われたことがあり，苦痛が受けたことがあ
る」という直接的いじめ被害経験および，「仲
間外れにされて，精神的苦痛を受けたことがあ
る」という仲間外れのいじめ被害経験の2つの
質問について，「5：よくあった」，「4：ときど
きあった」，「3：あまりなかった」，「2：ほとん
どなかった」，「1：全くなかった」で回答を求
める。 本研究では，いじめ被害経験を測定す

る本項目において4以上（「あった」と評価さ
れるもの）と回答したものをいじめ被害経験有
群，3以下（「なかった」と評価されるもの）
をいじめ被害経験無群と群分けを行った。

ⅲ． 自尊感情尺度（山本・松井・山成，1982）
　自尊感情尺度は，回答者が自分自身について
どのように感じるのかという感じ方，自己の能
力や価値についての評価的な感情や感覚を測定
するために用いられる自記式の質問紙である。
例えば，“少なくとも人並みには，価値のある
人間である”，“色々な良い素質を持っている”
などが含まれる。各項目に対して，10項目5件
法で回答し，得点可能範囲は10点から50点で
ある。得点が高いほど，自尊感情が高いことを
示す。ローゼンバーグ（1965）による既存尺度
を山本ら（1982）が邦訳したものであり，邦訳
された項目の内容から，内容的妥当性も高いこ
とが示されている。

Ⅳ． 不安感受性尺度（ASI）（村中・坂野，
2002）

Anxiety Sensitivity Indexは，ASI日本語版 Anxiety 

Sensitivity Index （Reiss et al. 1986）を翻訳し，
村中・坂野（2002）において，日本語版作成を
行った。5件法（“全くそう思わない”を0と
し，“非常にそう思う”を 4）16項目（「心臓
がドキドキするとこわくなる」，「神経質になる
と，何か精神的な病気ではないかと心配にな
る」など）。

Ⅴ． 日本語版感情制御困難尺度（Japanese 
version of Difficulties in Emotion 
Regulation Scale：J-DERS）（山田・杉江，
2013）

　J-DERSは，感情調節困難の程度を測定する
尺度である。J-DERSは，感情受容困難，行動
統制困難，感情制御方略の少なさ，感情自覚困
難の4因子で構成される。例えば，「動揺して
いるときは，そうした状態が長く続くと思
う。」，「動揺しているときは，自分のコント

̶  7  ̶



いじめが自尊心，感情調節，不安感受性を介して日常的な解離体験に及ぼす影響

̶ 94 ̶

ロールを失う。」などの項目が含まれる。計16

項目について「1．ほとんどない」から「5．い
つも」の5件法で回答を求める。本尺度は，山
田・杉江（2013）によって内的整合性および構
成概念妥当性が確認されている。

Ⅵ． Dissociative Experiences Scale（解離体
験尺度）（田辺・小川，1992）

　Dissociative Experiences Scaleは，回答者の
解離性体験を，日常的で病理的でない軽度のも
の（0点）から，多重人格を典型とする病理的
で重度なもの（100点）と評価・測定する質問
票である。例えば，「着た覚えのない服を着て
いたというような経験がある。」などの項目に
ついて，visua1ana1ogue response sca1eへの回
答を0～ 100点の5点刻みで得点化し，その項
目一得点の平均得点として得点を算出する。田
辺ら（1992）によって，尺度の信頼性が十分に
高いことが確認されている。

第4節　倫理的配慮
　本研究は東京国際大学学術研究倫理審査委員
会の承認を得て実施された（承認番号205607）。

第5節　解析方法
ⅰ．群分けの手続き
　本研究ではパターンの群分けを行った。1つ
目は直接的いじめ被害経験を測定する項目にお
いて4以上と回答したものを直接的いじめ被害
経験有群，3以下と回答したものを直接的いじ
め被害経験無群と群分けした。2つ目は，仲間
外れ経験を測定する項目において4以上と回答
したものを仲間外れ経験有群，3以下と回答し
たものを仲間外れ経験無群と群分けした。本研
究では上記2つのパターンにおける解析をそれ
ぞれ行う。

ⅱ．統計解析
　統計解析には，IBM SPSS社の統計解析パッ
ケージソフトであるSPSS ver 28を使用した。
まず，全体および直接的ないじめ被害の有無

別，仲間外れ経験の有無別における各変数にお
ける基礎統計量を算出した。その後，直接的な
いじめ経験の有無による差の検討の為，各変数
の t検定および 2検定を実施した。同様に，仲
間外れ経験の有無による差の検討の為，各変数
の t検定および 2検定を実施した。その後，全
体における各変数間の相関係数（Pearsonのr）
を算出した。最後に，全体において，いじめ被
害経験が心理学的要因を介して日常的解離体験
に影響を与えるか否かを検討するため，共分散
構造分析を実施した。共分散構造分析には IBM 

SPSS社の統計解析パッケージソフトである
Amos ver 28を使用した。

第Ⅳ章　結　果

第1節　全体の記述統計と相関分析
　まず，全体における各変数の記述統計量およ
び相関係数を算出した。その結果をTable 2に
示す。その結果，各変数の記述統計量は先行研
究と同程度であることが確認された。年齢，不
安感受性尺度の合計得点，自尊感情尺度の合計
得点，感情調節困難尺度の合計得点，いじめ被
害経験，仲間外れ経験，解離体験尺度の合計平
均得点での相関分析を実施した。その結果，年
齢と自尊感情との間に非常に弱い正の相関関係
が認められた（r = .15，p < .01）。次に，不安
感受性尺度と自尊感情との間に有意な弱い負の
相関関係が認められた（r = -.27，p < .01）。不
安感受性とその他の変数は有意な弱い正の相関
関係が認められた（直接的いじめ被害経験：
r = .32, p < .01, 仲間外れ被害経験：r = .35, p < 

.01, 日常的解離体験：r = .33, p < .01，感情制
御困難：r = .49, p < .01）。また，自尊感情と日
常的解離体験の間に有意な非常に弱い負の相関
関係が認められた（r = -.16，p < .05）。自尊感
情とその他の変数の間には弱い負の相関関係が
認められた（直接的いじめ被害経験：r = -.34, 

p < .01, 仲間外れ被害経験：r = -.20, p < .01, 感
情制御困難：r = -.46, p < .01）。さらに，直接
的いじめ被害経験と仲間外れ被害経験の間に中
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程度の正の相関関係が認められた（r = .63, p < 

.01）。直接的いじめ被害経験とその他の変数は
有意な弱い正の相関関係が認められた（日常的
解離体験：r = .24, p < .01，感情制御困難：r = 

.36, p < .01）。さらに，仲間外れ被害体験と日
常的解離体験および感情制御困難の間に有意な
弱い正の相関が認められた（日常的解離体験：
r =.32, p < .01，感情制御困難：r = .22, p < 

.01）。最後に，日常的解離体験と感情制御困難
の間に有意な弱い正の相関が認められた（r = 

.36, p < .01）。

第2節　 直接的いじめ被害経験の有無による
各変数の差

　上述の通り群分けを行い，直接的いじめ被害
経験の有無による各変数の差を t検定あるいは
2検定を実施した。その結果をTable 3に示す。
　 2乗検定の結果，直接的いじめ被害経験の有
無に男女差は認められなかった。次に t検定の
結果，自尊感情と日常的解離体験および感情制
御困難に有意な差が認められた（自尊感情：t 

= -4.41（402）, p < 01，日常的解離体験：t = 2.47

（203.72）, p < .01，感情調節困難：t = 5.07

（204））。それ以外の変数に有意な差は認めら

れなかった。

第3節　仲間外れ経験の有無による各変数の差
　直接的いじめ被害経験と同様に，仲間外れ経
験の有無に関しても群分けを行い，仲間外れ経
験の有無による各変数の差について t検定ある
いは 2検定を実施した。その結果をTable 4に
示す。
  2検定の結果，仲間外れ経験の有無による差
が認められた（ 2 = 5.54，p < .05）。次に，t検
定の結果，自尊感情，不安感受性，感情制御困
難，日常的解離傾向に有意な差が認められた
（自尊感情：t = -2.68 （204），p < .01，不安感受
性：t = 4.23（112），p < .01，感情制御困難：t = 

3.29（204），p < .01，日常的解離傾向：t = 3.56 

（204）, p < .01）。

第4節　重回帰分析
　感情調節困難，不安感受性，自尊感情，直接
的いじめ被害，仲間外れ体験が日常的解離体験
に与える影響を検討するため，対象者全体を対
象に，強制投入法による重回帰分析を実施し
た。解析では，日常的解離体験を従属変数と
し，感情調節困難，不安感受性，自尊感情，直
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Table 2　全体の記述統計と相関分析全体の記述統計と相関分析

Note DERS = Difficulties in Emotion Regulation Scale, ASI=Anxiety Sensitivity Index
 DES = Japanese version Difficulties in Emotion Regulation Scale
 いじめ 1＝ハラスメント経験　いじめ 2＝仲間外れの経験
 ** ＝ p < 0.01　* ＝ p < 0.05
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接的いじめ被害，仲間外れ体験を独立変数とし
た。その結果をTable 5に示す。
　重回帰分析の結果，不安感受性，仲間外れ経
験，感情制御困難が，日常的解離体験に影響を
与えていることが確認された（不安感受性：  

= 0.16, p < .01, 仲間外れ経験：  = 0.24，p < 

.01, 感情制御困難：  = 0.24）。また，決定係数
R2は .20であった。本分析の全ての変数に多重
共線性は認められなかった。

第5節　共分散構造分析
ⅰ． 直接的いじめ被害経験が心理学的要因を
介して日常的解離体験に与える影響

　直接的被害経験の頻度の素点，自尊感情の合
計得点，ASIの合計得点，DERSの合計得点と
DESの合計平均点を潜在変数として，直接的
いじめ被害経験が心理学的要因（自尊感情，不
安感受性，感情調節困難）を介して日常的解離
体験に与える影響のメカニズムについて検討す
るため，共分散構造分析を実施した。 その結
果をFigure 1に示す。
　本モデルの適合度は，GFI = 0.87, AGFI = 0.52, 

RMSEA = 0.29,  2 = 74.92（df = 4, p < 0.001）で
ある。GFI及びAGFIは1に近いほど，RMSEA

は0に近いほどデータの当てはまりが良いとさ
れることから，本モデルの適合度は低いと判断
される。

ⅱ．  仲間はずれ経験が心理学的要因を介して
日常的解離体験に与える影響

　仲間外れ経験の頻度の素点，自尊感情の合計
得点，ASIの合計得点，DERSの合計得点と
DESの合計平均点を潜在変数として，仲間外
れ経験が心理学的要因（自尊感情，不安感受性，
感情調節困難）を介して日常的解離体験に与え
る影響のメカニズムについて検討するため，共
分散構造分析を実施した。その結果を，Figure 
2に示す。本モデルの適合度は，GFI = 0.84，
AGFI = 0.39, RMSEA = 0.17,  2 = 27.19（df = 4，
p < 0.001）である。GFI 及びAGFI は1 に近い
ほど，RMSEAは0に近いほどデータの当ては
まりが良いとされることから，本モデルの適合
度は低いと判断される。

第Ⅴ章　考　察

　本研究では，直接的いじめ被害経験および仲
間はずれ被害の経験が，自尊感情，不安感受
性，感情調節困難を介して，日常的解離体験に
影響を与えているのかを検討した。以下に本研
究で得られた結果を基に考察を述べる。

第1節　参加者の属性と各変数について
ⅰ． 本研究の参加者の特徴
　本研究は，大学生206名（男性136名，女性
70名，平均年齢19.43歳，標準偏差1.28）を対
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Table 5　DES を従属変数とした重回帰分析（強制投入）

注） ASI = Anxiety Sensitivity Index
 J-DERS = Japanese Difficulties in Emotion Regulation Scale
 ** = p ＜ .01
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象に調査を行った。以下に，先行研究を基に，
本研究の調査参加者の属性を考察する。
　まずはじめに，不安感受性を取り扱った先行
研究では，村中・坂野（2002）が不安障害と診
断された者78名を対象に行い，ASIの合計得点
の平均値が32.6（標準偏差11.01）であること
を報告した。本研究の参加者のASIの合計得点
の平均得点は34.0（10.6）であり，先行研究と
同程度の平均得点であるが，比較する母集団が
臨床群であることを考慮すると，本研究の対象
者の不安感受性は健常群と比較してやや高い水
準である可能性が考えられる。
　次に，感情制御困難を取り扱った先行研究で
は，杉江（2013）が大学生・大学院生457名を
対象に行い，平均値が42.27（15.06）であった。
本研究の参加者の感情制御困難の合計得点の平
均得点は36.95（11.60）であり，先行研究と比
較すると同程度の平均得点であると考えられ
る。このことから，本研究の対象者の感情制御
の能力は先行研究と比較して，同程度であると
考えられる。
　また，直接的いじめ被害経験，仲間はずれ被
害を取り扱った先行研究では，水谷・雨宮
（2015）が大学生208名を対象に行っている。
水谷・雨宮（2015）においては選択肢1から5

と回答した割合を開示している。それによる
と，小学校・中学校・高校において直接的いじ
め被害経験について4以上と回答した者の割合
は約50％となっている。本研究で直接的いじ
め被害経験について4以上と回答した者の割合
は，51％であり，直接的いじめ被害経験を体験
した者の割合は先行研究と同程度であると考え
られる。
　同様に，仲間外れ経験について4以上と回答
した者の割合について，水谷・雨宮（2015）で
は約30％程度であることが示されている。他
方で本研究では，仲間外れ経験について4以上
と回答した者の割合は，33.5％であり，仲間外
れ経験を体験した者の割合は先行研究と同程度
であると考えられる。
　最後に，日常的解離体験を取り扱った研究

は，田辺・小川（1992）が大学生500名を対象
に行っている。その結果，DESの合計平均点
19．46（10.40）であった。本研究のDESの合
計平均点は，20.48（14.72）であり，先行研究
と比較すると同程度の合計平均得点であると考
えられる。このことから，本研究の対象者の日
常的解離体験の経験頻度は先行研究と比較し
て，同程度であると考えられる。
　以上のことを総合して考察すると，不安感受
性の水準はやや高いものの，それ以外の変数の
得点は，先行研究の得点類似する値であり，本
研究の参加者の特性は平均的であり妥当である
と考えられる。

第2節　各変数間の関係性について
ⅰ． いじめ被害経験と自尊感情について
　本研究では，各変数の関係性を検討するため
に相関分析を実施した。その結果の解釈につい
て以下に述べる。研究の結果，いじめ被害経験
と自尊感情の間に弱い負の相関関係が認められ
た。このことは，いじめ被害経験が多ければ多
いほど，自尊感情が低いという関係性を示して
いる。いじめ被害と自尊感情の関係について
は，水谷・雨宮（2015）の研究によると，直接
的いじめ被害経験では，小学生の時点での直接
的いじめ被害経験と自尊感情の間にr = -.28（p 

< .01）の値を見出している。他方で，水谷・
雨宮（2015）では，中学生および高校時点での
いじめ被害経験と自尊感情の間に有意な相関関
係は認められていない。本研究では，直接的い
じめ被害経験と自尊感情の間にr = -.34 （ p < 

.01）の値が認められており，同程度の値が示
されている。なお，本研究では，小学校・中学
校・高校の時点での時期の区別を行っていない
ため，時期の影響については検討されていな
い。このことから，どの時点においていじめ被
害を経験しているかは関係なく，大学生の時点
において，直接的いじめ被害経験の頻度が自尊
感情の低下に関係している可能性が示唆され
る。このように，直接的いじめ被害経験が，個
人の心理学的要因に否定的な影響を与えること
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は，いじめの否定的な影響の「情緒的不適応」
や「他者評価への過敏」は自尊感情に負の影響
を与えていることを示した金子（2020）が行っ
た研究とも一致する。
　そして，仲間はずれ経験と自尊感情の間に，
弱い負の相関関係が認められた。このことは，
仲間はずれ経験が多ければ多いほど，自尊感情
が低いという関係性を示している。仲間はずれ
経験と自尊感情の関係性については，水谷・雨
宮（2015）の研究によると，直接的いじめ被害
経験では，小学生の時点での仲間はずれ経験と
自尊感情の間にr = -.24（ p < .01）の値を見出
している。さらに，中学生の時点でr = -.15（p 

< .05），高校生の時点でr = .14（p < .05）の値
を見出している。本研究では，仲間はずれ経験
と自尊感情の間にr = -.20, p < .01,の値が認め
られており，同程度の値が示されている。な
お，本研究では小学校・中学校・高校の時点で
の時期の区別を行ってはいないため，時期の影
響については検討されていない。このことか
ら，どの時期においても仲間はずれ体験は生じ
ており，大学生時点において，仲間はずれ体験
が自尊感情の低下に関係している可能性が示唆
される。

ⅱ． いじめ被害経験と不安感受性について
　いじめ被害経験と不安感受性との間に，有意
な弱い正の相関関係が認められた。このこと
は，いじめ被害経験が多ければ多いほど不安感
受性が高まるということを示している。いじめ
被害経験と不安感受性の相関を数量的に見た先
行研究は存在しない。しかし，岡安・高山
（2000）の研究によると，いじめの全般的被害
群にはストレス症状が全般的に高い者が多く，
関係性攻撃の被害者も特に抑うつ・不安傾向が
高いことが示されている。このことから，過去
のいじめ被害体験と不安感受性との間に関係性
があると考えられる。
 そして，仲間はずれ経験と不安感受性の間に
正の相関が示された。これは，仲間はずれ経験
が多ければ多いほど不安感受性が高まるという

関係性を示している。仲間はずれ経験と不安感
受性の関係性についての数量的に示した先行研
究は存在しない。そのため，いじめ被害の中か
らさらに，仲間はずれに限定した研究が必要と
なってくるだろう。

ⅲ． いじめ被害経験と感情制御困難について
　いじめ被害経験と感情制御困難の間には，弱
い正の相関関係が認められた。これは，直接的
いじめ被害の頻度が多ければ多いほど，感情制
御困難も高まることを示している。大河原
（2010）は，「学校でであうさまざまなトラウマ
ティックストレス（教師からの叱責・恥をかく
出来事・友人関係のトラブル・失敗体験・いじ
められ・衝撃的な出来事の目撃・失恋など）に
よってネガティブ感情が喚起されると，過覚醒
反応か解離反応により対処することになり，そ
れにより，一般的にはトラウマにならないと思
われる出来事であっても，容易にトラウマ反応
を引き起こす」と語っている。これは，過去に
体験したいじめ被害経験は低減させることが難
しいネガティブ感情であり，感情制御を困難に
していると考えられる。このことから，いじめ
被害体験と感情制御困難との間には関係性があ
ると考えられる。
　そして，仲間はずれ経験と感情制御困難の間
に，弱い正の相関が認められた。これは，仲間
はずれ経験が多ければ多いほど，感情制御困難
が高まるという関係性を示している。仲間はず
れ経験と感情制御困難を数量的に示した先行研
究は存在しない。しかし，他のいじめと感情制
御困難の関係性を見た先行研究では，いじめの
種類を分けてはいなかったため，他の先行研究
の中で，仲間はずれ被害がいじめ被害の中に含
まれていた可能性を考慮する必要があるものと
考える。

Ⅳ． いじめ被害経験と日常的解離体験について
　いじめ被害と日常的解離体験の間には，弱い
正の相関関係が認められた。これは，いじめ被
害の頻度が多ければ多いほど，日常的解離体験
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の頻度が高くなることを示している。いじめ被
害経験と日常的解離体験の関係については未だ
研究は行われていない。しかし，いじめと病的
解離との関係性についての研究はいくつは行わ
れている。西松（2005）が行った研究では，解
離症状を示す解離性同一性障害者7症例と摂食
障害者11症例を比較し，解離と心的外傷の関
係を検討する研究を行っている。その中であげ
られた症例のうち2症例は発祥の契機がいじめ
体験であった。このことから，いじめ被害体験
が，解離傾向を強めることが示されている。日
常的解離体験もまた，解離傾向の一つであるこ
とから，いじめ被害を体験したものが， 日常的
解離体験に対して，影響を与えている可能性が
考えられる。

第3節　 不安感受性と感情制御困難と日常的
解離体験の関係について

　日常的解離体験と感情制御困難の間に有意な
弱い正の相関が認められており，山田・山岸
（2019）の行った研究においても，男女共に中
程度の有意な正の相関を示している（男性：r 

= .61， p < .01，女性：（r =.46，p < .01）。この
ことから，感情制御困難が高まると，日常的解
離体験の頻度が高まると考えられる。他方で山
田・山岸（2019）が中程度の有意な相関を示し
たのに対して，本研究では弱い正の相関が出て
いる。この差は，本研究の調査対象者が感情制
御方略を抱えている割合が高かった可能性が考
えられる。不安感受性と日常的解離体験には有
意な弱い正の相関関係が認められた。不安感受
性と解離傾向を取り扱った福井ら（2010）によ
る先行研究においても，不安感受性は解離傾向
に対して正の相関を示しており福井ら（2010）
を支持する結果となった。このことから，各相
関係数が先行研究と同程度のものという結果と
なったことから，本モデルの基礎としては妥当
なものであると考えられる。

第4節　 日常的解離体験に心理的要因が与え
る影響

　重回帰分析の結果，不安感受性，仲間外れ経
験，感情制御困難が，日常的解離体験に影響を
与えていることが確認された。すなわち，不安
感感受性，感情制御の困難，仲間外れ体験の頻
度が高ければ高いほど。日常的解離体験の頻度
が高くなるという関係性を示している。
　不安感受性が日常的解離体験に与える影響に
ついては福井ら（2012）の論文にてパス係数。
29という値が示されており，不安感受性と解
離傾向との関係性が示されている。福井ら
（2012）は虐待的な養育環境と不安感受性と解
離傾向には関連があり，モデルの適合度から
も，不安感受性の媒介効果が見られたと考察さ
れている。このことから，不安感受性は解離傾
向に対して，影響を与えていると考えられる。
しかし，福井ら（2012）の研究においては，性
的虐待及び，心的虐待が不安感受性に影響を与
えている。そのため本研究における不安感受性
に対して影響を与えているものが異なっている
点に留意する必要がある。
　そして，感情制御困難が日常的解離体験に与
える影響については，山田・山岸（2019）の研
究にて，J-DERSの4つの下位尺度を説明変数，
DESを目的変数とし，ステップワイズ法によ
る重回帰分析を男女別に行っている。その結
果，男性については，“感情制御方略の少なさ”
を投入したときの重決定係数が最も高い値（R2 

= .40，p < .001）を示し，女性については，“感
情自覚困難”“行動統制困難”を投入したとき
の重決定係数が最も高く（R2 = .27，p < .001）
示されている。このことから，感情調節困難が
日常的解離体験に対して影響を与えていると考
えられる。
　不安感受性，感情制御困難は共に病理的な指
標でもあり，これらが影響を及ぼして発生して
いる日常的解離体験は，病的解離の前段階とし
て発生しているのではないかと考えられる。柴
山（2017）は解離性障害の初発症状の中で最も
多いのは多彩な身体症状と不安であると語って
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いる。この不安の体験をなかったことにする，
他人の事とするために切り離すことは日常的解
離体験でも起こりえるものだと考える。
　また，本研究では，仲間はずれ経験が日常的
解離体験に影響を与えることが示されたが，こ
の関係性を数量的に示した先行研究は存在しな
い。他方で，柴山（2017）の著書において取り
上げられた事例では，孤立状況にあるいじめ被
害を受けていたものが周囲に頼れる人物がおら
ず，イマジナリーコンパニオンを発現するとい
う解離体験を経験したことが報告されている。
このことから，仲間はずれにより感じる孤立感
が日常的解離体験に何らかの影響を与える可能
性があるのではないかと考えられる。
　一方で，直接的いじめ被害と自尊感情は，日
常的解離体験に対して影響を与えている結果は
示唆されなかった。様々な症例においても解離
症を発現された方は，発祥の契機であるか否か
にかかわらず，過去にいじめ被害を経験された
方が非常に多くみられる。しかし，これらの症
例は病的解離であり，日常的解離体験ではな
い。そのため，直接的いじめ被害を体験の日常
的解離体験への影響はさらなる調査が必要とな
る。さらに，岡野（2012）が取り上げた病的解
離の症例にて，患者は「自分は生きていても仕
方がないと思うことが多かった」と語っており，
自尊心が低下していた可能性が考えられる。ま
た，本研究は過去のいじめ体験が現在の日常的
解離体験に影響を及ぼしているかを確認するも
のであり，過去にいじめ体験を受けたものも，
その後に回復している可能性が考えられる。自
尊感情も日常的解離体験に対して影響を与えて
はいないという結果となった。自尊感情と日常
的解離体験の研究は数が少なく，また，本研究
は一大学内で行ったため，本学生の特色である
可能性が考えられる。そのため，より多くの対
象者に対して調査を行い，さらなる究明を行う
必要性があると考察される。

第5節　 大学生におけるいじめ被害経験が心
理学的要因を介して日常的解離体験
に与える影響

　本研究の目的は，直接的ないじめ被害や，仲
間外れ体験が，様々な心理学的要因を介して，
日常的解離体験に影響を与えるかについて検証
することであった。構造方程式モデルから，直
接的いじめ被害や仲間外れ経験のどちらも，不
安感受性，自尊感情，感情調節困難を介して解
離傾向を高めることは示唆されなかった。不安
感受性，自尊感情，感情調節困難を取り扱った
先行研究では，ストレスに関連する要因（例え
ば，ストレッサー，ストレス反応，ライフイベ
ントなど）を測定する尺度使用しているものが
多く，ストレス値が高いものほど解離体験をし
やすいことが明らかとなっている。また，山
口・織田（2017）の研究により，過去のいじめ
体験はストレスフルなイベントとなりえている
ことは確認されている。しかし，本研究では，
調査対象者に対するいじめ以外のストレス要因
については検討しておらず，いじめ以外のスト
レス要因が日常的解離体験に与える影響につい
ては考慮されていない。そのため，今後の研究
においては，いじめ以外の現在のストレスに関
連する要因について確認をする必要がある。
　また，本研究には因果性のジレンマが存在し
ている。それは，日常的解離体験の発生によ
り，他の心理学的要因に影響を与えているの
か，それとも自尊感情の低下，不安感受性，感
情制御困難の上昇が日常的解離体験に対して影
響を与えているのか，という問題である。
　舛田（2008）は，「対人関係・社会性を重視
する成人期前期の段階では，『うわの空・空想』
『自動的行動』などの日常的解離を体験する自
己は逃避的であり，一部否定的なものに変容し
て精神的健康への影響は異なっていくことを示
唆している」と語っている。このように，日常
的解離体験を体験したことによって精神的健康
への影響が生じる可能性が考えられている。
　その他にも，日常的解離体験に対しては，本
研究において検討された自尊感情，不安感受

̶  17  ̶



いじめが自尊心，感情調節，不安感受性を介して日常的な解離体験に及ぼす影響

̶ 104 ̶

性，感情制御困難以外の要因が関与している可
能性が示唆された。例えば，福井ら（2012）で
は，性的虐待や心理的虐待が直に解離傾向に影
響を与えているという結果を示している。さら
に，大河原（2010）は子どもの感情の情報処 

理過程におけるダブルバインドが，解離を促す
ものであると語っている。大河原（2010）が提
唱する解離を促すダブルバインドの特性は，①
ふたりあるいはそれ以上の人間　②くりかえさ
れる 経験　③コンテントレベル「怖い」「苦し
い」「痛い」 などの身体感覚（大脳辺縁系領域）
　④コンテクスト レベル「怖くない」「苦しく
ない」「痛くない」などの 意味づけとしての認
知情報（前頭葉領域）　⑤メタコンテクストレ
ベル　当事者が関係の場から逃れることができ
ない状況である。このような状態にあるとき，
子ども は身体感覚としての感情を解離させる
ことでその関係性のシステムに適応すると語っ
ている。
　このように，日常的解離体験を体験したこと
で自身の精神的健康への影響が生じる可能性が
ある。そして，日常的解離体験，さらには病的
解離に対して，自尊感情，不安感受性，感情制
御困難以外が影響を及ぼしていることも確認さ
れている。したがって，他の心理学的要因や因
果性のジレンマを考慮したうえで，さらなる研
究が必要となってくると考えられる。

第Ⅵ章　本研究の限界点と今後の展望

　本研究にはいくつかの限界があると考えら
れ る。
　第一に，本研究における対象者は首都圏の私
立大学の人文系の学部に所属する学生である。
したがって，成人全体のデータとしては偏りが
あると考えられる。そのため，他学部の大学生
や幅広い年齢を対象とした大規模な集団を対象
に研究を進める必要があると考えられる。
　第二に，本研究では，質問紙による回答方法
を実施した。その中で，回答のゆがみを考慮す

ることができないため，Paulhus（1991）のバ
ランス型社会的望ましさ反応尺度（Balanced 

Inventory of Desirable Responding; BIDR）を谷
（2008）が邦訳したBIDR 日本語版（Japanese 

version of Balanced Inventory of Desirable 

Responding; BIDR-J）などを追加し，回答のゆが
みについて考慮したうえで回答を検討すること
でより精緻な調査が可能になると考えられる。
　第三に，日常的解離体験にはストレスに関連
する尺度の影響が強いことが先行研究にも示さ
れているため，本研究においてもいじめ体験と
いう過去のストレス要因のみでなく，現在のス
トレス要因を追加して検討することで，日常的
解離体験に与えている影響について検討するこ
とが可能となるかもしれない。ただし，質問の
侵襲性が高くなってしまうことについては配慮
が必要であると考えられる。

第Ⅶ章　本研究の臨床的意義

　本研究の結果，過去に受けた直接的いじめ被
害や仲間外れ経験は感情制御困難や不安感受性
と関連していることが明らかとなった。このこ
とは，過去のいじめ体験が自尊感情，不安感受
性，感情制御困難から，いじめ被害を体験して
いるその時に，感情制御方略や不安に対する対
応の仕方を提供することで，その後の自尊心の
低下や不安感受性や感情制御困難が高まること
に発展することを可能性の早期解決につながる
ことかできると考えられる。
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This study aimed to examine whether direct bullying victimization or experiences of social 

exclusion influence everyday dissociative experiences through various psychological factors, using a 

sample of 206 participants (136 males, 70 females). Structural equation modeling indicated that neither 

direct bullying victimization nor experiences of social exclusion predicted dissociative tendencies 

through anxiety sensitivity, self-esteem, or emotion regulation difficulties.

Future research should consider additional psychological factors as well as the issue of causal 

direction.

Keywords:  Bullying victimization, University students, Anxiety sensitivity, Self-esteem, 

Emotion regulation difficulties, Dissociative experiences.

Abstract

The Effects of Bullying on Daily Dissociative 
Experiences Via Self-esteem, Emotion Regulation, 

and Anxiety Sensitivity

Tomoki Watanabe
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東京国際大学大学院臨床心理センター活動報告（2024 年度）
臨床心理学研究科・臨床心理センター長　田中　信市

＜沿革・施設＞
　東京国際大学大学院臨床心理学研究科付属の臨床心理センターは2000年5月，高田馬場駅前のビ
ル3階にオープンする（新宿区高田馬場1-28-10）。翌2001年4月，臨床心理学研究科が西早稲田（新
宿区西早稲田2-6-1　東京国際大学早稲田キャンパス）に開設されたことに伴い，同じ早稲田キャ
ンパス3階に臨床心理センターも移転し本格的な活動を開始する。そして，10年半の早稲田キャン
パスでの心理相談活動を経て，2011年10月に，臨床心理センターは，人間社会学部のある第2キャ
ンパス（埼玉県川越市的場2509　東京国際大学第2キャンパス22号館）に移転する。22号館の1階
部分を全面的に改装して，新しい臨床心理センターが川越の地で活動を開始し，今日に至っている。
臨床心理学研究科も2012年4月から，第2キャンパスに移転する。
　川越キャンパスの臨床心理センターは，早稲田キャンパスの臨床心理センターの基本方針と臨床
的設定を継承し，受付，待合室，インテーク室（1室），面接室（4室），プレイルーム（3室）で構
成されている。面接室はそれぞれの部屋によってやや異なった雰囲気になっており，心理療法に対
応できるだけでなく，心理検査や箱庭療法ができるようになっている。インテーク室と面接室は
ゆったりとした適切な広さがあり，ソファーセットと心理検査用の机と椅子などが設置されている。
箱庭療法を行うことのできる面接室には箱庭と充実したフィギュアが揃えられている。プレイルー
ムは，子どもが独創的な遊びを展開しやすいように，様々なおもちゃや箱庭のミニチュアだけでな
く，遊具としてトランポリンやマット，ボールを使った遊びができるサッカーゴールやストラック
アウト，子どもが渡れる組み立て式の橋，天井から吊るされ抱きつくとブランコのように使える遊
具など，身体を使った遊びもできるように工夫されている。

＜運営体制＞
　臨床心理学研究科の5名の専任教員（田中信市・センター長，小田切紀子，大矢泰士，妙木浩之，
成瀬麻夕）が，センターの運営方針や院生に対する教育方針などを共有し，協議しながら運営と指
導を行っている。センターには，3名の臨床経験豊かな公認心理師と臨床心理士の資格を有するイ
ンテーカーが勤務し，また，受付スタッフ2名が交代で，来談者の窓口となっている。教員とス
タッフが協力し合い，センターを円滑に運営している。
　センターの運営については，スーパーヴィジョン体制の充実を重視している。院生がセンターで
事例を担当するときには，上記の専任教員が必ず定期的なスーパーヴィジョンを行い，修了生が事
例を担当する場合においてもスーパーヴィジョンを大切にしている。スーパーヴィジョンは心理療
法と同様，心理検査に対しても実施しており，心理検査のバッテリーの組み方や解釈の実際，報告
書の書き方にいたるまで，個別に指導している。
　また，臨床心理学研究科全体のケースカンファレンス（事例検討会）を，専任教員が順番に担当
して，開催している。このケースカンファレンスには，修了生たちも参加することができ，修了後
研修の場としても活用されている。相互ディスカッションと教員によるコメントを通じて，臨床家
としての力を養成する場となっている。

̶  1  ̶
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＜2024年度相談件数・相談内容＞
　2024年度は，新型コロナウイルス感染症による混乱から社会が一定の安定にいたり，通常の社会
生活が営まれるようになり，社会が活性化し，大学も含め学校生活が正常化した。臨床心理セン
ターでは，引き続き，換気，アルコール消毒，衝立，マスク着用などの配慮を継続して活動した。
　センターへの全相談件数は83件（表1）であり，相談件数が前年度より減少している。これは，
例年修士課程2年生は卒業後も多数がセンターでのケースを継続するのだが，2024年度2年生はほ
とんどが継続希望がなく，また2024年度入学の院生の人数が少なく，さらに，受付の体制の問題も
あり，インテークの受け入れを絞らざるを得なかったせいである。親子ケースのみ受け入れ，成人
ケースは継続面接を行わないものとし，受付の体制の問題により，開室日を2日間減らした時期が
あった。それでも，新規相談件数は68件あり（表4），のべ相談回数は，868回であった（表2，
表3）。
　したがって今年度も，院生たちが多くのケースを担当でき，専門家養成機関として極めて恵まれ

た教育環境を提供できていた。なお，ケース
申し込みが多いので，修士1年生が，秋ごろ
からケースを担当し始めることが慣例化する
ようになった。
　地域との関係であるが，臨床心理センター
は地域に根付き，教育機関から26件，医療機
関から9件，行政機関から6件の紹介があっ
た。インターネット・パンフレットによる来
所は，20件であった。
　相談内容別に見ると（表1参照），学校関
連（不登校，学校不適応，学業）が22件，性
格・対人関係が17件，家族関係9件，親子関
係5件である。また，不安症が11件，抑うつ
5件，情緒不安定4件である。
　相談者の年齢を見てみると（表2，表3），
幼児と小学生が18件，中高生が11件であり，
一方，29歳までが6件，30～ 44歳が7件，45

～ 64歳が10件，さらに保護者が28件で，成
人の相談件数も多いことがわかる。悩みを抱
えた成人への心理的サポート施設としてもセ
ンターが機能している。
　以上，地域の心理相談施設としての役割を
果たしつつ，大学院生が実践的実習をして，
多くの経験を積める場として，臨床心理セン
ターが機能しているのである。

表1　2024年度 全相談件数
（相談内容別内訳）

相談内容 相談者 保護者 件数
性格・対人関係 13 4 17

情緒不安定 3 1 4

抑うつ 4 1 5

ADHD（傾向） 1 1 2

自閉スペクトラム症（傾向） 0 0 0

摂食症 0 0 0

パニック症 1 0 1

チック症 0 0 0

抜毛症 0 0 0

ひきこもり 0 0 0

双極性障害 0 0 0

不安症（社交・全般・広場） 6 5 11

強迫症 0 0 0

不登校 5 3 8

学校不適応 6 6 12

学業 1 1 2

進路 0 0 0

親子関係 3 2 5

育児 0 0 0

家族関係 6 3 9

夫婦関係 0 0 0

DV・ハラスメント 2 1 3

非行・反社会的行動 0 0 0

職場不適応 1 0 1

その他 0 0 0

心理検査（外部） 3 0 3

合　計 55 28 83
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表4　2024年度 新規相談件数
（相談内容別内訳）

相談内容 相談者 保護者 件数
性格・対人関係 6 12 18

情緒不安定 2 5 7

抑うつ 0 3 3

ADHD（傾向） 1 2 3

自閉スペクトラム症（傾向） 0 0 0

摂食症 0 0 0

パニック症 0 0 0

チック症 0 0 0

抜毛症 0 0 0

ひきこもり 0 0 0

双極性障害 0 0 0

不安症（社交・全般・広場） 3 3 6

強迫症 0 0 0

不登校 4 4 8

学校不適応 4 4 8

学業 1 1 2

進路 0 0 0

親子関係 1 1 2

育児 0 1 1

家族関係 2 2 4

夫婦関係 0 0 0

DV・ハラスメント 1 1 2

非行・反社会的行動 0 0 0

職場不適応 0 0 0

その他 0 1 1

心理検査（外部） 3 0 3

合　計 28 40 68

表2　2024年度 年齢別相談件数と延べ回数

相談件数 延べ回数
幼児 2 23

小学生 16 213

中学生 6 56

高校生他 5 43

～ 29歳 6 54

～ 44歳（保護者含む） 21 217

～ 64歳（保護者含む） 24 259

65歳以上（保護者含む） 0 0

心理検査 3 3

合　計 83 868

表３　2024年度 年齢別相談件数と延べ回数

相談件数 延べ回数
幼児 2 23

小学生 16 213

中学生 6 56

高校生他 5 43

～ 29歳 6 54

～ 44歳 7 82

～ 64歳 10 124

65歳以上 0 0

保護者 28 270

心理検査 3 3

合　計 83 868

＊ 保護者を別にした表

表5　2024年度 新規経路別来者談数

経路 来談者数
パンフ・インターネット 20

医療機関 9

教育機関 26

知人から 0

以前利用者 4

行政機関 6

その他・不明 0

合　計 65

表6　2024年度 新規月別来談者数

月 来談者数
4月 7

5月 8

6月 5

7月 6

8月 4

9月 6

10月 3

11月 7

12月 8

1月 9

2月 0

3月 2

合　計 65
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センター長
田　中　信　市

センター運営委員
小田切　紀　子
大　矢　泰　士
妙　木　浩　之
成　瀬　麻　夕

インテーカー
竹　村　郁　乃（臨床心理士・公認心理士）
野　島　美　穂（臨床心理士・公認心理士）
花　里　由希子（臨床心理士・公認心理士）

修了生
遠　藤　汐　梨 新　井　美　玖
車　田　文　子 武　輪　穂乃加
前　川　知　香 渡　辺　智　紀
都　　　星　寿 田　中　祥　子
松　岡　秀　実 山　岸　　　翼

博士課程後期
井　上　　　領

博士課程前期
磯　　　智　菜 兼　岡　小　織
大河内　愛　里 関　口　幸　花
朱　　　玲　奈 高　藤　凪　沙
新　保　和　也
武　藤　治　樹
山　田　望恵留
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編　集　後　記

　2025年度も，修了生の論文と臨床心理センターの報告を掲載することができました。
　修了生は積極的に投稿して業績を積み上げてほしいと思います。臨床心理センターは，
地域の小・中学校や療育センターなどからの紹介が多くなり，院生の大切な教育研修の場
となっています。
　臨床心理センターを支えてくれているインテーカーの先生，受付の皆様に感謝申し上げ
ます。

臨床心理学研究科　小田切紀子
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